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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２３年３月１０日（木）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　４時５２分　散会

１．場所

大会議室

１．出席委員

委 員 長 森内一蔵  副委員長 嶋野浩一朗 委　　員 本保加津枝

委　　員 弘　　豊  委　　員 山崎雅数  委　　員 森西　正 

１．欠席委員

なし　

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

生活環境部長　水田和男 同部次長兼自治振興課長　杉本正彦

同部次長兼課環境対策長　乾　富治　　同部参事兼市民課長　萩原　明

同部参事農委併任　田橋正一　産業振興課長　鈴木康之　　環境業務課長　早川　茂

環境センター長　上村裕幸 市民活動支援課長兼コミュニティプラザ館長　橋本英樹

保健福祉部長　佐藤芳雄 同部理事　福永冨美子

同部次長兼地域福祉課長　登阪　弘　　同部参事兼国保年金課長　堤　守

同部参事兼健康推進課長　阪口　昇　　同部参事兼介護保険課長　山田雅也

同部参事兼こども育成課長　稲村幸子

地域福祉課参事兼地域包括支援センター長　川口敦子　　生活支援課長　東澗順二

障害福祉課長　吉田量治 健康推進課参事　前野さゆみ

こども育成課参事　船寺順治

１．出席した議会事務局職員
事務局長　野杁雄三 同局主査　湯原正治

１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成２３年度摂津市一般会計予算所管分

議案第　９号　平成２２年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分

議案第　６号　平成２３年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算

議案第２０号　摂津市企業立地等促進条例制定の件

議案第１７号　摂津市環境基金条例制定の件

議案第２６号　摂津市立市民ルーム条例の一部を改正する条例制定の件
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議案第　３号　平成２３年度摂津市国民健康保険特別会計予算

議案第１１号　平成２２年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）

議案第１２号　平成２２年度摂津市老人保健医療特別会計補正予算（第２号）

議案第２４号　摂津市特別会計条例の一部を改正する条例制定の件

議案第２７号　摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件

議案第　８号　平成２３年度摂津市後期高齢者医療特別会計予算

議案第　７号　平成２３年度摂津市介護保険特別会計予算
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（午前１０時１分　開会）

○森内一蔵委員長　皆さん、おはようご

ざいます。

　それでは、ただいまから民生常任委員

会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　寒の戻りといいますか、きょうはちょっ

とまた冷え込みが厳しいようでございま

すが、先日来、本会議では代表質問ご苦

労さまでございました。また、本日は、

委員会をお持ちいただきまして大変あり

がとうございます。

　きょうは、過日の本会議で、当委員会

に付託されました所管分について、いろ

いろとご審査をいただくと思いますが、

どうぞ慎重審査の上、ご可決いただきま

すようよろしくお願いいたします。

　一たん退席いたしますが、どうぞよろ

しくお願いいたします。

○森内一蔵委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、嶋野委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しております案のとおり行うことに

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　異議なしと認め、そ

のように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　佐藤保健福祉部長。

○佐藤保健福祉部長　それでは、議案第

１号、平成２３年度摂津市一般会計予算

のうち、保健福祉部生活支援課、障害福

祉課、こども育成課、国保年金課及び介

護保険課が所管いたしております事項に

つきまして、目を追って、その主なもの

について補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、２８ペー

ジの款１２、分担金及び負担金、項１、

負担金、目１、民生費負担金は保育所保

育料、介護給付費負担金などが主なもの

となっておりますが、前年度に比べ１．

１％、約１，０７０万円の減となってお

ります。これは、主に私立保育園保育料

の減によるものでございます。

　同じく２８ページから３１ページの款

１３、使用料及び手数料、項１、使用料、

目２、民生使用料のうち、保健福祉部に

係る使用料は、前年度と同額でございま

す。

　３４ページから３７ページの款１４、

国庫支出金、項１、国庫負担金、目１、

民生費国庫負担金は、生活保護費、子ど

も手当、児童福祉費、障害者自立支援給

付費などの負担金が主なものとなってお

りますが、前年度に比べ９．４％、約３

億９，５４７万円の増となっております。

これは、主に３歳未満児の子ども手当が

現行より増額となることによる子ども手

当負担金の増によるものでございます。

　３６ページの項２、国庫補助金、目１、

民生費国庫補助金は、前年度に比べ８．

１％、約６６２万円の減となっておりま

す。これは、主に前年度計上しておりま

した生活保護費補助金のうち、住宅手当

緊急特別措置事業補助金を府補助事業へ

の移行に伴い、府補助金に組みかえたこ

と。また、自立支援プログラム策定実施

推進事業補助金の一部も生活保護受給者

就労支援事業補助金として、府補助金に

組みかえたことによる減でございます。
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　３８ページ、項３、委託金、目２、民

生費委託金は、国民年金事務等や子ども

手当に係る委託金で、前年度に比べ２３．

３％、約６９６万円の減となっておりま

す。これは主に、子ども手当事務委託金

の減によるものでございます。

　４０ページの款１５、府支出金、項１、

府負担金、目１、民生費府負担金は、国

民健康保険基盤安定、児童福祉費、子ど

も手当、障害者自立支援給付費などの負

担金が主なものとなっておりますが、前

年度に比べ３．５％、約３，６７５万の

増となっております。これは主に、国民

健康保険基盤安定負担金、子ども手当負

担金の増によるものでございます。

　４２ページから４５ページの項２、府

補助金、目２、民生費府補助金は、前年

度に比べ２９．４％、約１億８５０万円

の増となっております。これは主に、第

二とりかい保育園の建てかえに対する補

助などを対象とした大阪府安心子ども基

金特別対策事業費補助金の増などによる

ものでございます。

　５４ページ、款１９、諸収入、項３、

貸付金元利収入、目４、老人医療費資金

貸付金元金収入は、前年度と同額でござ

います。

　５６ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入のうち、５６ページか

ら５９ページが保健福祉部関係で生活保

護法による返還金・徴収金、保育所職員

給食費負担金、児童主食費負担金などで

ございます。

　続きまして、歳出でございますが、９

６ページから１０１ページの款３、民生

費、項１、社会福祉費、目１、社会福祉

総務費は、事務の執行に係る経費のほか、

広域連合医療給付等負担金などの負担金、

国民健康保険などの特別会計への繰出金

が主なもので、人件費を除き前年度に比

べ１５．３％、約３億２，９１０万円の

増となっております。これは主に、地域

福祉活動支援センター工事請負費や繰出

金の増によるものでございます。

　１０２ページ、目３、国民年金総務費

及び目４、国民年金事務費は、国民年金

事務に係る経常経費でございます。

　１０２ページから１０５ページの目５、

老人医療助成費は、前年度に比べ７．５

％、約１，４７５万円の増となっており

ます。これは、対象者の増によるもので

ございます。

　１０４ページ、目６、障害者医療助成

費は、前年度とほぼ同額となっておりま

す。

　１０４ページから１０７ページの目７、

障害福祉費は、市立ふれあいの里運営委

託料、市立みきの路運営委託料、障害福

祉サービス費等給付費などが主なもので、

前年度に比べ０．７％、約１，１２１万

円の増となっております。

　１０８ページから１１１ページの項２、

児童福祉費、目１、児童福祉総務費は、

民間保育所運営費補助金、保育所運営費

負担金などが主なもので、人件費を除き

前年度に比べ１２．５％、約１億９，６

８６万円の増となっております。これは、

歳入でもご説明しましたように、主に、

第二とりかい保育園の建てかえを対象と

する児童福祉施設整備費補助金を新たに

計上したことによるものでございます。

　１１０ページ、目２、児童措置費は、

前年度に比べ１４％、約３億１，０６４

万円の増となっております。これは主に、

子ども手当の増額によるものでございま

す。

　１１０ページから１１３ページ、目３、

児童福祉施設費は、市立保育所の運営に

係る非常勤職員等の賃金、給食賄材料費

などが主なもので、前年度に比べ０．２
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％、約４８万円の減となっております。

　１１２ページ、目４、母子福祉費は、

前年度に比べ１０．５％、約３３２万円

の増となっております。これは主に、母

子家庭高等技能訓練促進費の増によるも

のでございます。

　同じく１１２ページの目５、乳幼児等

医療助成費は、前年度に比べ５．９％、

約８４８万円の増となっております。

　１１２ページから１１５ページの同じ

く目６、ひとり親家庭医療助成費は、前

年度に比べ０．２％、約１２万円の増と

なっております。

　１１４ページ、項３、生活保護費、目

１、生活保護総務費は、人件費を除き前

年度に比べ３．３％、約５１万円の減と

なっております。同じく目２、扶助費は、

前年度に比べ５．１％、１億２，５３５

万円の増となっております。これは、対

象者の増によるものでございます。

　以上、保健福祉部生活支援課、障害福

祉課、こども育成課、国保年金課及び介

護保険課が所管いたしております平成２

３年度一般会計予算についての補足説明

とさせていただきます。

　続きまして、議案第９号、平成２２年

度摂津市一般会計補正予算（第５号）の

うち、保健福祉部生活支援課、障害福祉

課、こども育成課、国保年金課及び介護

保険課が所管しております事項につきま

して、補足説明をさせていただきます。

　それでは、１３ページからの歳入歳出

補正予算事項別明細書の目を追って、主

なものについてご説明を申し上げます。

　まず、歳入でございますが、１６ペー

ジ、款１２、分担金及び負担金、項１、

負担金、目１、民生費負担金のうち、介

護給付費利用者負担金の増額は、市立み

きの路の新体系への移行に伴い、入所者

の光熱水費や食費の実費負担相当の利用

者負担金について、これまでの施設での

徴収から市で徴収することに変更したこ

とによる増額でございます。

　１８ページ、款１４、国庫支出金、項

１、国庫負担金、目１、民生費国庫負担

金の減額は、障害者自立支援法に基づく、

福祉サービスの利用件数及び子ども手当

の支給対象者が当初見込みより減になっ

たことなど、事務事業の精査によるもの

でございます。

　同じく１８ページ、項２、国庫補助金、

目１、民生費国庫補助金の社会福祉費補

助金の増額は、障害福祉サービスの地域

生活支援事業分の補助金の増によるもの

でございます。

　２０ページ、項３、委託金、目２、民

生費委託金の減額は、子ども手当事務委

託金の減でございます。

　同じく２０ページ、款１５、府支出金、

項１、府負担金、目１、民生費府負担金

の減額は、国庫負担金の減額と同じ理由

によるものでございます。

　２２ページ、項２、府補助金、目２、

民生費府補助金の増額は、ひびきはばた

き園や市立みきの路で実施しております

生活介護の利用者の送迎サービスを対象

とした障害者自立支援対策臨時特例交付

金の増によるものでございます。その一

方で、グループホーム等機能強化支援事

業補助金は、大阪府が平成２１年度末で

廃止したため、予算措置を行ったものの、

執行できず全額減額するものでございま

す。

　２４ページ、款１８、繰入金、項１、

特別会計繰入金、目３、老人保健医療特

別会計繰入金は、平成２２年度末で老人

保健医療特別会計を廃止するに当たり、

今後、給付の請求があった場合に対応す

るため、一般会計に繰り入れるものでご

ざいます。
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　２７ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入のうち、移行支援補助

金返還金は、小規模通所授産施設から新

体系への移行を支援する府補助金の返還

金でございます。

　続きまして、４６ページからの歳出で

ございますが、款３、民生費、項１、社

会福祉費、目１、社会福祉総務費の減額

は、北摂各市で共同して取り組んでおり

ますホームレス自立支援事業が全額国負

担となり、市負担がなくなったため、総

合相談推進事業負担金を全額減額してお

ります。また、老人保健医療特別会計繰

出金についても、平成２２年度末で廃止

し、一般会計に繰り入れることから執行

せず、全額減額しております。そのほか

は、事務事業の精査によるものでござい

ます。

　４８ページの目７、障害福祉費の減額

は、短期入所、訪問入浴サービスなどの

利用件数が当初見込みより、減になった

ことなど事務事業の精査によるものでご

ざいます。

　５０ページ、項２、児童福祉費の減額

は、子ども手当が当初見込みより、減に

なったことなど事務事業の精査によるも

のでございます。

　同じく５０ページ、項３、生活保護費

の減額は、住宅手当緊急特別措置事業に

係るセーフティネット支援対策等事業費

補助金の過年度分国庫返還金でございま

す。

　以上で、平成２２年度摂津市一般会計

補正予算（第５号）所管分の補足説明と

させていただきます。

○森内一蔵委員長　福永保健福祉部理事。

○福永保健福祉部理事　それでは、議案

第１号、平成２３年度摂津市一般会計予

算のうち、保健福祉部健康推進課及び地

域福祉課が所管いたしております事項に

つきまして、目を追って、その主なもの

について補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、３０ペー

ジ、目３、衛生使用料のうち、健康推進

課に係る使用料は、前年度に比べ６．３

％、約４８４万円の減となっております。

これは主に、葬儀会館使用料の減による

ものでございます。

　３２ページ、項２、手数料、目２、衛

生手数料のうち、健康推進課に係る手数

料は、前年度に比べ１．４％の減となっ

ております。

　３６ページ、目２、衛生費国庫補助金

は、前年度に比べ３０．５％、１８２万

円の増となっております。これは、新た

に大腸がん検診推進事業補助金を計上し

たことによるものでございます。

　４０ページ、目２、災害弔慰金府負担

金は、前年度と同額で災害救助法適用災

害に係る遺族への弔慰金でございます。

　４２ページ、目２、民生費府補助金の

うち、老人福祉費補助金の地域福祉・子

育て支援交付金（高齢分野）は、これま

での街かどデイハウス事業に対する補助

金が、交付金に移行したものでございま

す。また、地域力再生支援事業補助金は、

医療情報キットの配布に対する補助金で

ございます。

　４４ページ、目３、衛生費府補助金の

うち、健康推進課に係る補助金は、前年

度に比べ１７０．２％、約３，８１８万

円の増となっております。これは主に、

新たにインフルエンザワクチン接種助成

費、子宮頸がん予防ワクチン事業、ヒブ

ワクチン事業及び小児用肺炎球菌ワクチ

ン事業の各補助金を計上したことによる

ものでございます。

　５２ページ、款１８、繰入金、項２、

基金繰入金、目３、墓地管理基金繰入金

は、前年度に比べ６万円の減となってお
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ります。これは、基金によって賄われる

墓地の管理経費の減によるものでござい

ます。

　５６ページからの項４、雑入、目２、

雑入は、健康推進課の各種検診及び予防

接種に係る自己負担金及び地域福祉課に

係る各種サービスの利用料などでござい

ます。

　次に、歳出でございますが、７０ペー

ジ、款２、総務費、項１、総務管理費、

目１、一般管理費のうち、水道事業会計

繰出金はひとり暮らし高齢者、ひとり親

家庭等に係る水道料金減免に伴うもので、

前年度に比べ１８．６％、３８８万円の

増となっております。

　９８ページ、目１、社会福祉総務費で

は、工事請負費、備品購入費など地域福

祉活動支援センターの整備に係る経費を

計上いたしております。

　また、せっつ高齢者かがやきプラン策

定委託料や、府営住宅で実施が予定され

ておりますふれあいリビング事業の立ち

上げを支援するふれあいリビング事業補

助金などを新たに計上いたしております。

　１００ページから１０３ページの目２、

老人福祉費は、前年度に比べ１．７％、

約９２４万円の減となっております。こ

れは主に、養護老人ホームに係る老人入

所施設措置費などの減によるものでござ

います。

　１１６ページ、項５、災害救助費、目

１、災害救助費は、災害救助法適用災害

に係る遺族への弔慰金等で前年度と同額

となっております。

　１１６ページから１１９ページの款４、

衛生費、項１、保健衛生費、目１、保健

衛生総務費は、保健センター及び休日小

児急病診療所の管理委託料、また、三師

会、夜間休日応急診療所、二次診療体制

確保等の補助金、負担金などが主なもの

で、人件費を除き前年度に比べ１５．７

％、約２，３８６万円の減となっており

ます。これは主に、コミュニティプラザ

横に移転した保健センター管理委託料が

当初の見込みより減となったことによる

ものでございます。

　１１８ページから１２１ページの目２、

予防費は、前年度に比べ４７．４％、約

１億２，８８２万円の増となっておりま

す。これは、歳入でもご説明いたしまし

たように子宮頸がん予防ワクチン接種、

ヒブワクチン接種及び小児用肺炎球菌ワ

クチン接種の各委託料を計上したことに

よるものでございます。

　１２０ページから１２３ページの目３、

環境衛生費は、前年度に比べ８．３％、

約１０９万円の増となっております。こ

れは主に、所有者不明動物死体処理委託

料の増によるものでございます。

　１２２ページ、目７、墓地管理費は、

市営墓地の管理経費で前年度に比べ、約

３３２万円の減で、これは昨年度計上し

ました主に市営墓地の修繕料を本年度は、

計上していないことによるものでござい

ます。

　１９４ページに飛びますが、款１１、

諸支出金、項１、災害援護資金貸付金、

目１、災害援護資金貸付金は、前年度と

同額で災害救助法適用災害に係る貸付金

でございます。

　以上、保健福祉部健康推進課及び地域

福祉課が所管いたしております平成２３

年度一般会計予算についての補足説明と

させていただきます。

　続きまして、議案第９号、平成２２年

度摂津市一般会計補正予算（第５号）の

うち、保健福祉部健康推進課及び地域福

祉課が所管しております事項につきまし

て、補足説明をさせていただきます。

　それでは、１３ページからの歳入歳出

－7－



補正予算事項別明細書の目を追って、主

なものについてご説明申し上げます。

　まず、歳入につきましては、計上いた

しておりません。

　続きまして、歳出でございますが、４

６ページの目１、社会福祉総務費の減額

は、地域福祉計画推進協議会や、かがや

きプラン推進会議の委員報償金や、電子

複写機レンタル料の減など、事務事業の

精査によるものでございます。

　同じく４６ページの目２、老人福祉費

の減額は、養護老人ホームに係る措置件

数や、独居老人愛の一声訪問事業の利用

件数が当初見込みより減になったことな

ど、事務事業の精査によるものでござい

ます。

　５２ページからの款４、衛生費、項１、

保健衛生費、目２、予防費の減額は、特

定健診の検査項目に新たに加えました心

電図検査などの利用件数が、当初見込み

より減になったことなど、事務事業の精

査によるものでございます。

　同じく５２ページの目６、斎場費の減

額は、斎場の修繕工事に伴う市外の斎場

の利用件数が、当初見込みより減になっ

たことによるものでございます。

　以上で、平成２２年度摂津市一般会計

補正予算（第５号）所管分の補足説明と

させていただきます。

○森内一蔵委員長　水田生活環境部長。

○水田生活環境部長　議案第１号、平成

２３年度摂津市一般会計予算のうち、生

活環境部に関わります主な事項につきま

して、目を追って補足説明をさせていた

だきます。

　まず、歳入でございますが、２８ペー

ジ、款１３、使用料及び手数料、項１、

使用料、目１、総務使用料のうち、コミュ

ニティプラザの貸室及び立体の機械式駐

車場の使用料ですが、昨年７月にオープ

ンし、前年９か月分の使用料をそれぞれ

１年分を見込んでおります。

　目２、民生使用料のうち、文化ホール

等各施設の使用料は、前年度に比べ４．

３％の減となっております。

　３２ページ、項２、手数料、目１、総

務手数料のうち、市民課に係る戸籍手数

料等は、前年度と比べ３％の増となって

おります。

　目２、衛生手数料のうち、塵芥処理手

数料は、一般廃棄物の焼却手数料及び臨

時ごみ等の収集運搬処分手数料などでご

ざいますが、前年度と比べ２％の減となっ

ております。これは、ごみの減量による

ものでございます。

　３４ページ、鳥獣登録手数料は、鳥獣

の保護及び狩猟の適正化に関する法律に

定める鳥獣飼養登録等事務手数料でござ

います。

　目３、農林水産業手数料のうち、農業

委員会手数料は、土地現況証明手数料で

ございます。

　３８ページ、款１４、国庫支出金、項

３、委託金、目１、総務費委託金のうち、

戸籍住民基本台帳費委託金は、外国人登

録事務に係るもので、前年度と比べ３．

２％の増となっております。

　４２ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目１、総務費府補助金のうち、

権限移譲交付金は、４月から市内にのみ

事務所を置くＮＰＯ法人の設立認証等の

事務権限移譲に伴います人件費等に係る

交付金でございます。

　４４ページ、目３、衛生費府補助金の

うち、公害対策費補助金及び違法屋外広

告物除去事務経費補助金は、委任事務等

の補助金でございまして、定額補助となっ

ております。

　また、鳥獣飼養登録事務費交付金につ

きましては、大阪府からの事務移譲に伴
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う人件費に係る交付金でございます。

　目４、農林水産業費府補助金のうち、

農業委員会費補助金は、農業委員会に係

る農業委員会交付金及び農地関係交付金

でございます。

　４６ページ、農業振興費補助金は、水

稲の需給調整円滑化推進事業に係る事務

費の定額補助でございます。

　目５、商工費府補助金は、大阪府から

の移譲事務における工場立地法関係事務

と、消費対策での家庭用品品質表示法関

係事務に係る交付金及び消費対策事業を

充実させるための地方消費者行政活性化

交付金でございます。

　４８ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金のうち、市民課に係りますも

のは、人口動態調査に関する事務委託金

及び電子証明書発行に関する事務委託金

で、前年度と比べ１．１％の減となって

おります。

　５０ページ、款１６、財産収入、項１、

財産運用収入、目１、財産貸付収入のう

ち、市民活動支援課に係る土地貸付収入

は、摂津警察署北隣りの市有地の貸付収

入でございます。

　５２ページ、款１８、繰入金、項２、

基金繰入金、目３、環境基金繰入金は、

議案第１７号、摂津市環境基金条例制定

の件に関連するもので、環境関連事業の

財源の一部として、環境基金からの繰入

れを予定しているものでございます。

　５４ページ、款１９、諸収入、項３、

貸付金元利収入、目２、中小企業事業資

金融資預託金収入は、事業資金融資に伴

い、市内の金融機関に預託しております

元金収入でございます。

　５６ページ、項４、雑入、目２、雑入

のうち、自治振興課に係る主なものとし

て、文化ホール入場料及びいきいきプラ

ザに係る医師会等からの管理経費の負担

金などを計上いたしております。産業振

興課に係るものとして、商品券発行に伴

う商店連合会の負担金と、商品券の売上

金及び市民農園利用料を計上いたしてお

ります。

　環境業務課に係るものとして、資源ご

み売却収入は、古紙、古布、缶、びん、

ペットボトル等の資源物の売却収入を見

込んでおります。

　続きまして、歳出でございますが、７

４ページ、款２、総務費、項１、総務管

理費、目７、都市交流費は、都市交流及

び国際交流に係る経費を計上いたしてお

りまして、前年度に比べ３９．７％の減

となっております。これは、前年度本市

の友好都市でありますオーストラリアバ

ンダバーグ市で開催されましたサッカー

交流試合に友好交流訪問団を派遣した経

費の減によるものでございます。

　７６ページ、目１１、防犯対策費は、

防犯灯の設置及び維持管理等に係る経費

を計上いたしておりまして、前年度に比

べ３．２％の増となっております。これ

は主に、環境に配慮したＬＥＤ防犯灯を

一部に配置し、効果検証を行うことによ

るものでございます。

　７８ページ、目１４、自治振興費は、

地区振興委員報酬、摂津まつり振興会補

助、地域活性化補助並びに犯罪被害者等

への支援に係る経費が主なものでござい

まして、前年度に比べ５％の減となって

おります。

　８０ページ、目１５、コミュニティプ

ラザ費は、コミュニティプラザの運営、

管理及び市民活動、市民活動団体に関す

る情報提供や、講座の開催、相談体制の

充実など、市民活動支援に係る経費が主

なものでございます。

　８８ページ、項３、戸籍住民基本台帳

費、目１、戸籍住民基本台帳費は、市民
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課業務に係る経費を計上いたしておりま

して、前年度に比べ４．５％の減となっ

ております。

　１１６ページ、款３、民生費、項４、

生活文化費、目１、生活文化総務費は、

摂津都市開発株式会社及び施設管理公社

への施設管理等の委託、施設修繕に要す

る経費が主なものでございまして、前年

度に比べ４７．６％の減となっておりま

す。これは主に、旧保健センター改修工

事が終了したことによる減でございます。

　目２、文化ホール費は、文化ホールに

係ります修繕料及び舞台照明装置、ステー

ジスピーカーの借り上げ経費でありまし

て、前年度に比べ１３５．７％の増となっ

ております。これは、文化ホール修繕料

について、科目の見直しを行うことによ

る増でございます。

　１２２ページ、款４、衛生費、項１、

保健衛生費、目４、公害対策費は、前年

度に比べ１８％の減となっております。

　目５、環境政策費は、前年度に比べ２

１．４％の減となっております。これは

主に、地球温暖化防止地域計画策定委託

料の減によるものでございます。

　１２４ページ、項２、清掃費、目１、

清掃総務費は、前年度に比べ９．１％の

減となっております。

　目２、塵芥処理費は、前年度に比べ２．

１％の増となっております。

　１２８ページ、目４、環境センター費

は、焼却施設の運転維持管理に係る経常

経費でございまして、前年度に比べ１２．

７％の減となっております。

　１３０ページ、款５、農林水産業費、

項１、農業費、目１、農業委員会費は、

農業委員会運営に係る経費で、主なもの

は農業委員報酬でございます。

　目２、農業総務費は、農業総務に係り

ます経費を計上いたしております。前年

度に比べ１５．９％の減となっておりま

す。

　目３、農業振興費として、主なものは

農業振興団体補助金、農業祭補助金、花

とみどりの景観事業等で新たに摂津市水

田農業推進協議会補助金は、府支出金の

需給調整円滑化推進事業費補助金の事務

費と同額を計上いたしております。

　１３２ページ、款６、商工費、項１、

商工費、目１、商工総務費は、前年度に

比べ４．４％の減となっております。

　１３４ページ、目２、商工振興費は、

前年度に比べ３．６％の減となっており

ます。主にプレミアム商品券の発行、中

小企業資金融資、就労支援業務委託に係

る経費を計上いたしております。

　目３、消費対策費は、前年度に比べ２．

３％の増となっております。これは、消

費生活相談嘱託員の賃金及び賞与、時間

外へのベースアップ分の増と、地方消費

者行政活性化交付金による事業拡大によ

るものでございます。

　以上、予算の補足説明とさせていただ

きます。

　続きまして、議案第９号、平成２２年

度摂津市一般会計補正予算（第５号）の

うち、生活環境部に関わる部分につきま

して、目を追って主なものについて補足

説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、１８ペー

ジ、款１３、使用料及び手数料、項１、

使用料、目１、総務使用料は、コミュニ

ティプラザの開業年度につき、会議室な

どの施設及び立体式の駐車場の使用状況

等に応じて、減額及び増額するものでご

ざいます。

　２２ページ、款１６、財産収入、項１、

財産運用収入、目１、財産貸付収入のう

ち、市民活動支援課に関わるものでござ

いますが、摂津警察署横の市有地につい

－10－



て駐車場としての貸付けが本年４月から

となりましたことにより減額するもので

ございます。

　２６ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入のうち、市民活動支援

課に関わるものでございますが、コミュ

ニティプラザ複合施設の光熱水費のうち、

保健センターに係る分を負担金として徴

収を予定しておりましたが、一括払いと

して減額し、同時に指定管理者への委託

事務経費削減が図れるものであります。

また、南千里丘まちづくり事業への民間

マンション業者からの協力金及び地元業

者からのコミプラ整備に伴う協力金を計

上するものでございます。

　次に、歳出でございますが、３４ペー

ジ、款２、総務費、項１、総務管理費、

目７、都市交流費は、中国蚌埠市からの

円借款プロジェクト訪日研修代表団来摂

やオーストラリアバンダバーグ市で開催

されましたサッカー交流試合に係る経費

の実績に応じて減額するものでございま

す。

　３６ページ、目１１、防犯対策費は、

自治会で管理をしていただいております

防犯灯の維持管理費補助金の実績に応じ

て減額するものでございます。

　目１４、自治振興費は、住民活動災害

補償保険契約の実績に応じて減額するも

のや入札したことによる車両購入費の差

金を減額するものでございます。

　目１５、コミュニティプラザ費の主な

減額は、光熱水費及び施設建設後の瑕疵

担保期間に伴う設備点検委託項目の精査

等による減額でございます。

　５０ページ、款３、民生費、項４、生

活文化費、目１、生活文化総務費は、旧

保健センター改修工事を入札したことに

よる差金の減額が主なものでございます。

　５２ページ、款４、衛生費、項１、保

健衛生費、目４、公害対策費は、大気・

水質の測定委託を一括入札したことによ

る差金を減額するものでございます。

　目５、環境政策費は、報奨金や雨水タ

ンク設置補助金の年度末までの執行見込

み額を精査し、減額するものでございま

す。

　項２、清掃費、目１、清掃総務費は、

臨時収集作業員の賃金の執行差金並びに

一般廃棄物処理基本計画策定委託料の差

金を減額するものでございます。

　目２、塵芥処理費の減額の主な理由に

つきましては、リサイクルプラザの臨時

職員賃金の執行差金を減額いたすもので

ございます。

　５４ページ、目４、環境センター費の

減額の主な理由につきましては、経常経

費の実績及び入札に伴う差金等でござい

ます。

　以上、補正予算の補足説明とさせてい

ただきます。

○森内一蔵委員長　以上で説明が終わり

ました。

　質疑に入ります。

　質疑のある方、山崎委員。

○山崎雅数委員　一般会計予算と補正予

算の質問をさせていただきます。

　まず、予算書で４２ページ、幾つか大

阪府から権限移譲ということで交付金が

散見されるんですけども、これについて

４２ページの市民活動支援課、これは何

に使われるのか。ＮＰＯの認証というこ

となんだと思うんですけれども、これが

どういった中身というか、事務移管幾つ

か、先ほども補足説明されましたけれど

も、中身を教えていただければなと思い

ます。

　それから、４４ページのこれも同じよ

うな障害福祉課、地域福祉課で大阪府の

ほうからは指針というか、手帳交付とか、
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未熟児の医療とか、そんなふうにきてる

と思うんですけれども、その中身を教え

ていただきたいと思っております。

　それから、５０ページのモデルルーム

等の土地貸付収入というようなことがあ

るんですけども、これが今後どういうふ

うになっていくのかというのを、教えて

いただければなと思います。

　それから、７６ページの防犯灯設置工

事、ＬＥＤ、テストというか、効果検証

なんかもやるというふうに、今説明され

ましたけれども、できればどういう基準

で取付箇所を選んでいくのかというよう

なことを、お聞かせいただければと思い

ます。

　次に、９８ページ、地域福祉活動支援

センター館内通信環境等構築委託料の中

身を教えていただければなと思います。

　それから、せっつ高齢者かがやきプラ

ン策定委託料もどういった形の使われ方

をするのかお聞かせいただければなと思

います。

　次に、１００ページ、これは府の事業

ということなんですけど、ふれあいリビ

ング補助金がどんな形で使われるのかと

いうことと。同じく老人福祉費の扶助費

で、介護用品、紙おむつの支給が介護保

険特別会計の地域包括支援に移ってるん

ですけれども、介護予防ということです

から、中身が変わらないのかどうか。そ

れをお聞かせいただければなと思います。

　それから、同様の新規事業、ライフサ

ポーターによる安否確認の中身ですとか、

ことしはテーマというようなことで、認

知症の見守り講座などというのを説明い

ただいているんですけど、もうちょっと

これ具体的に説明をいただければなと思

います。

　それから、障害者福祉のほうで、１０

６ページの市立みきの路運営委託料、子

どものステイということで、増額という

ことになるのかと思いますけれども、こ

の新規事業について、詳しく説明してい

ただければなと思います。

　先ほども歳入のほうで言ったんですけ

れども、権限移譲で障害者の施策に関し

ては、手帳の交付というのは、どういっ

た形になってくるのか、お聞かせいただ

ければと思います。

　それから、１０８ページの保育所で、

保育料もあるんですけれども、歳入のほ

うでは、保育料が減るというような説明

も先ほどありまして、どういう状態になっ

ているのかということをお聞かせいただ

ければと。どうして保育料が減っていく

のかなと、待機児童の問題とか、代表質

問でもやりましたけれども、解消の方向

とかを合わせて、お聞かせいただければ

と思います。

　１１４ページ、生活保護費の扶助費、

５％伸びというふうに見ていただいてい

るんですけれども、今の生活保護の状況

をお聞かせいただければなと、どうして

５％伸ばさんといかんのかなというふう

なことをお聞かせいただければと。

　それから、生活文化総務費、摂津市施

設管理公社への委託料、これ、施設の閉

鎖というか、戻したりとかいろいろある

と思うんですけれども、料金そのものは

ほとんど同じなんですけれども、施設の

編成が変わると思うので、その中身に変

化があるのか、教えていただきたいと思

います。文化ホールの修繕料がいつも丸

まった数字で出てますけれども、どういっ

た予定をされているのか、お聞かせいた

だきたいと思ってます。

　それから、１１８ページの三次救命救

急センター負担金があるんですけれども、

代表質問でも伺ったんですけれども、府

の縮小方向が示されているという中で、
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こういった部分がまたふえるというか、

必要があるのかどうか、その辺の見通し

などもお聞かせいただきたいと思うんで

すが、根本的に二次医療が足りないと、

一次も夜中に子どもが熱を出してもすぐ

につれて行くところがないという摂津市

のこの状態を、どういうふうに考えてお

られるのか、医療施設に対する考え方も

お聞かせいただきたいと思います。

　それから、検診の部分で、予算ではワ

クチン、がん検診など新たに広く入れて

いただいたんですけれども、このワクチ

ン接種とか、がん検診などについて、ど

ういう方向性というか、考え方を持って

いただいているのかをお聞かせいただき

たいと思います。健康推進の立場からは、

無料化へ向かうべきだと思うんですけれ

ども、検診なども節目年齢だけでなく、

対象者も広げるべきではないかと思うん

ですが、その考え方をお聞かせいただき

たいと思います。

　また、今、ワクチンのほうは、いろい

ろ情勢が変わってきているというか、子

宮頸がんワクチンも、１１月からの補助

で需要が非常に多くて、物がなくなって

きたと、すぐに受けられないということ

になっているようなんです。あと、肺炎

球菌ワクチンもご存じのような死亡事例

も出て、実施が見あわせということでは、

今年度補助金の制度はつくっても受けら

れないという事態が可能性としてあるわ

けなんですけれども、今後受けれるよう

になったときに、適用年齢を延ばして、

再来年度の話になりますけれども、来年

度の対象者が受けられるような拡張の手

だてとかいうのを、持つべきではないか

と思うんですが、お考えをお聞かせいた

だきたいと思います。

　次に、１２４ページ、清掃費、民間委

託でごみ収集の委託は２，０００万円増

と、非常勤のアルバイトが１，４００万

円の減と、民間委託はこれからどうなっ

ていくのかということをお聞かせいただ

ければと。ごみ処理基本計画、当初予算

では４６０万円、先ほどの補正で２８０

万円の委託料の減という半分以上が減る

ということなんですけども、でき上がっ

てきているわけですが、パブリックコメ

ントを３月１７日までとられるというこ

とでは、完成形ではないと思うんですけ

れども、これについて考え方を聞かせて

いただければと思うんです。というのは、

完成形ではないにしても、数値目標とか

いうのは、入らないのかなと。民間で例

えば、一つの例ですけれども、いっぱい

このように項目上がっているんですけど

も、民間のスーパーなどでリサイクルの

品物回収するとか、そういうようなこと

も書いているんですけども、その回収箇

所をふやすということであれば、どのく

らいふやすというような数字なんかも欲

しいのかなと思いまして。

　あと、市民への報告とか、発信という

のがどういう形になっていくのかなと、

ＰＤＣＡサイクルで反省もして、いろい

ろ回していくということを最後に書いて

ますけれども、庁内だけで回すというの

では、市民が何してるのかよくわからん

ということにならんかなと思いまして、

基本計画についてもお答えいただきたい

と思っております。

　それから、あと計画で、地球温暖化防

止地域計画について説明いただければと

思います。

　１３４ページ、商工費の印刷製本費が

ごそっと減っているんですけども、この

中身を教えていただければなと思います。

　あと、条例の制定で企業立地等促進条

例を制定されようとしてますけども、産

業振興という点では、日本共産党が提案
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をさせていただいております住宅リフォー

ムの効果が大きいのではないかというこ

とで、振興策、それから、市民生活応援

の立場から考えをお聞かせいただければ

なと思います。

　それと、中小企業資金融資、ここには、

制度改正の予算のほうは出てきませんけ

ども、今年度末で、緊急援助が終わりま

して、４年に戻すというようなことにも

なってくるんですけども、２３年度新た

に融資を受けても延長にはならないです

から、融資のしんどさが増すんではない

かと思いまして、景気の回復を待って、

この制度を戻すべきではないかなと思っ

てるんで、お考えをお聞かせいただきた

いと思います。

　それから、補正予算の２７ページ、雑

入で、市民活動支援課の南千里丘まちづ

くり協力金というのを説明いただければ

と思います。

○森内一蔵委員長　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　それでは、当

初予算の歳入につきまして、二点先にお

答え申し上げます。

　ＮＰＯの権限移譲に伴います交付金で

ございますが、まず、大阪府の権限移譲

に伴います財源措置として、人件費分８

９万円、それと事務費分として約３万円

を導入に伴いまして、交付されるもので

ございます。

　実際の中身につきましては、摂津市内

において１３のＮＰＯ法人がございます。

その手続に関しまして、４月以降事務報

告書の提出や、また新たなＮＰＯ法人の

認証等に伴います手続の窓口が、市民活

動支援課になるものでございます。

　続きまして、土地貸付収入でございま

す。補足説明で申し上げましたように、

摂津警察署横の市有地でございまして、

現在、マンションのモデルルームと、先

日ご案内させていただきました４月から

の駐車場として運用する分の貸付けでご

ざいます。内訳を申し上げますと、モデ

ルルームの分につきましては、年間約５

５０万円、駐車場分としまして、約３０

０万円の内訳でございまして、貸付期間

は先にモデルルームを平成２５年１０月

までとしておりまして、駐車場の貸付期

間も、それと合わせまして２５年１０月

までとしております。

　補正予算の関係でございます。南千里

丘まちづくり協力金、６，６１０万円の

内訳でございますが、南千里丘のまちづ

くり開発に伴いまして、民間のマンショ

ン業者のほうから、いろいろな行政経費

にかかる分としまして、５，２００万円、

あと実際のコミュニティプラザ建設に伴

います市内企業さんのほうから、ご協力

いただきました１，４１０万円の分と合

わせて、収入予定しております。

○森内一蔵委員長　続いて、吉田課長。

○吉田障害福祉課長　権限移譲交付金と、

手帳の交付の関係の件、また、市立みき

の路の委託料の増額の件について、お答

えをさせていただきたいと思います。

　権限移譲交付金に関しましては、今回、

身体障害者手帳の交付事務及び精神保健

福祉手帳の交付事務、あと相談支援員の

移譲等の事務に関しての権限移譲を受け

ております。

　その中身に関しましては、人件費相当

額が２８０万円、事務費２４万円等を、

あと初期経費経常経費等を見込んでおり

ます。

　次に、手帳交付はどのようになるのか

ということなんですけれども、現在も精

神保健福祉手帳、身体障害福祉手帳に関

しましては、市町村で受付事務等を行っ

ておりますが、精神保健福祉手帳に関し

ましては、この４月以降受付分に関しま
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して、市町村での交付ということになっ

ておりますので、市のほうで交付事務を

行う予定にしております。

　手続の中身に関しましては、現在でし

たら、精神保健福祉手帳に関しましては、

診断書等は大阪府に送付させていただい

て、判定いただいた結果を市町村で、手

帳まではつくらず交付事務等だけをして

るんですけれども、市に移管された場合、

判定事務等を大阪府が担いまして、市町

村は、それ以外の交付事務等を行うとい

う形になっております。

　また、年金証書による照会に関しても

市町村が行う予定にしております。

　身体障害者手帳に関しましては、この

１０月から受付分を市町村で交付する予

定にしておりまして、判定事務等は、大

阪府のほうで残るんですけれども、大阪

府で、判定していただいている現状です

と、身体障害者の手帳は、診断書のうち

の約１割程度の判定をしておると、９割

程度は、身体障害者の判断基準に合わせ

て、交付しているということですので、

ただ一定、熟練も必要ですので、すべて

同じ形をすぐというのは、困難かと思い

ますので、７割程度は市町村で、一定の

判断は可能ではないのかなというふうに

考えております。

　次に、市立みきの路の委託料の件なん

ですけれども、短期入所の児童へのサー

ビスに伴っての非常勤職員の人件費と、

みきの路のほうが設立１０年になりまし

て、温水器等の修繕等が非常に目立つと

いうことで、温水器等の修繕の部分を今

回、委託料の増額分とさせていただいて

おります。

○森内一蔵委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　防犯灯の取付箇

所ＬＥＤの分ですけども、お答えいたし

ます。

　ＬＥＤにつきましては、今回、従前１

６０万ほどの防犯灯の予算にプラスして、

両方で３００万ということで増額で予算

計上させていただいておりますが、取付

場所につきましては、一部老朽化してお

ります市直営の防犯灯、それから自治会

管理の分の中で、水銀灯がまだ多数ござ

います。水銀灯につきましては、非常に

ワット数も大きいということで、これに

ついては、一度、管理いただいている自

治会との協議の上で、つけさせていただ

きたいと、替えたいと思っております。

　それとあと、例年通り、増設希望が各

自治会出てまいりますので、これにつき

ましても、各自治会のご意向を踏まえて

ということになりますけども、ＬＥＤ化

のできるところについては、予算の範囲

内でできるだけたくさんの分について、

ＬＥＤ化を進めていきたいと考えており

ます。

　それから、施設管理公社の新たな管理

委託料でございますけども、ことし委託

先、管理いただく当課の分でいいますと、

文化ホールや自動車駐車場等もございま

すが、ことしからいきいきプラザが新た

に管理に入りまして、ふれあいルームが

抜けたということで、若干の変更となっ

ております。

　それから、文化ホールの修繕料でござ

いますが、例年、予算の限度があります

ので、一定の枠的にいただいて、その中

で工夫して使うというふうにしておりま

すけど、今年度につきましては、舞台照

明のライトのコンセント、ちょっと旧型

のＴ型というのがあるんですけども、こ

れは安全性が低いのでＣ型に交換したい

と考えております。

　それから、舞台の吊り物制御盤、操作

盤等の取りかえ改修、これも安全性の問

題がありますので、劣化してきておりま
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すので、未然に事故のないように変えた

いと。

　それから、もう一つは、議会でも過去

何回かご要望がございましたけども、文

化ホールの展示室の壁面パネルが相当雨

漏り等で汚れてきておりますので、これ

については、今年度で取りかえをして、

利用団体の方からも相当言われておりま

すので、いいものにしたいなと考えてお

ります。

○森内一蔵委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　それでは、私の

ほうから保健医療に関しますご質問にご

答弁申し上げます。

　まず、一点目でございますけれども、

三次救命救急センター負担金、予算で１

１９ページの３９７万円を計上させてい

ただいておりますが、これはもともと財

団法人大阪府三島救命救急センターの運

営経費を、三島医療圏域の摂津、茨木、

高槻、島本の三市一町で応分の負担をす

るという協定を締結をさせていただいて

おります。

　この中身でございますけれども、前々

年度の搬送患者数の入院日数に応じて、

額が確定をしてまいります。そういう構

造ですので、患者数に応じ、入院日数に

応じて負担金が決まるというので、増の

見込みというか、現在の協定上は、そう

いう構造にはなっていないというふうな

ことでございます。

　それで、もう一点なんですけれども、

今、三島救命救急センターなんですけれ

ども、これ平成２１年度の運営事業費の

決算でございますけれども、概算で２１

億２，７００万円でございます。これに

対しまして、行政からの財政的な支援は、

大阪府の運営補助金が１億６，４３３万。

そして、高槻、島本からの補助金が４億

３，２９５万円と、それに私どもの患者

数に応じた負担金、これは茨木市と摂津

市が負担をしております。これを合わせ

まして、１，６０７万、合計６億１，３

３５万２，０００円という公的な支援を

受けて、あとは診療報酬とか、もろもろ

の受託研究費用とかいうことで、賄われ

ております。大阪府の運営補助金１億６，

４３３万という数字ですけれども、これ

は経常的な運営に関する補助でございま

して、これを削減とかいうことは、今の

ところ聞いておりません。過日の本会議

でも出ておりました千里救命救急センター

につきましては、大阪府の施設から、い

わゆる病院併設型の、いわゆる民間の施

設に移行するに当たりまして、５年間の

時限で補助金を、いわゆる民営化への円

滑な移行という観点から補助されたもの

でございます。

　先ほど申しました経常的な大阪府の補

助金については、今のところまだまだ縮

減されるというふうな方向には、まだなっ

ていないというふうなことでございます。

　それと、市内の医療機関、今現在、二

次医療機関で４病院が、二次救急をされ

ておられます。過日の本会議でも、ご答

弁の中で消防のほうから市内搬送率が３

３％超というふうなことでございました。

摂津市の場合、いろんな要因が考えられ

るかと思うんですけれども、患者さんの

かかりつけ医の受診動向というのが必ず

しも、三島圏域で完結していない。お隣

の豊能圏域に日常的にはお世話になって

いるというようなことも、やっぱり要因

として考えられるのかなと考えておりま

す。さりとて、この救急医療体制がだん

だんと安心できなくなっているという傾

向につきましては、これは、過日の本会

議でご答弁申しておりますように、いろ

んなご意見が三島保健医療協議会で出て

おります。
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　この三島保健医療協議会で、前年度、

消防法の改正によりまして、実施基準と

いうのが作成されております。これは、

傷病の程度、種類に応じて医療圏での適

正な病院を迅速に選定できるという基準

を、前年度、策定をしております。南の

ほうでは、先行して策定をしております

けれども、大阪府によれば対症療法的な、

現在の医療資源を使っての緩和策という

ことになるんですけれども、一定の効果

が上がってるということでございます。

　そういうことで、二次医療体制につき

ましても、この三島医療圏域の中で、い

ろいろと議論をして、前年度実施基準を

策定して、そこで市内の医療機関にも、

一定お願いをするというふうなことで、

取り組みをしているという状況でござい

ます。

　それと、がん対策の概要でございます

けれども、来年度、３点取り組みとして

展開をさせていただきたいということで、

予算をお願いしております。

　まず、一点目でございますけれども、

胃、大腸、肺がん、乳がん、子宮がん検

診に加えて、新たに前立腺がん検診を実

施するということが、まず一点でござい

ます。

　それと、二点目は、がんの種類に応じ

て、すべてのがんで５歳ごとの節目年齢

を設けて、対象者に検診費用を免除する。

クーポン券と、啓発のパンフレット、チ

ラシを郵送することによって受診率の向

上を図ってまいります。

　それと、同時に三点目でございますが、

大腸がん検診において、これまでは特定

健診との同時実施、あるいは保健センター

での胃、大腸、肺がんの、いわゆるセッ

ト検診に限られておりました検診方法を、

無料クーポン券を直接５歳刻みの対象年

齢の方に送付し、その中で希望される方

に、保健センターのほうから検査キット

を直接、郵送をし、自宅でいながら検診

ができるというふうな体制を取り組んで

まいります。

　これは、国の補助制度として、働く世

代の大腸がん検診推進事業というのが、

創設されましてこれを活用するというも

のでございます。

　それと、がん検診、ワクチン接種の無

料化なんですけれども、これの市として

の考え方でございますけれども、これも

過日の本会議で、理事のほうからご答弁

させていただいております。繰り返しに

なるかと思いますけれども、法定の予防

接種の場合、これは市町村の自治事務と

いうことで、市町村の支弁ということが

決められておりますので、当然ながら、

公費で負担するというのは、これ原則で

す。

　定期接種の場合は、あくまで、今回、

見合わせ中ということでございますけれ

ども、ヒブ、肺炎球菌、それに４月実施

予定の子宮頸がんワクチンにつきまして

は、いわゆる任意接種ということでござ

いますので、私どもといたしましては、

この全額助成ということは今のところ、

考えておりません。

　国のほうの予防接種部会で、定期の予

防接種に位置付けるようにというふうな

提言がなされておりますので、これを国

が今後、検討するということになってお

ります。ただし、つい最近の２ワクチン

の非常に不幸な出来事がありましたので、

慎重な審議が行われると、子宮頸がん検

診については、予定通り進めさせていた

だくという体制で取り組んでまいりたい

と考えております。

　それと、もう一点、ワクチン接種で、

いわゆる見合わせ中、漏れた方について

の考え方でございますけど、これについ
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ては、前野参事のほうからご答弁させて

いただきますので、よろしくお願いしま

す。

○森内一蔵委員長　前野参事。

○前野健康推進課参事　まず、子宮頸が

んワクチンの供給が不足しているという

ことで、厚生労働省から市にも通知がま

いっております。今現在、製造業者のほ

うに供給量のうながしをしていること、

子宮頸がんワクチン等の接種について、

実施方法や対象年齢などを見直していく

方向も示されてきておりますので、具体

的な内容を待って、対応していこうと思っ

ております。

　ヒブワクチンと肺炎球菌の見合わせに

よる年齢の拡大についてですが、それに

関しては日本脳炎のときもそうでしたけ

れども、国で拡大をしていくか検討され

てる状況ですので、その連絡を待って、

対応していきたいと思っております。

○森内一蔵委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　それでは、地域

福祉課に係る分につきまして、ご答弁申

し上げます。

　まず、地域福祉課に係ります権限移譲

の交付金でございますが、老人福祉セン

ターの設置等の受付にかかる事務が大阪

府から移譲されるものでございます。

　続きまして、地域福祉活動支援センター

の館内通信環境等構築委託料でございま

すが、その内容につきましては、センター

内のパソコン・ネットワークの配線や、

電話設置工事一式等にかかる経費でござ

います。

　続きまして、かがやきプランの策定委

託料でございますが、これは平成２３年

度におきましては、平成２４年度から平

成２６年度までの３か年を計画期間とし

ました第５期計画の策定を予定しており

ます。

　事業といたしましては、委員報酬等、

推進会議の運営にかかる経費と、策定委

託料を計上させていただいております。

策定委託料につきましては、コンサルに

策定委託をしてまいりたいと思っており

ますが、その中身につきましては、アン

ケート調査の調査票作成、郵送、集計、

分析、結果報告書作成等の調査にかかる

一連の事務、それから、各種の計画等の

策定等に関わっておりますコンサルでご

ざいますので、そういった意味から摂津

市の現状のサービスについて、どのよう

な分析をされるのか、そういったご意見

も聞きたい。

　それから、国、府の施策、考え方の動

向の把握、分析等についてもいろいろご

教授願いたいと思ってます。

　こうした結果をもとにしまして、摂津

市の第５期計画全体の提案や助言もお願

いをしていきたいというふうに思ってま

す。

　そして、推進会議につきまして、行政

と一緒に協力して、関わっていただくと

ともに、最終的には計画書作成、概要書

の作成等をお願いするものでございます。

　続きまして、ふれあいリビング事業に

つきましては、大阪府の事業でございま

して、府営住宅の集会所を増改築いたし

まして、地域住民の皆さんが主体となっ

て、府営住宅の居住者や、その近辺の住

民の方がふれあう場、具体的にはふれあ

い喫茶や、食事会などが想定されますが、

そうした催しを実施する事業でございま

して、大阪府の事業では、増改築等の整

備の補助金は出ますけれども、事業立ち

上げに伴う備品等の整備に対する補助が

ないということで、市といたしましては、

その事業を支援するという立場から、備

品等に対して補助をしてまいります。

　それから、介護用品、紙おむつ事業に
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ついてでございますが、２２年度までは、

要介護３以上の方を対象とした部分につ

きましては、介護保険特別会計で、それ

から、要支援１、２、要介護１、２の方、

また入院をされている方についての分に

つきましては、一般会計で対応してまい

りましたが、全体としまして、介護保険

制度を補完するサービスという認識のも

とに２３年度からはすべて、介護保険特

別会計で予算計上させていただいており

ます。内容につきましては、変更はござ

いません。

　それから、続きまして安否確認の取り

組みでございますが、本年度ひとり暮ら

しの高齢者の実態調査を実施しておりま

して、調査実施時２２年６月１日時点で、

１，２８４名だったと思うんですけれど

も、ひとり暮らし高齢者の登録をされて

いる方が。恐らく、調査によりまして、

民生委員さん等に登録することに同意さ

れている方を含めますと、大体２，００

０名ぐらいの方が、ひとり暮らし高齢者

に登録されることになるというふうに考

えております。その方たちに、来年度新

たな事業としまして、医療情報キットの

配布を考えております。

　これは、用紙に緊急時の連絡先や、か

かりつけ医、あるいは、どのような病気

を持っておられるか、どのような薬を飲

んでおられるか、そういった情報を書い

ていただいて、キットの中に入れて冷蔵

庫の中に保管をしていただいて、緊急時

等の対応をしていくものでございます。

　この内容につきまして、民生委員さん

と、市も共有をさせていただくことによ

りまして、災害時の要援護者台帳等の整

備にも役立てるものというふうに考えて

おります。

　キットの配布につきましては、民生委

員さんに、現在、お願いをしているとこ

ろでございます。

　また、配布後、民生委員さんあるいは、

ライフサポーターが定期的な訪問をする

際には、その内容の更新とか、変わって

いないかとか、それからきちっと冷蔵庫

の中に保管されているかどうか、そのあ

たりも点検をしてまいりたいと思ってお

ります。

　それから、最後に認知症高齢者支援の

取り組みでございますが、２３年度につ

きましては、一応、三つ、一つは啓発活

動、それから、二つ目は支援者養成、そ

れから三つ目はネットワークづくりとい

うふうに考えております。

　啓発につきましては、これまでも認知

症サポーター養成講座等取り組んでまい

りましたが、来年度は、もう少し啓発活

動を強めて、できましたら認知症支援の

ロゴマークとか、バッチとか、そういっ

たものをつくりまして、啓発活動の強化

に努めてまいりたいというふうに考えて

おります。

　支援者養成につきましては、本年度取

り組んでおります認知症の高齢者の実態

把握事業の中で、介護保険制度では、対

応できない見守りとか、話し相手とか、

散歩とか、そういったことに対するニー

ズも結構ございますので、そういったニー

ズにできるだけ応えていくべく支援者、

具体的にはボランティアを養成してまい

りたいというふうに考えております。

　現在、モデル的に、鳥飼のゆうゆうホー

ルで、２月１５日から６回にわたって、

ボランティア講座を実施しておりますけ

れども、そういった事業を各地で取り組

んでいきまして、そのあと、その方たち

をグループ化しまして、施設等のボラン

ティア活動等を経験していただきまして、

最終的には在宅の方を支援できるような

育成を、継続して続けてまいりたいとい
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うふうに思っております。

　また、そういった方たちを中心といた

しまして、地域の校区福祉委員会等の皆

さんとも協力しながら、地域のネットワー

クづくりに努めてまいりたいというふう

に考えております。

○森内一蔵委員長　続いて、乾次長。

○乾生活環境部次長　それでは、地球温

暖化防止地域計画についてのご質問につ

いて、お答え申し上げます。

　摂津市地球温暖化防止地域計画につき

ましては、学識経験者の方や、関係団体、

関係事業者とで組織します策定委員会。

それから、本市の各部から代表で出ても

らっている管理職で組織します検討部会、

これを設置しております。地域の温室効

果ガスの排出量の現況把握でございます

とか、あるいは温室効果ガス排出量の将

来推計、それから削減可能量の試算、そ

れから市や市民、市内事業所などが取り

組むべき、温暖化対策の検討などを進め

ているところでございます。

　これまで、検討部会、策定委員会とも

に、３回ずつ開催させていただいており

ます。特に、今現在、議論していただい

ておりますのは、具体の温暖化対策の内

容、施策の内容。それと、全体の施策体

系、これを現在、一番力を入れて議論を

していただいております。

　今後につきましては、削減目標の設定、

それから、進行管理の方法などについて

も検討を行って、できるだけ速やかに素

案を作成して、パブリックコメントなど

もかけていきたいというふうに思ってお

ります。

　最終、遅くとも今年中に、計画策定を

完了させたいと考えております。

○森内一蔵委員長　続いて、稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　こども育成課に

係わりますご質問についてお答えをさせ

ていただきます。

　まず、保育料が減少となっております

ことについてでございますけれども、平

成２１年度の保育料の階層区分の状況と、

それから２２年度の階層区分の状況を比

べますと、第３階層の方が割合といたし

ましては最もふえております。

　第３階層といいますのは、所得税がか

かっておられなくて、市民税がかかって

おられる世帯ということになります。

　第２階層、第３階層、第４階層が、割

合としてふえておりまして、今、申し上

げましたとおり、第３階層が一番、割合

としてはふえております。

　それから、第５階層、第６階層、第７

階層が割合として減っておりまして、一

番割合で減っておりますのが、第６階層

となっております。

　第６階層といいますのは、所得税１０

万３，０００円以上、４１万３，０００

円未満の世帯の方ということになってお

ります。

　続きまして、保育所の待機児童の状況

についてでございますが、平成１９年度

までは年度を通しまして、実待機児童数

はございませんでしたけれども、平成２

０年度より、年度途中から待機児童が生

じるようになっております。平成２１年

の３月には４０名だったものが、２２年

の３月には８２名、そして、本年３月に

は９９名となっております。平成２２年

に定員を６０名増といたしておりますけ

れども、昨年度よりもさらに３月時点で

比べますと、待機の状況がふえていると

いう状況にございます。平成２３年度に

つきましては、定員を４０名増とすると

ともに、年度の途中から定員の弾力化の

運用を５％増して、今までは１１５％ま

ででしたのを１２０％までとするという

ことで、今年度については対応をしてま
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いりたいと思っております。

　また、代表質問にもございましたよう

に、今後、南千里丘の開発の問題等でふ

えていくことも考えられますので、今年

度の状況を見ながら、近隣園での定員増

という方向で考えていきたいというふう

に考えているところでございます。

○森内一蔵委員長　続いて、東澗課長。

○東澗生活支援課長　生活保護の状況に

ついてお答えします。

　最新の状況では、今年１月の時点でご

ざいますが、全体で９６３世帯が受給し

ています。その内訳は、高齢世帯が４２

３世帯で、全体の４４％を占めています。

　次に、傷病世帯が１８６世帯で、全体

の１９％、その他の世帯が１８４世帯で

１９％、母子世帯が９２世帯で１０％、

障害世帯が８７世帯で８％となっていま

す。

　保護率では、１６．１パーミルです。

これを一年前の１月時点と比較してみま

すと、保護率では０．９ポイントを増加

しています。増加している世帯は、６５

歳以下の稼働年齢層を含むその他の世帯

で、２５世帯、母子世帯が１２世帯、そ

れぞれ１％を増加しています。これは、

現在の厳しい雇用情勢を反映している結

果と考えています。代表質問でご答弁い

たしましたように、近年は、自立支援相

談員を配置し、就労支援にも力を入れて

いる状況でございます。

○森内一蔵委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　商工に係ります三

つの質問にお答えいたします。

　まず、予算書１３５ページの印刷製本

費が少なくなっていることにつきまして

は、３回目となりますセッピィ商品券の

印刷に係る経費を大阪府の補助金の対象

とするため、委託料として計上したこと

によります。

　次に、住宅リフォームの検討につきま

しては、リフォームは一定の活性化が図

れるものと認識はしておりますが、本市

の厳しい財政事情を考えますと、個人資

産への助成は、現段階では難しい状況と

考えております。

　次に、中小企業の緊急融資の対策につ

きまして、ご答弁申し上げます。２年前

に起きましたアメリカ発の金融危機によ

り、急激な経済不況が起こり、市内中小

企業の資金繰りを支援するため、緊急対

策として実施してきたものであります。

当初、１年間の予定をしておりましたが、

さらに１年間延長し、今日まで支援をし

てきたところでございます。今後につき

ましては、国、府の融資制度の改正が行

われます。その動向を見きわめながら本

市の融資制度がどうあるべきか、考えて

まいりたいと考えております。

○森内一蔵委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　環境業務課に係わ

ります質問に対してご答弁させていただ

きます。

　まず、ごみ収集の委託によりまして、

アルバイト、臨時職員の賃金が減になっ

たものですが、これにつきましては、４

月から収集車両が２台減りまして、これ

によりましてアルバイトが４月から減る

予定となっておりますが、ただ、業務的

に４月から委託業者の収集に対して検証

または、ごみ委託業者の収集に対して、

市民からの苦情、これに対して、検証を

行うとか、そういう体制をこちら業務課

のほうで考えていかなければならないの

で、人員的にはなかなか厳しいものがあ

りますので、その点、これからアルバイ

ト等も含めて、若干必要かなというふう

には考えております。

　それと、今後の委託のほうにつきまし

ては、現在、直営の収集職員が今まで取
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り組んできました収集体制というのが、

なかなか府下でも優秀であると考えてお

りますので、今後もその体制を維持する

ために、委託業者に対して、イニシアチ

ブをとれるという体制を、今後も続けて

いきたいと考えております。

　続きまして、一般廃棄物処理基本計画

策定委託料の減額補正につきましてでご

ざいますが、こちら今回、入札すること

によりまして、入札金額が１７５万３，

５００円という金額で、今回落札しまし

たので、減額としまして２８８万７，０

００円という減額が出ております。

　また、この一般廃棄物の処理基本計画

につきましては、長期的な視点に立って

検討が必要であることから、１０年後の

平成３２年度を設定ということで、考え

ております。ということで、なかなか目

標設定の数値というのは難しいところで

ございますが、一応、一般廃棄物の処理

基本計画の中で、ごみ排出量の見込みと

いうことで、平成２１年度から２７年度、

平成３２年度ということで、数値を出さ

せていただいております。ごみ排出量見

込みと資源化量の見込み、この数値で、

最終処分量の見込み、以上の目標数値は、

一般廃棄物の処理基本計画の中で、数値

のほうは出させていただいております。

　それと、３月３日から広報等、公共施

設のほうでパブコメを募集しております

が、３月９日、昨日現在でございますが、

６名で１０件ほどの意見が出ております。

　それと、市民発信のほうでございます

が、こちらにつきましては、自治会より

推薦されました廃棄物減量等推進員さん

によりまして、校区会議等を行っており

ます。

　また、委嘱式のときにもいろいろお話

等ご意見いただいておりますので、その

場を借りまして、また、ご説明等をさせ

ていただきたいと考えております。

○森内一蔵委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　２回目の質問をさせて

いただきます。

　まず、障害者手帳の交付については、

判定は府にやってもらうということで、

７割は指針に従って判断もできるという

ことだということなんですけども、専門

的な知識がいることもあるでしょうけれ

ども、みたいな話なので、ちょっと見え

づらいですけども。

　あと、ＮＰＯの部分、これなんかも要

するに、専門的な知識とか、そういうス

タッフとか、人員的な拡張もやはり必要

になってくることもあるんじゃないかな

と思うんですけども、大阪府からの権限

移譲がたくさんきてますけれども、不安

はないのか、お聞かせいただければなと

思います。

　それと、モデルルームと駐車場への土

地貸付の南千里丘の分なんですが、平成

２５年までの予定ということであるとお

聞きしました。それから先の話というの

は、しっかりと使用計画とか、活用とい

うのは考えていただきたいと思います。

じゃないと、いろんな話が出てくると思

うんですけれども、早く市の態度という

のをしっかり決めてもらいたいと思う。

これは意見としておきます。

　それから、ＬＥＤの設置なんですけど

も、老朽化してるところで市直営で、水

銀灯でというような答弁をいただいたん

ですけども、困っているところとか、必

要性が高いというところを優先するべき

ではないかと思うんですけども、どうせ

替えるんであるならば、こういったつけ

る順位というか、方針というか、こうい

う適用方針だとか、方向だとかいうのが、

やっぱりきちんと決めてもらって、それ

に従えば、ここが一番最初に替えるべき
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ところだというのがわかるようなものを

つくって、替えていくべきではないかな

と思うんですけども、お考えをお聞かせ

いただきたいと思います。

　ライフサポーターによる安否確認とか、

老人福祉の話ですけれども、ひとり暮ら

し２，０００名、たくさんの方が登録も

されてくるということなんですけども、

なかなかひとり暮らしされてて、倒れた

ら緊急連絡はできないんですね。孤独死

というのがやっぱりふえると思うんです

けども、やっぱり家族とか、地域とかで、

結局限界があると、老人福祉の問題に関

して言えば、特養、措置も今回減ってま

すけども、基盤整備が必要なのではない

かと思うんですけれども、特養、老人ホー

ムとか、そういう基盤整備の部分を行政

が担っていくというか、前へ踏み出そう

という考えがないのか、お聞かせいただ

きたいと思います。

　ネットワークづくりという点でも、デ

イハウスました、あいあいホール、ゆう

ゆうホールとあるんですけども、この間、

地域福祉の拠点の考え方として、旧ふれ

あいルームの活用の要望が届いていたん

ですけれども、中学区ごとの整備という

点からですと、旧ふれあいルームは検討

に値はしないかどうか、それから地域福

祉拠点というネットワークづくりについ

ての考え方をお聞きできればなと思いま

す。

　それから、保育のほうは、今度、組織

統合というようなことで、今度、文教常

任委員会のほうにいくような話も聞いて

おりますけれども、待機児の話なんです

けどもふえていると、もうたくさん、代

表質問でやりましたけども、なかなかやっ

ぱり働くお母さんがふえているのかなと、

にもかかわらず保育料が下がる、所得層

は下がっていく、ほんまに大変な社会情

勢というのが、ここからも伺えると思う

んですけれども、教育は就学前教育とい

うような話で、手引きの作成という話も

出ましたけれども、保育に市というか、

公的な部分で責任をしっかり果たしてい

くというのはどういうことなのかと、要

するに、保育所をふやしていくというの

が必要と思うんですけれども、そういっ

た考え方、保育所をふやすという考え方

はできないのか、お考えをお聞かせいた

だきたいと思います。

　それと、子育てのネットワーク、これ

もさっきの部分で、児童センターなんか

が安威川以北にある。安威川以南でも子

育てのネットワークの拠点が欲しいとか、

保育所がもう一つ公的なものができれば、

それは一番いいかと思うんですけれども、

農協跡なんかもあるんではないかと、子

育てネットワークについて、安威川以南

に検討されているのか、進捗状況をお聞

かせいただきたいと思います。

　それから、生活保護の件ですけれども、

０．９パーミルふえてきていると、これ

からも厳しい、先ほどの保育所の話じゃ

ないですけど、厳しい社会情勢がありま

すので、保護を受けなくてはいけない方

を締め出すというような水際作戦をとる

べきではないと、私は考えておるんです

が、昨年秋まで就労支援とか、生活支援

貸し付けとか、いろんな雇用対策とかい

うようなこともやられましたけども、結

局、国への負債を抱えて生活保護の相談

に来られている実態がないか、お聞かせ

いただきたいなと思います。

　あと、ホームレスですとか、保護すべ

き対象者、これの捕捉率を上げる努力と

いうのは、されているのかどうか。お聞

かせいただきたいと思います。

　それから、救急医療、全体、医療施設

に関する考え方なんですけども、先ほど
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言いましたように、二次も４病院、大変

やと、二次があふれるから、三次へ行く、

三次も大変というような話なんですけれ

ども、これに医療設備というか、これも

医療の基盤が、やっぱり大変な状態になっ

ているんだと思うんですけれども、こう

いう病院をふやしていく、誘致というの

も結構なんですけれども、それこそ、こ

の時期、市民病院など行政が積極的に応

えるという時期にきているのではないか

と、三セクなんかはあかんかったんです

けども、医療危機が取りざたされている

地域では寄附なども募って、医療機関を

つくっていかないかんというような話に

なってるところもある。こういう行政が

関わって医療の基盤整備をしていくとい

う考え方がないのか、お聞かせいただき

たいと思います。

　それから、ワクチンのほうは、できれ

ば無料化のほうが広く使っていただける

と思うんですけれども、国の適用も見な

がらということだったんですけれども、

任意とは言え、助成があれば受けたかっ

たのにという人が、受けられないという

ことがないように、適用年限なんかもま

た伸ばしていただけるというように、こ

れは要望で、お願いしたいと思います。

　それから、がん検診も節目だけでなく

て、もっと広く受けれるような施策の充

実をお願いしたいと思います。

　それから、ごみの基本計画と収集のこ

となんですけれども、ご説明いただいた

んですけれども、確かに人件費云々の面

でいうと、民間になかなか勝てないとい

うか、そういうのは理解できるんですけ

ども、減るのは若干、またアルバイトも

いるというような話も先ほどありました。

民間委託がすべてオーケーということで

はないと思うんです。先ほども懸念、しっ

かりやっていきたいというお話でしたけ

ども、民間に移ると違反シールを貼って

収集しないというようなことが、きちん

とできるのかどうかっていう意味でいう

と、もめごとが少ないという意味では、

貼らずにさっさと回収するほうが早いと

いう話にも、だからなるん違うかなと。

お金にかえられない部分、直営を維持し

ていく考えがないのか、地震災害とかの

緊急のとき、これから先、市の職員が現

場とか、まちの様子を知る職員が減ると

いう形になるわけです。郵便配達時の道

路不良箇所の報告がたった１件だったと

か、余り機能せえへんみたいに、やっぱ

り市の職員が、まちに出て行くというか、

こういうことがしっかりできるように、

民間委託の拡大というのが、こういう点

からも危険なんではないかと、市民にちゃ

んと向かい合える行政というのは、市役

所に余りこもっているということではな

いと思いますんで、民間委託拡大に歯ど

めというか、ここら辺まではというよう

な歯どめをかけていく考え方がないか、

お聞かせいただきたいと思います。

　温暖化防止計画は、しっかりやってい

ただきたいと思います。

　それから、住宅リフォーム助成は、我々

の手前みそですからあれですけども、介

護の住宅改修や府の助成などもあるんで

すけれども、介護は１割負担、小規模と

いうことで、悪徳とまでは言わなくても

業者さんのいうような見積りで、ぱっと

いってしまって、ちょっと高値でやって

るとかいう状態があるんではないかなと

思うんですけれども、そういう意味で、

住宅リフォームの制度をきちんと届け出

してもらってやってもらうということで

あれば、リフォーム全体を見直すという

効果もあるんではないかと思っておりま

して、そういった市民サービスの充実と

いうか、両面から考えていただきたいな
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と、大阪市共産党市会議員団が市に条例

案の提案もしたので、また、お示しもし

て参考にしていただきたいなと思ってお

りますので、要望としておきます。

○森内一蔵委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　防犯灯の設置の

順番ということで、どこにつけていくか

ということを、基準をということですけ

ども、従前、ＬＥＤであるにかかわらず、

防犯灯については、各自治会からのご要

望を、まず優先的に精査しまして、順番

を決めております。

　ただ、やっぱり自治会におきましても、

いろんな考え方があるようで、たくさん

要望を出してこられるところ、本当に必

要なところだけ出してこられるところと

ありますので、この辺は、実地に調査を

いたしましてつけております。昨年、今

年度２１年度で、照度アップ５２灯と、

新設を２２灯しておりますけども、今後

とも、そういうふうに十分優先順位を考

えて、必要なところを考えてつけていき

たいと考えます。

　ただ、ＬＥＤにつきましては、環境と

いう側面を持っておりますので、また今

までの防犯灯の設置というのと、ちょっ

と分けて考えないといけないところもあ

りますので、その辺も十分にご指摘の趣

旨を考えて、実行していきたいと考えて

おります。

○森内一蔵委員長　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　それでは、Ｎ

ＰＯの権限移譲交付金の関係で、専門的

な人員確保ということでございます。

　先ほど申し上げました人件費の分の積

算につきましては、現在、市にあります

法人の数と、それに基づきまして手続に

かかる所要時間をもとに算出されており

ます。それで、権限移譲を受けるに当た

りまして、我々職員のほうでは、去年１

０月から月３回ペースで大阪府のほうへ

研修に行っております。この３月には１

３法人に関わります関係書類が一切合切

引き継がれる予定でございます。この権

限移譲に関しましては、北摂でいいます

と、昨年１０月に茨木市、そのあと箕面

市のほうが権限移譲を既に受けられてお

りまして、本市三番目でございます。そ

ういった先行されてる他市の事例等も、

また情報交換しながら、事務に当たって

まいりたいと考えております。

○森内一蔵委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　高齢者福祉、あ

るいは地域福祉のネットワークづくりの

観点から、その地域での拠点整備でござ

いますが、今現在、地域福祉計画に基づ

きまして、中学校区での地域福祉活動拠

点の整備、さらには、将来的には小学校

区で整備してまいりたいと考えておりま

す。

　現在、デイハウスました、あいあいホー

ル別府、それから、ゆうゆうホール鳥飼

西の３か所が整理されているわけでござ

いますが、今後につきまして、用地の問

題、それから施設整備や運営経費の問題、

あるいは、実際に事業を担っていただく

方の担い手の問題等もございまして、私

どもといたしましても、できるだけ費用

のことも考えまして、既存の施設等の活

用についても検討してまいりたいと考え

ております。

　また、今回の代表質問の中でも、中学

校区や、小学校区にとらわれずに、もっ

と身近な場所で、高齢者を中心とした市

民の方が気軽に立ち寄れるような場所の

整備も必要ではないかというご質問、ご

意見をいただいております。こういった

問題については、庁内の中でそういった

場所の確保について議論を進めてまいり

たいと思いますし、担い手の問題も含め

－25－



て、そういった事業が可能なところがあ

れば、順次支援をしてまいりたいという

ふうに考えております。

　また、ご質問のふれあいルームの活用

の問題でございますが、旧柳田小学校区

の福祉委員会といたしましては、サロン

活動をこの間展開していただいておりま

すが、当初は、旧の男女共同参画センター

で実施しておりました。旧の男女共同参

画センターが教育センターへ移行するの

に伴いまして、ふれあいルームでサロン

活動を実施しておりましたけれども、現

在は、旧保健センターの、いきいきプラ

ザで実施をさせていただいております。

その実施に当たりましては、校区福祉委

員会のサロン活動を担っていただいてい

る方と、社会福祉協議会が中心になって、

よりよい運営ができるようにいろいろと

運営に関するお話はさせていただいてお

りますし、また、いきいきプラザを管理

します施設管理公社にもいろいろとご協

力いただいて、運営をしておりますので、

私どもは、ふれあいルームの活用につい

てご希望されているということは聞いて

おりません。

○森内一蔵委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　権限移譲に当たり、

身体障害者手帳の判定等に関して不安が

ないかという山崎委員のご質問に関して

お答えさせていただきます。

　大阪府のほうで、平成２３年度より手

帳交付の権限移譲に当たりまして、身体

障害者手帳交付の全体的な内容及び障害

分野に関しての全体研修のほうを２週間

程度、予定しております。その後、審査

等に関する実務研修を３か月の期間の間

に一定期間、研修するという予定にして

おりますので、実際、１０月からの受付

が摂津市として最適ではないかというふ

うに考えて実施をする予定でございます。

○森内一蔵委員長　山田参事。

○山田保健福祉部参事　特別養護老人ホー

ムなどの基盤整備についてのご質問にお

答えいたします。

　介護保険施設等の施設整備につきまし

ては、これまで国、厚生労働省が、参酌

標準を示しておりまして、いわゆる介護

保険の３施設、特別養護老人ホーム、老

人保健施設、療養型医療施設、それから、

居住系サービスということで、認知症対

応型のグループホームや、特定施設など

の定員の合計が要介護２以上の方の認定

者数の３７％を下回るようにというよう

な目標設定、一つの基準を示しておりま

す。本市におきましても、この参酌標準

を基本としまして、現在の第４期のかが

やきプランの中で、施設の整備数を設定

しておるところです。

　実態としましては、平成２３年度要介

護２以上の方というのは、１，４００人

ほどを推計しておりまして、その３７％

といいますと、５２０名程度になるとい

うことで、摂津市内の施設の定員数でい

いますと、特養が２７４、４か所、それ

から老健が２か所の１７２、それから療

養型医療施設が１か所の４人、グループ

ホームが２か所で５４人定員、養護老人

ホームが特定施設ということになりまし

て、これが５０ありますので、ちょうど

５５０ほどの定員になりますので、数字

的には満たしているということになるわ

けなんですが、国のほうで参酌標準とい

うのが、撤廃されましてそれぞれの自治

体の実情に応じて、目標の整備数を決め

るということとされました。実態といた

しましては、特別養護老人ホームの待機

者というのは、毎年調査して把握してお

りまして、必要性の高いとされている１

年以内に入所を希望されている要介護４

以上の方、３か月以内に入所を希望され
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ている要介護３以上の方の合計が、本市

におきまして６３名ということになって

おります。

　実際、将来的なことを考えてというこ

とで、特養を申し込んでおられる方とい

うのは、１６０人ぐらいいらっしゃると

いうことで、どこの施設とも１００人か

ら２００人という待機があるということ

は聞いております。

　一方で、今後、第５期のかがやきプラ

ンの策定に向けて、国のほうでも一つに

は、小規模多機能型の拠点整備というこ

とで、ふだんはデイサービス、通いを中

心に、必要に応じて宿泊もできる。それ

から、訪問もするといった小規模多機能

型の施設整備ということも重点を入れて

おりまして、本市におきましても、昨年

１か所整備できたところです。それから、

新たなサービスということで２４時間の

巡回型の訪問サービスということで、２

４時間看護と介護ができるような体制を

自治体で整備するようにというような国

のほうの方針も出ております。それから、

高齢者の住まいということで、次期の計

画については、高齢者向けの住宅につい

ても一定の目標を設定するようにという

ようなことで、方針が現段階で示されて

おります。こういうことも含めて、来年

度、一年かけまして２４年度からの第５

期の計画を策定するに当たって、施設整

備のあり方、それから在宅での生活の継

続ということのバランスを図れた計画を

策定していきたいというふうに考えてお

ります。

○森内一蔵委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　それでは、医療

体制に対するご質問でございますけれど

も、委員ご指摘のように市内の４医療機

関につきましては、十分な体制が図られ

ていないということから、搬送率が落ち

ているというのは事実かと思います。こ

れも、やっぱり構造的な医師不足という

のがかなりな部分影響しているというこ

とがあると思います。私どもといたしま

しては、この医療体制については、市内

で完結ということは、必ずしも効率的な

運営の仕方にはつながらないというよう

なことで、もともと医療体制につきまし

ては、三島保健医療協議会で検討構築す

るということになっております。現在、

この保健医療協議会におきましては、こ

の三島地域における一次から三次までの

救急体制、医療体制について、再構築が

必要やという、いわゆる各委員の共通認

識が出ております。その一番大きな要因

でございますけれども、三島救命救急セ

ンターのございます高槻島本夜間休日診

療所は、昭和５３年の建設ということで、

施設自体が老朽化とまでは言い難いんで

すけれども、かなり経過年数がたって設

備も最新のものではないなどと、いろん

な現場の先生方からご意見が出ておりま

す。

　我々としては、この三島保健医療協議

会の場で、今後、新たに仮にこの施設を

更新するとなれば、立地の問題とか、財

政上の問題とか、非常に大きな問題があ

ります。この問題は、まず今から議論を

すると三市一町の合意が到底得られない

といいますか、それぞれのやっぱり事情、

医療環境がございますので、そこはちょっ

と議論の外に置きまして、現在、この三

島保健医療協議会で提案されております

一次から三次までを含めました再構築に

ついて、行政担当者間であるべき姿につ

いて共通認識を持とうということで、こ

れまで５回、検討会を行っております。

今現在、まだ中間でございますけれども、

まず我々、その中で共通認識としており

ますのは、過日の本会議でもご答弁させ
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ていただきましたように、軽症患者が二

次救急に行く。そして、二次救急から三

次救急にということで、三次救急が疲弊

しているという実態があります。ここで

我々やっぱり行政として一番、取り組ま

なければならないのは、やっぱりその軽

症患者の適切な受診、これをやっぱりで

きることからやっていこうということで

取り組んでおります。ということで、医

療体制につきましては、将来的な大きな

議論、大きな財政的な負担も伴うやもし

れない構想でございますけれども、現在、

医療体制の整備につきましては、三市一

町の中で、精力的に行って、その成案を

三島保健医療協議会の場で、検討すると

いうことで、今現在、進めております。

　医療体制の整備につきまして、行政が、

我々が取り組んでいる内容のご紹介をさ

せていただきまして、答弁とさせていた

だきます。

○森内一蔵委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　生活保護と他法政

策の利用についてお答えします。

　窓口に相談に来られた方には、生活保

護の制度の説明のほか、状況に応じて住

宅手当やハローワークの施策、社会福祉

協議会の貸し付けなどの案内も行います。

相談者の判断で施策を決めていただき、

生活保護の申請権の確保に努めておりま

す。

　次に、ホームレスの対策ですが、従前

の巡回相談事業のほかに、平成２２年度

から緊急一時宿泊事業を実施しており、

きょう泊まるところがないという相談者

につきましても、宿泊施設と契約し、一

時的に利用していただき、その間に生活

保護につなげるよう対応しております。

○森内一蔵委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　市の職員が減って

いくことに対して歯どめをいうことで、

それについてお答えさせていただきます。

　委員おっしゃるように、災害等につき

ましては、直営の職員が必要であるとい

うのは、認識しております。横浜市でも

ありましたが、委託業者から直営職員に

かわっていくという事例もありました。

ただ、今回、委託したことによりまして、

財政的効果と、現業職員の不補充を考え

ますと、やはりその辺も難しいかなとい

うことも考えられます。

　ただ、先ほども言いましたように、委

託業者に対してイニシアチブをとれると

いう体制は考えていかなければならない

のかなと考えております。

○森内一蔵委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　二点のご質問に

お答えさせていただきます。

　一点目は、保育に公的責任を果たして

いくため、保育所をふやすという考えは

ないのかというお問いでございますが、

３月末にはこれほどまでにも多くの待機

児童が出ているという現状がございます

けれども、年度の当初の状況、それから、

また今後、子ども人口が減っていくので

はないかという、そういう予測のある状

況などを考えますと、保育所をふやすと

いうことではなく、先ほど申し上げまし

たように、まずは、定員の拡大、それか

ら、弾力適用の拡大というところからと

いうふうに考えております。

　ただ、定員の拡大だけで今後必ず解決

ができるのかということになりますと、

またそこの部分について、年齢の問題で

すとか、いろいろな点で難しい問題も出

てくることも考えられます。今後、状況

によりましては、園によっては分園の検

討というようなことについても必要では

ないかなというふうには考えております。

　それから、安威川以南の子育てネット

ワークについてのご質問ですけれども、
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これは子育て支援の拠点づくりというこ

とかなと考えますが、現在、安威川以南

の地域子育て支援拠点といたしましては、

二つの保育園で実施をいたしております。

またべふこども園で幼稚園と保育所機能、

そして、地域の子育て支援機能をあわせ

持つこども園ということで、特に支援を

必要とする子どもと家庭の支援について、

ネットワークをつくりながら支援をして

いく、また、地域の親子に対して支援を

していくというようなことになっており

ますので、そういうところがお互いに連

携をしながら、現在でも交流や会議を重

ねているところではございますけれども、

さらに連携を重ねることでネットワーク

をつくっていく必要があるのではないか

なというふうに考えております。

　また、児童センターにつきましては、

せっつすこやか子育てプランにおきまし

て、安威川以南地域の児童の安全な遊び

場、自主的な活動の場として、公共施設

を活用した児童館機能の整備を検討して

いきますというふうに記載をしておりま

すが、こういうことについても、また今

後の検討課題ということで、検討してい

く必要があるというふうに考えていると

ころでございます。

○森内一蔵委員長　暫時休憩します。

（午後０時　９分　休憩）

（午後０時５９分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　３回目させていただき

ます。

　ＬＥＤ防犯灯の設置基準というか、方

針というか、やっぱりきちんとわかりや

すいものを示していただきたい。できれ

ば文字であらわしてもらえるようなもの

をいただければありがたいと思いますの

で、要望としておきたいと思います。

　次に、特養とか、老人介護の基盤整備

なんですけれども、幸いいうたらおかし

いんですけども、介護認定がありまして、

お年寄りの状態というのは、それを通じ

てもわかるわけです。参酌標準、これ、

国の基準自体が変なんですよ、３７％下

回るという、普通、基準いうたらこれ以

上持ちなさいというような話じゃないと

おかしいと思うんですけれども、要介護

１、２という方が１，４００人、これは

比較的そういう施設に入りたいという方々

やと思うんですけども、そういったもの

が解消できるような設備を持っていく必

要があるのではないかなと思っておりま

すので、ぜひ、標準にとらわれずに、しっ

かりと市が養護老人ホームなどを持つよ

うな方策を持っていただきたいと思いま

す。要望で結構です。

　それから、障害者のこれも基盤整備が

だから、いろんな意味で、拡張はわかる

んですけども、代表質問でもいいました

ように、医療とか、いろんな重複の障害

のお持ちの方なんかが使える施設が少な

いという意味では、基盤整備の必要性を

感じておりますので、ぜひこれも前向き

に考えていただければと思います。

　それから、医療施設、医療体制のこと

なんですが、協議会というか、懇談会、

いろんな形で、医療現場、一次、二次、

三次含めて、再構築が必要やというとこ

ろまで一致しているんなら、もう一歩踏

み込んで、これをどうしていくのかとい

うことを早く答えを出していただきたい

と思いますので、将来にわたってという

のではなくて、もう今すぐに答えがいる

項目だと思っておりますので、よろしく

お願いをいたします。

　それから、ごみの収集、これもしっか

りと市が市政全体に対して責任を持てる

体制というのをしっかりと確保していた
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だきたいと思います。

　最後に、基本計画の策定について、ご

意見だけ言わしてもらいますと、最初に

言いましたように、具体的な取り組みで

とかいうのも、これ上がってるんですけ

ども、なかなかレジ袋や、過剰包装を断

るとか、店頭回収を実施するとか、そう

いうものが数字として目標として上げれ

るような指針を出してもらえたらなと思

います。どうやって集めるかというのも

アンケートなんかで構わないと思うんで

す。パーセントでええと思うんですけれ

ども、こういった目標というのも、やっ

ぱり指針の中で決めていっていただきた

いなと思いますのと、それから、一応、

ＰＤＣＡサイクルで進行管理をしていく

ということなんですけれども、こういっ

たこともどういう状態になっているのか

というのを市民にもっとアピールをして

いただけるよう、お願いをして質問を終

わります。

○森内一蔵委員長　ＬＥＤ灯の設置基準

なんかは、別に文書でできるんですか。

どうでしょう。環境との関係もあります

から、また、でき上がればお知らせいた

だけたらと思います。

　次に、ご質問のある方、弘委員。

○弘豊委員　それでは、私のほうからも、

極力質問がかぶらないように、幾つかの

点にわたって伺いたいと思います。

　まず、最初に歳入のほうで予算書の３

１ページ、使用料及び手数料の中の正雀

市民ルーム使用料についてなんですけれ

ども、これにつきましては、確か去年の

予算の委員会、この場でも高い使用料を

値下げしてほしいというようなことで要

望もして、ことし使用料が大きく引き下

がるというふうに思うんですけれども、

予算書の中では、前年と同額の４１５万

４，０００円という数字が上がっており

ますので、これがどうかなというふうに

思いますので、お答えいただきたいと思

います。

　あと、歳出の点については、予算概要

のページで上げていきたいと思います。

　７２ページで、水田農業構造改革対策

事業というのが、ことしから新たに補助

金として１１２万上がってると、今朝の

説明でもありました。この具体的な中身

について、お聞かせいただきたいと思い

ます。

　次に、７６ページ、事業所データベー

スの維持管理事業が昨年は１４６万円計

上されていた分が、ことしは１０万と、

この中身について、それからそのデータ

ベースの活用が今、どのような形になっ

ているのか、お聞きしたいと思います。

　それから、同じページになりますが、

セッピィ商品券が第３弾ということで商

品券発行事業が計上されています。財源

の内訳で、今回は国、府から府の補助金

になるかと思いますけれども、１１１万

となっております。これについて、お聞

きしたいと思います。

　それから、商工振興費全体に関わって

なんですけども、代表質問で三好議員も、

また私も指摘させてもらいましたけれど

も、昨年は合計で１億８，１７５万、そ

の金額でしたけれども、新年度は１億７，

５１６万と６００万減っています。今本

当に、地元の商工業の振興という面では、

商業活性化条例もつくられて、力を入れ

て取り組みたいというようなこともあり

ますし、雇用の問題、また地元製造業に

しても、建設業にしても、厳しい状態が

続いている中で、本当にここに力入れて

取り組んでいかなければならないという

ふうに思っています。もちろん、企業立

地等促進条例、これにつきましては、こ

としの予算計上では上がらない。また、
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来年以降の分になるというふうなことも

ご説明いただいておりますけれども、や

はり目に見える形で、本当に地元業者を

応援していく、そういう形の予算でなけ

ればならないんじゃないかなというふう

にも思ってまして、その辺のところで代

表質問の中では、仕事おこしというふう

なことも項目で訴えさせてもらいました

けれども、それに対しての答えは、なか

なか返ってきたようには感じられません。

そうした点で、この間、事業所実態調査

も昨年行ったわけですから、そこから見

えてくる、また、今摂津市として取り組

んでいかなければならない課題について、

お考えのことがありましたら、お聞かせ

いただきたいと思います。

　次に、少し戻りますけれども、６４ペー

ジです。先ほど山崎委員から、地球温暖

化防止地域計画のことについても少し触

れられました。新年度は環境も重点施策

の一つというふうなことで上げられてい

るわけなんですけれども、公害対策費で

くくったとき、２４２万から１９９万に

２割ほど減ってます。また、環境政策費

というふうなことでの部分でも７５４万

から５９２万に、これまた２割ほど減っ

ています。それ以外のところで取り組ん

でいる予算もついてるといえば、そうな

のかもしれませんけれども、公害対策、

環境政策、環境政策課というようなこと

で新たにできる中で、その辺のところの

取り組み、これでいいのかなというよう

なことも少し感じています。お考えをお

聞かせいただけたらと思います。

　次に、環境業務課に関わってなんです

が、予算概要では６８ページで、リサイ

クルプラザの新たな施設整備基本設計委

託料ということで、５００万円が計上さ

れているんですけれども、今のリサイク

ルプラザのところに不燃ごみの中間処理

の施設をつくっていく、その設計委託に

なってくるかというふうに思いますが、

この委託に関わって以前、設計を一たん

やってる部分があったかと思うんですけ

れども、随分前の話になって、また一か

らというようなことになるのかな、どう

かなというようなことも思いますが、こ

のリサイクルプラザの基本構想といいま

すか、その辺のところを少しお聞かせい

ただきたいのが一点。

　それから、先ほどの議論の中でも、ご

み減量の取り組みについてですが、ごみ

減量の啓発事業、また対策事業、そういっ

たことが組まれています。ただ、職員の

数は減っている。また、先ほどもさまざ

ま委託の業者の監視も強めなければなら

ないというようなことの中で、一般廃棄

物処理の基本計画、ごみ処理基本計画、

この中をめくる中でもたくさんの課題が

やっぱりあるなと感じてます。プラスチッ

クの新たな分別であるとか、それをこれ

まででも課題になっていたけれども、取

り組めてこれなかった部分には、それな

りの体制を整えなければならないという

ふうなことがあったかというふうに思う

わけです。そうした点で、今後の職員体

制、また、先ほど課長のほうからも民間

をリードしていくような形で取り組んで

いきたいというふうなことも決意も述べ

られましたけれども、啓発、また対策を

強めていく。そうした上での方策、やる

気で乗り切るというようなことではなか

なか厳しいのかなというふうにも思って

いるわけで、そのところを再度詳しくお

聞かせいただけたらなと思っています。

　環境センター費のところで、７０ペー

ジです。光熱水費に関わってですが、昨

年の９，８００万円の計上から、新年度

を見ましたら、８，５００万円というこ

とで、大きく沈んでいます。これは、去
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年決算の委員会のときにも、省エネと、

いろいろと取り組まれている中でという

ふうなこともお聞きしました。恐らく新

年度は、もっと減るだろうというふうな

ことで示された数字が、こういったこと

でありますけれども、一炉運転で、今の

環境センターの炉をやっているというこ

とで、こういう結果が出てきているのか

なと思いますけれども、今後の見通しに

ついて、ごみ処理基本計画の数字がその

まま進行していきましたら、当面は一炉

運転でやっていけるかなというふうには、

見てとれるんですけれども、この環境セ

ンターにかかる費用の面で、今後の推移

について見通しをお聞かせいただけたら

なと思います。

　それから、また少し戻りますけれども、

概要の６２ページのほうですが、特定健

診・特定保健指導事業という項目が上がっ

ています。これも、昨年度と比べると随

分と予算額が減っていて、６８０万から

１０４万というふうなことです。この減

少の中身についてお聞きしたいと思いま

す。

　それから、６４ページ、飼犬等保護管

理事業の中の所有者不明動物死体処理委

託料というのが、これも大きくふえたと

いうことで、今朝も説明ありましたが、

３３６万から７５０万というふうなこと

で、これが、大きくふえる理由といいま

すか、それをお聞かせいただきたいなと

思います。

　また少し戻りますが、４０ページにな

ります。せっつ高齢者かがやきプラン策

定委託料というのが、またことし組まれ

ているわけですけれども、昨年取り組ま

れたひとり暮らし高齢者実態把握調査の

中から、さまざま課題も見えて来て新規

事業も取り組まれるというふうなことを

お聞きしました。そうした中で、少し気

になったのが、先ほど愛の一声訪問の部

分で、補正予算のほうでは見込んでいた

額にいってないので、ちょっと減ってい

ますということでありましたが、この一

人暮らし高齢者実態把握事業を取り組ん

だ中で、とりわけここが課題だという点

について、担当からお聞かせいただきた

いと思ってます。

　それから、コミュニティソーシャルワー

ク事業のところで、国、府の支出金が３

００万ほど減ってるということでありま

すけれども、ここのところの中身につい

て、事業への影響についてお聞きしたい

と思います。

　あと、障害福祉に関わって、概要の４

８ページです。身体障害者日常生活支援

事業の中の人工呼吸器用自家発電機助成

金の予算のところで昨年２０万円ついて

いたのが、新年度は項目がなくなってい

るようなんですけれども、そこのところ

の状況をお聞かせください。

　それから、また障害福祉計画策定の年

になりますが、今国の制度の動きが、ま

だちょっと見えにくいのかなというふう

に思いますけれども、そうした中で、策

定のどういうところに摂津として力を入

れて取り組んでいきたいというふうにお

考えか、お聞きしたいと思います。

　あと、こども育成課に関わる部分です。

概要の５２ページ、家庭児童相談室のと

ころ、総合育児支援システムがつくられ

てというふうなことで、次の年を迎える

わけですけれども、ここの活用といいま

すか、状況についてお聞かせいただきた

いのと。それから、ファンフレンズプロ

グラムが昨年は予算で１００万でつけら

れましたが、ことしはあがっておりませ

んけれども、この事業についての成果と

検証といいますか、実施した中身につい

てお聞かせください。あと、新年度はつ
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かないのかということについて、お聞か

せいただきたいと思います。

　あと、５６ページになりますが、母子

家庭高等技能訓練促進費ということで、

３００万円がまた新たにふえています。

昨年の予算のときにも、母子家庭高等技

能訓練促進費、これが２倍に予算が膨れ

てたというようなことでしたけれども、

なかなか制度あるけれども使いにくいな

というふうなこともお答えがあったかと

いうふうに思うんです。そうした中で、

さらに予算のほうではふえてますけれど

も、この一年、この利用がふえたのかど

うか。また、今回の予算策定の過程で、

担当課のほうから母子家庭の実態調査事

業というのを取り組みたいなというよう

な話を聞いておったわけですけれども、

そうしたことについても、今の摂津市内

の実態の把握について、お聞かせいただ

けないかなと思います。

　最後、もう一点、概要４２ページ、国

保年金課に関わります特別会計の繰出し

なんですが、昨年と比べましたら大きく

この費目でいいましたらふえてる金額と

しては、９，０００万ほど増になってる

のかなというふうに思うわけですけれど

も、この内訳。法定内の繰出し、また、

市の独自で取り組んでいる分とになると

思うんですけれども、今回、この繰出金

の計算にいたったその中身について、お

聞かせいただきたいと思います。

　以上で、１回目の質問を終わります。

○森内一蔵委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　正雀市民ルーム

の歳入の金額についてでございますが、

このあとまた条例の改正をご審査いただ

きますが、正雀市民ルーム料金の値下げ

を４月から予定しております。過去の経

緯や議会とのご指摘等を踏まえてという

ことでございますが、この使用料でござ

いますが、平成１９年ぐらいまでは、年

度４１５万円の使用料を計上しておりま

すが、平成１９年以前は、やっぱり５０

０万近い金額の使用料上がっておりまし

て、２０年度、２１年度決算から急激に

というか、３００万円ぐらいまでがくっ

と落ちております。そういったこともあっ

て、ちょっと読み切れない部分もありま

すし、我々としては値下げによる稼働率

の上昇によって収入が落とさないという

大前提があるべきだと思っておりますの

で、歳入の予算につきましては、前年度

と同じ金額を計上させていただいたとい

うことで、ことし、来年度予算様子を見

まして、また、来年の計上については考

えさせていただくということになろうか

と思います。

○森内一蔵委員長　乾次長。

○乾生活環境部次長　それでは、環境対

策課の部分で、公害対策費とか、環境政

策費が、対前年度で減少している。環境

というのは、今年の重要課題となってお

りますので、こういう現状でいいのかと

いうようなお問いだと思うんですが、公

害対策費につきましては、前年度、環境

騒音振動調査事業のところで、機械器具

費の購入のところで、低周波音レベル計

という、ちょっと高い機械を購入させて

いただくことで、予算編成させていただ

いておりました。今年は、普通騒音計を

購入させていただく予定で、予算計上さ

せていただいているんですが、この差額

でここで３６万円ほどの減ということに

なっております。そういったこともあり

まして、公害対策費につきましては、少

し対前年度で減少ということになってお

ります。

　それから、環境政策費につきましては、

地球温暖化の防止の地域計画の策定の費

用が、今年は完成させる年でございます
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ので、対前年度と比べまして、策定委託

料のほうが１５８万７，０００円ほどの

減少ということ、そういうことで予算計

上させていただいております。そういっ

たことで環境政策費全体が減少している

ということでございますが、決して、私

ども予算の減少が、何か施策の貧困につ

ながるというような、そういう心配をし

ているわけではございません。ご承知の

とおり、環境基金の設置についても、設

置条例を上げさせていただいております

ので、財源はしっかり確保する方向をお

示しさせていただいていると考えており

ます。

　それから、地球温暖化防止地域計画で

すが、これが策定完成すれば、また今年

中に補正なり、あるいは来年度の当初予

算の増額なり、そういったことが出てく

る可能性は十分あるというふうに考えて

おります。

○森内一蔵委員長　田橋参事。

○田橋生活環境部参事　それでは、産業

振興課に関わります農政部分について、

お答えさせていただきます。

　概要の７２ページの水田農業構造改革

対策事業の内容ですが、新規に府補助金

として、１１２万１，０００円の府補助

金が入ってきます。これの内容としまし

て、摂津市地域水田農業推進協議会の米

の生産調整等の戸別所得補償制度に関わ

ります事務局のアルバイト賃金、説明会

等の資料作成の費用等の事務経費につき

まして、昨年度２２年度は、戸別所得補

償モデル事業として、大阪府から直接同

額入っておりましたが、平成２３年度か

らは戸別所得補償制度として、本格実施

されることによりまして、この事務費交

付金につきましては、摂津市を通じて団

体補助的な形で、補てんをしていくとい

うことで、歳入で需給調整円滑化推進事

業補助金として、同額の１１２万１，０

００円が定額補助されることから、予算

計上させていただいたものでございます。

○森内一蔵委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　環境業務課に関わ

ります質問について、ご答弁させていた

だきます。

　まず、リサイクルプラザ、不燃ごみ、

中間処理施設について、ご答弁させてい

ただきます。以前の基本計画としまして

は、リサイクルプラザのほうにつきまし

ては、建設面積が約２，０００平米で、

１日当たりの処理能力が３５トンの大型

ごみ、不燃ごみ、破砕施設がありまして、

同じく２５トンの資源の選別施設、同じ

く９トンの廃プラスティックの選別施設

を予定しておりまして、ほかにも、１，

９００平米の資源ごみのストックヤード、

６００平米のリサイクルプラザの建設等 、々

予定しておりました。平成１２年に新築

工事は着工されまして、平成１３年３月

にストックヤード、現在のストックヤー

ドが完成されております。

　現在のストックヤードにつきましては、

ストックヤードと１棟１，３８７．８８

平米、軽量棟２０平米、空き缶プレスが

３トン、日にちで３トンの処理、ペット

ボトルの減容機が日１．５トンの処理を

行える状況にあります。

　それで、今回の中間処理施設に当たり

ましては、この１０年以上も前の計画を

再開するということで、一応、計画、今

後見ていきたいと考えております。整備

計画は早急に進めてまいりたいと考えて

おります。

　それと、ごみ減量の啓発及び対策の今

後の方針及びプラスティックの処理等に

ついてでございますが、今までですが、

廃棄物減量等推進員さんのご協力により

まして、ごみ減量等の対策をやってまい

－34－



りました。ただ、今後につきましては、

推進員さんのさらなる連携を含め、ＮＰ

Ｏや、市民団体ともさらなる連携を含め

まして、取り組みを考えてまいりたいと

考えております。

　それと、プラスティックにつきまして

は、今まで燃やせないごみとして収集し

ておりましたが、中間処理後、金属を除

いては資源化を行っていなかったという

のがありまして、今後については、埋め

立て焼却が行われるプラスティック製容

器包装ごみの資源化によるごみ減量を進

めていきたいと一応、考えております。

○森内一蔵委員長　上村センター長。

○上村環境センター長　光熱水費の減な

んですけども、直接的なこととしまして

は、一炉運転です。第４次行革で２３年

度実施ということで、位置づけられまし

たけれども、ごみの減量が景気等の悪化

と分別の進行によりまして、一年前倒し

でやるということで、２２年度から契約

電力も大きく落としまして、それともう

一点、グリーンニューディールの基金を

利用しまして、高効率の照明設備と空調

設備を入れかえたということで、かなり

電力量が減るということで、減にさせて

もらいました。これよりも若干まだ減る

というような見方も持っております。ご

み量の推移としまして、今年度の予測で

は、前年度ほどほぼ横ばいでないかと思

うんですけども、来年度になりましたら

３月からの南千里丘のまちびらきでの増

と、それともう一点、不燃施設の問題に

よりまして、不燃のかえりの分が減って

きます。焼却分減ってきます。そういっ

たことから勘案しまして、まだもう少し

減るんではないかと、減っていくんでは

ないかというふうなことを思っておりま

す。

　今後のセンターとしての方向性という

ふうな問いと思います。

　今現在は、延命化ということを目指し

て、毎年２億円ぐらいの補修費で、補修

をやっておりますけれども、延命化とい

うことで申しますと、やはり悪いところ

を直すというのが補修でして、先々、保

全していくというような形で、延命化を

今、行おうという方針なんですけども、

いろんな広域化の問題も出てきておりま

すし、炉の寿命も平成３５年から４０年

というような形で、寿命もきます。そう

いったことでどういう形が一番いいかと

いうことを、今ちょっと模索してるよう

な状況だということで、どういう結論に

なるかというのは今年度中に推移を見ま

して、方向づけしていきたいなと思って

おります。

○森内一蔵委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　それでは、健康

推進課に関わります歳出予算につきまし

て、ご説明申し上げます。

　まず、一点目でございますけれども、

予算概要の６２ページ、特定健診、特定

保健指導の予算の減というところでござ

います。

　この特定健診、特定保健指導の私ども

の予算につきましては、国のほうで定め

られた基準外の検査項目、昨年度は心電

図と、眼底検査、この二つを取り入れま

して、特定健診の受診の拡大を図ろうと

いったことで導入をさせていただいたと

ころでございます。その検査の、これは

医師が必要と認める方というふうなこと

で、お願いをしておりました。当初、見

込んでおりました人数と実際の医師が認

められた必要件数が、私ども想定しておっ

た受診者数の６分の１程度で終わってし

まったというふうなことで、実績を鑑み

て、２３年度につきましては、予算計上

させていただいたというふうな予算減の
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内容でございます。

　それと、二点目でございます。

　環境衛生費に関わる委託料、所有者不

明の動物の死体処理の委託料でございま

す。この予算の内容の、中身でございま

すけれども、二つございます。

　まず、一点目でございますけれども、

今現在、別府火葬場で、火葬場の大規模

改修をしておりまして、ことしの１０月

までの工期で、今現在、順調に着工させ

ていただいております。この間、火葬場

が動物炉ではなく産汚物炉と正確には呼

ぶんですけれども、この汚物炉が使えな

いというような状況で、吹田市と茨木市

にこの火葬を委託をしているといったこ

とで、今お願いをしているというところ

でございます。これの委託料が例年より

も増になっているというのが一点でござ

います。

　それと、二点目でございますけれども、

これは経常的な以前からの予算でござい

ますけれども、道路とか、公園などの、

いわゆる所有者不明の動物の死体の収集

運搬業務でございますけれども、これに

つきましては、これまで平成２２年度、

今年度までですけれども、し尿処理業務

の縮小に伴います補償業務として、ペッ

トボトルの収集、運搬、業務等抱き合わ

せで委託をしてきた経緯がございます。

　この補償期間が今年度切れることによ

りまして、業務の見直しをさせていただ

きました。今まで、先ほど申しましたよ

うに、本業務がもともと抱き合わせであっ

たというふうなことで、そこに従事する

人員、あるいは時間、これが非常に限定

的な運営になっておりました。そういっ

たことから、日常市民の方のご要望に十

分お応えできないことが非常に多かった。

そこで、その中身のいわゆる業務の仕様

を見直しまして、市民の要望に応える体

制を業者側にお願いをして、２３年度対

応させていただくということで予算増を

お願いしているところでございます。

○森内一蔵委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　それでは、質問が

ありました５点について、ご答弁申し上

げます。

　まず、データベースの予算が大きく減っ

ていることにつきまして、ご答弁申し上

げます。

　平成２３年度には、企業立地等促進条

例の制定のご可決をいただきますと、普

及啓発のため、企業訪問をする機会が多

数出てくることを想定をしております。

そのときを利用しまして、事業者のデー

タの更新手続、また、パートタイマーの

お知らせをするなどをしまして、そのと

きに情報収集したデータを持ち帰り、パ

ソコンでデータを更新していきたいと思っ

ております。そうしますと、従来から行っ

ております郵送による調査の部分が、割

愛できますので、今回、委託料の部分を

調査部分を除きまして、ホームページの

事業者ネットの維持管理に係る経費のみ

を計上させていただいております。

　次に、データベースの活用につきまし

ては、就職フェアの参画への依頼、また

市ホームページに掲載することにより、

中小企業の支援拡大の一環の一つとして、

掲載件数をたくさんふえるように努める

こと。また、市からの情報発信するため、

他課利用への情報提供する住所シールな

どの打ち出しなどの仕掛けを利用しまし

て、データの活用を行っているところで

あります。

　次に、商工費の予算が少ないという件

について、ご答弁申し上げます。

　商工施策としては、いろいろ取り組ん

でおりますけども、特に予算の反映しな

い、先ほども委員からお話がありました
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ように、企業立地等促進条例につきまし

ては、２３年度は受付の事業所指定のみ、

支出につきましては、固定資産が納税さ

れてからの一番早くとも２４年度からの

支出となりますので、予算措置につきま

しては、２４年度からになることと。先

ほど、山崎委員からも質問がありました

緊急融資の関係で、５年間の融資の完済

後に、利息の補てんをさせていただくも

ので、これにつきましては、融資が完済

するのが２６年、２７年になりますので、

そのときにおおむね単年度ごと約１，８

００万円を計上することと見込んでおり

ます。ですから、現時点での予算計上が

少ないというのは、支払う時期が若干ず

れておりまして、そういう関係から少な

くなっていることと考えております。

　次に、地元業者への振興策が見えてこ

ないという件につきましては、２３年度

におきましては、私どもが支援しており

ます商工業活性化の補助金を３１０万円

から３５０万円に増額しまして、地場産

業であります銘木団地の事業者の方々へ

の支援という形で、取り組んでまいりた

いと考えております。

　次に、５点目の事業所調査の課題につ

きましては、平成２１年度に市内事業所

の調査を行いまして、集計を見ますと、

事業者の答えとしまして、事業者のホー

ムページがないというところが７２％、

またパートタイマー共済をしらないとい

う事業者が５４％、障害者の雇用の予定

を全く考えていないというところが８６

％、育児休業などの配慮については考え

ていないというところの回答が７０％を

超える回答をいただきました。こういう

ことを勘案しまして、次の議案の案件に

なりますけども、企業立地等促進条例に

おきまして、太陽光発電による環境の推

進、また事業所内保育所による育児支援、

また障害者の雇用が進むように、特例子

会社への支援策の盛り込みを考えていま

す。

○森内一蔵委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　それでは、地域

福祉課に係るご質問にご答弁申し上げま

す。

　一つ目は、本年度取り組んでおります

ひとり暮らし高齢者の実態把握事業の中

で、見えてきた課題はどのようなものか

ということでございますが、ひとり暮ら

しの方につきましては、現在は健康であ

りましても、今後の健康状態とか、緊急

時の対応等に対して、不安を持っておら

れます。その要因として考えられますの

は、一つは、ひとり暮らしの方につきま

しては情報が入りにくいのではないかな

と、ひとり暮らし登録の制度を知らない。

あるいは、地域包括支援センターといっ

た相談機関について知らない、また、地

域で取り組んでいただいておりますふれ

あいサロン等の事業についても知らない、

といったような状況があるというふうに

思います。今回、訪問時につきましては、

地域包括支援センターのチラシや、緊急

時の避難場所の地図等を持って、訪問さ

せていただいております。また、訪問者

の心身の状況に応じまして、ふれあいサ

ロンをはじめとします事業の紹介も行っ

ております。

　今後もライフサポーター等の定期的な

訪問の中で、ご本人さんが必要としてお

られる情報を見きわめて、適切な情報を

丁寧に提供していくということが必要で

あるかなというふうに思っております。

　それと、調査の中で、日ごろ連絡をと

り合っている親族がいると答えられた方

が６割ぐらいというふうになっておりま

す。従いまして、親族との関係も大切で

はございますが、やはり日ごろからの地
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域での関係づくりというのが極めて重要

ではないかなというふうに思っておりま

す。そういう意味では、家に閉じこもる

ことなく、地域で高齢者や地域の方たち

がふれあうような場の確保等が今後、一

つの課題であるかなというふうに思って

おります。

　それと、あともう一つは、約７割の方

が、通院をされておられます。そういっ

た意味では、医療に対する不安等もござ

いますので、今回、医療情報キットを配

布してまいりますけれども、そういった

中で、医療情報についても我々としても

できるだけ把握をさせていただいて、日

常的には保健師等とも連携しながら、そ

の不安解消に可能な限り努めてまいりた

いというふうに考えております。

　それから、もう一点、コミュニティソー

シャルワーク事業の国府支出金の額が、

昨年度より減っているというご指摘でご

ざいますが、この国府支出金と申します

のは、地域福祉・子育て支援交付金が該

当いたします。地域福祉・子育て支援交

付金につきましては、２２年度予算につ

きましても、２３年度予算につきまして

も、２，４０６万９，０００円の同額を

計上させていただいております。この事

業の対象となりますのが、概要３８ペー

ジの社会福祉協議会補助事業のうちの小

地域ネットワーク活動等にかかる事業、

それから、概要４０ページの地域福祉計

画推進事業の地域福祉活動支援委託料と

いうことで、これはライフサポーターに

よるひとり暮らしの方の訪問等の事業で

ございます。それともう一つが、ご指摘

のコミュニティソーシャルワーク事業、

この事業が交付金の対象となりまして、

三つの金額の合計は、本年度と来年度、

かわっておりません。事業ごとの配分を

かえただけでございますので、よろしく

お願いいたします。

○森内一蔵委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　障害福祉課に係る

部分に関して、２点お答えさせていただ

きます。

　人工呼吸器の助成事業に関しましては、

今年度をもって大阪府のほうの事業助成

が終了いたしますことにより、来年度に

関しては予算計上をいたしておりません。

　障害福祉計画の策定に関しまして２３

年度予算計上させていただいてまして、

どのような方向性で検討しているのかと

いうことでございますが、２４年から２

６年までの計画でございまして、先ほど

も弘委員からありましたように、国のほ

うの新しい障害者自立支援法の一部改正

ということが去年末に一定出てまして、

２４年度からの実施ということで幾つか

の項目に関して新たに創設等が検討され

ております。

　特に、障害児の支援の強化ということ

で、大人の方に関しましては身体・知的・

精神等の相談支援事業がございますが、

障害児の方に関します相談支援事業とい

うのは現在のところございませんので、

２４年度に関しましては、そういう事業

に関しての創設等を検討する必要が出て

くるのでないかなというふうに思ってお

ります。

　また、現在の通所のサービスに関しま

しては、都道府県が行っておるサービス

と市が行ってるサービスが別になってお

りますが、２４年度以降は児童の通所の

サービスに関しては市町村に一元化とい

うことで、摂津市内におきましては、つ

くし園が現在大阪府で決定しております

が、市のほうに一定移管されるのではな

いのか。事業自身が移管されるのではな

いかなというふうに考えております。

　また、グループホームやケアホームの
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利用者の方に関する助成の事業等もござ

いますので、そういう事業に関しまして

も検討していただく必要があるのではな

いかなということで、例年でしたら施策

推進協議会は、年１度か２度ということ

なんですけれども、４回か５回という予

定で検討していただく予定にしておりま

す。

○森内一蔵委員長　船寺参事。

○船寺こども育成課参事　それでは、家

庭児童相談室運営事業の中にあります総

合育児支援システムの構築事業について、

ご説明させていただきます。

　この事業は、児童相談受付システムの

構築と、総合育児支援システムを運用し

ていくための人員の２本立てになってお

ります。

　受付システムにつきましては、現在構

築しておる途中でありまして、パッケー

ジのシステムで対応できないような摂津

市の独自のシステムになっておりますの

で、今年度中に構築して、来年度からそ

のデータベースを使いながら、適切な育

児支援をしていけるものと考えておりま

す。

　もう一つの人員の分につきましては、

４月から非常勤ですが社会福祉士を１名

雇用することができて進めてきておった

んですが、途中で妊娠されまして産休に

入られて、産休明けにはお勤めしていた

だける約束になってたんですが、残念な

がら「やっぱりちょっと難しい」という

ことをおっしゃられまして、この４月か

ら別の方を採用することで今募集をかけ

ております。

　産休に入られた間につきましては、非

常勤の方ではありませんで、もともと家

庭児童相談室に来られてました相談員の

方、週１日来てもらってた人に週３日来

てもらって、その分埋めてもらいました。

やはり１名ふやすことによりまして、き

め細かなサービスができたと思っており

ます。

　一つはショートステイとかにつなげや

すいという形もできましたので、ショー

トステイの利用もことしはふえておりま

すし、発達とか療育につなぐ方も随分ス

ムーズにつなげられるようになりました

ので、来年度以降、府の補助金は受付シ

ステムを構築するほうについてはもう補

助金なくなってしまうんですけども、人

のほうについてはまだ補助金をもらえる

予定になっておりますので、この分につ

いてはそのシステムを活用しながら育児

支援にどんどんつなげていきながら、摂

津の子育てにつなげていきたいと考えて

おります。

　それと、ファンフレンズプログラムに

つきまして委託料がなくなってるという

ことでございますが、２年間で約６０名

のファシリテーターを養成してきました。

保育士、幼稚園の先生の方で６０名養成

してきました。その中でファシリテーター

の養成ができましたのでそのファシリテー

ターを使って、今後そのファンフレンズ

プログラムをやっていくということにな

ります。

　２３年度につきましては、全く予算が

ゼロになったわけではございませんで、

２０万円ほどトレーナーということでそ

のファシリテーターを指導する人の予算

は確保しております。

　ファンフレンズプログラムの効果につ

いてということですが、以前にも導入す

るときに委員会等でご答弁させてもらっ

ていますが、子どもの自尊心を高めて、

社会性を養っていく、ソーシャルスキル

をつくっていくというプログラムになっ

ておりまして、保育士の先生たちの終わっ

た後の意見を聞いてますと、やはり子ど
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もたちが元気になったと。今まで何も言

えなかった、自分を主張することができ

なかった子どもたちが主張するようになっ

たと。それと、集団での行動ができるよ

うになってきたというふうに非常に評価

されておりまして、また、先生、保育士

もすごい自信になったというふうに言っ

ておりますので、この効果は大きかった

と思っております。

　今後もこのファンフレンズプログラム

は続けていく予定にしておりますので、

少しずつではありますけどもそういう子

どもたちがふえていくように努力してい

きたいと考えております。

○森内一蔵委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　それでは、予算概

要４２ページの国民健康保険特別会計繰

出金が前年度に比べて約９，７００万増

額となった理由についてお答えさせてい

ただきます。

　国民健康保険特別会計繰出金につきま

しては、一般会計繰入金と保険基盤安定

繰入金の二つに分かれておりまして、こ

のうち一般会計繰入金は前年度に比べま

すと６，８５３万６，０００円、１３．

５％の増となっております。

　一般会計繰入分につきましては、法定

分といたしましては職員給与等繰入金が

１億３，１６０万４，０００円、出産育

児一時金繰入金が５，４６６万６，００

０円、国保財政安定化支援事業繰入金が

８，８７３万３，０００円を計上いたし

ております。

　国保財政安定化支援事業繰入金につき

ましては、保険料負担能力補てん分と年

齢構成差分の合計額を繰り入れるという

ものでございますが、平成２２年度改正

で、これまで本市が交付対象外となって

おりました保険料負担能力補てん分が、

対象となる保険料の軽減世帯割合が従来

の４５％から４０％に引き下げられたと

いうことに加えまして、平成２２年度賦

課におきまして、国保世帯の所得の減少

があったことなどから初めて対象となり

まして、約６，０００万円の大幅な増加

となったものでございます。また、法定

外分としては、２億９，９９０万１，０

００円を計上しておりまして、その内容

は保険料軽減分が２億７，０１６万、特

定健診に係る自己負担の軽減分が２，９

７４万１，０００円となっております。

　次に、保険基盤安定繰入金につきまし

ては、低所得者の保険料軽減措置として

行われております７・５・２割の保険料

軽減に伴う保険料減収分につきまして、

府４分の３、市４分の１をそれぞれ義務

負担を行いまして、国保特会に繰入して

いるものでございます。

　それと、加えまして平成１５年度から

暫定措置として行われております上乗せ

措置であります保険者支援分を加えまし

て３億７，６９０万６，０００円を計上

いたしております。こちらのほうも先ほ

ど申し上げました国保世帯の所得減少に

よりまして２，９１４万８，０００円、

８．４％の増となっておりまして、合計

いたしますと９，７６８万４，０００円、

１１．４％の増となっているものでござ

います。

○森内一蔵委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　それでは、予算書

４７ページ、大阪府の商業活性化総合補

助金についてお答えいたします。

　商業活性化総合補助金につきましては、

セッピィ商品券の発行に係る経費のうち、

府の補助対象となる委託料や通信運搬費

用などの経費４４５万７，０００円の４

分の１が今回補助対象となります。その

補助金の歳入としまして、今回計上させ

ていただきました。
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○森内一蔵委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　母子家庭に関す

るご質問についてお答えさせていただき

ます。

　まず、母子家庭高等技能訓練促進費の

予算が３００万増となっていることでご

ざいますが、これは平成２１年６月から

制度改正がございまして、通学期間の全

期間において促進費が支給になる、また、

月額１０万３，０００円から１４万１，

０００円に拡充となる、そういうことか

ら２２年度予算を大きく増額にいたしま

したが、またさらに平成２３年度の予算

におきましても利用者の方の増が見込ま

れるために増といたしたものでございま

す。

　実際にご利用になられてる方なんです

が、平成２１年度は３件ございました。

２２年度につきましては５件の方が利用

をされておられます。それで、２３年度

予算につきましては、８件を見込んで予

算化いたしております。

　この高等技能訓練促進費につきまして

は、今の形の制度は平成２４年３月末ま

でということで、期間が限定となってお

ります。これまでにご利用の方につきま

しては、就学期間が終わるまでつくこと

となっておりますけれども、これまでに

入学されるということになりますと２３

年の４月の方が多くなられるかと思いま

すので、そういう意味で予算増というこ

とにしております。

　続きまして、母子家庭の実態把握につ

いてのご質問なんですけれども、実際に

うちの方で実態の把握といたしましては、

児童扶養手当の現況届の申請のときです

とか、あるいは、新しく申請をされると

きに実情をお聞きするというようなこと

になっております。それで、平成１７年

と比べますと、１０５名児童扶養手当の

受給者の方がふえておられるという状況

にございます。

　ご質問の中に今年度予算を作成の過程

の中で担当課としてというお話がござい

ましたけれども、これにつきましては、

平成１８年度にひとり親家庭自立促進計

画を策定しておりまして、５年経過をい

たしておりますので２３年度に実態調査

を行った上で計画策定に向けていきたい

という思いで出させていただいたわけな

んですけれども、今回予算計上にまで至

りませんでしたので、今後どうしていく

かにつきましては２３年度検討していく

ということになっております。

　その計画の課題は、やはり安定した就

労ということ、また、病気のときなど緊

急時の対応、また、相談をするところが

ないというようなそういうことが課題と

なっておりましたが、この計画策定に合

わせまして、ひとり親家庭のガイドブッ

クを作成して、いろいろな形で皆さんに

お配りをさせていただいたり、情報提供

させていただいたり、相談に乗らせてい

ただくというようなことで対応してきて

おりますが、就労や緊急時の対応等につ

きましては、まだまだ課題が大きく残っ

ておりますので、また、今後この計画策

定自体をどうしていくのか、今後検討し

ていくところとなっております。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　２回目の質問をさせていた

だきたいと思います。

　正雀市民ルームの使用料に関わっては、

使用頻度をふやしていくというようなこ

とで、ぜひそうした方向に努めていただ

きたいなと思います。やはり、これまで

も大変利用料が高くて使えていない、そ

ういう方もいらっしゃいましたし、また、

中の設備の点でもいろいろと改善が必要

な点もあるのかなというふうに、私も何
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回か使わせてもらってる中で感じていま

す。マイクの音響が外からの音が入った

りというようなことでありますとか、ま

た、机等々も故障してる分が随分ふえて

きたとかそういうようなこともあります

ので、使用頻度をやっぱり上げていく上

でも今後の改善もあわせてお願いしてい

きたいなと思います。要望としときます。

　次に、水田農業構造改革対策事業にな

りますけれども、先ほどの説明では米の

戸別所得補償の事業の一つでも取り組ま

れてるというような事でありますが、こ

の間ずっと続いてる減反政策というのは

変わっていないのかなというようなこと

も感じました。

　その中に人件費や事務費の点で補助が

ついてるわけなんですけれども、摂津の

中での緑、限られた自然、だんだん生産

緑地のほうも減ってきてるというような

こととかもありますし、専業、兼業、専

業はもうほぼないというふうにも聞いて

ますけれども、農業が減っていく中で、

今回こうした補助金がどう今農家の方に

とって役立つのかなというふうな点につ

いて、なかなか私も不勉強な点もありま

すけれども、実感が持ててません。説明

をもう少し頂けたらなと思います。

　あと、産業振興、商工業の関わりなん

ですけれども、事業所データベースもつ

くって、これは足で情報をかせいでいく

というようなことで、何とかもう地域の

中に、市民の中に入っていくというよう

なそういう意気込みも今おっしゃってい

ただいたのかなというふうに思いますけ

れども、代表質問の中で三好議員などは

担当課の職員数が足りてないのじゃない

のか、体制がとれてないんじゃないかと

いうふうなことも言われましたが、率直

にやはり私もその点は心配だなというふ

うに思っております。商店街の対策も、

もちろんあります。また、いろんな業者

の仕事おこしもやっていってもらいたい

なというふうに思ってます。

　先ほど、山崎委員が提案もしました、

例えば、住宅リフォーム助成、これにつ

いてなんかで言いましたら、やはりこれ

も実際に建設業で困っておられる方とひ

ざ突き合わせてどうやっぱりこの摂津の

中で引き続き事業をしていこうかという

ようなことも話していく必要もあるんじゃ

ないかなと思っております。

　個人の資産に関わる助成ということよ

りも、本当に零細の建設業なんかで言い

ましたら、公共事業の発注なんかがあっ

たとしても、それは元請けから、また、

下請け、孫請けとおろされる中で、単価

も下がって、仕事はあってもそれは家計

の収入にはもうほとんどつながらないと

いうふうな状況などもよく耳にします。

　そうしたところに対して、やはり市内

の仕事を、住宅リフォームなんかにして

もその市内業者に発注することで、そこ

のところを市がつなぐことできちんとし

た単価の仕事も得れるというふうなこと

で、需要喚起にもつながってるケース、

全国的にも今広がってるというふうなこ

とでありますから、そうしたところにつ

いてもぜひ担当課、足運んで話もしてい

ただけたらなと思っております。

　あと、商品券の部分もわかりました。

この間、１回、２回続けてこられて、今

度第３弾というようなことになります。

私どももこの点については、賛成もして、

進めてきてますけれども、ただやっぱり、

これが地域の消費を大きく引き上げるも

のになってるかと言えば、なかなかそう

ではないなというふうにも思っておりま

す。

　商店街の方とのこれまでのやりとりも

大事にして、また今後新たな展開も要望
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したいというふうに思います。

　環境対策に関わってなんですけれども、

先ほど予算の流れを聞かせていただきま

した。そのことについてはそうだなとい

うふうに感じております。

　また、公害の問題なんかでもなかなか

最近は公害というようなことでは耳にし

にくくなったかなというふうに思います

けれども、ただ、大気のことにしても、

摂津の中でぜんそくとかで苦しいなとい

うふうな方が、田舎のほうに行ったらそ

れが改善されるというようなことでの大

気の問題もあると思いますし、つい最近

でしたら、鳥飼本町の１丁目あたりです

ね、ある工場では随分と粉じんが周りに

も飛散するというようなことで、周りの

住宅の方からの苦情があると。何とか申

し入れしたけども、なかなか改善がされ

てないというようなことも聞き及んでい

ます。市のほうにも申し入れがあったよ

うにも思いますので、そうしたことなん

かも、まだまだあると思います。

　騒音の苦情、また、振動、そうしたた

くさんある問題についても、それに対し

て動くところでは予算が直接動くという

ことではないんだろうなというふうに思

いますけれども、また、しっかりと取り

組みを進めていただきたいなと、ここの

ところも要望にとどめておきたいなと思

います。

　環境業務課に関わってのところですけ

れども、減量の取り組みを進めていくん

だというふうなことでのご説明がありま

した。ただ、１回目の質問のところで、

私の言い方も少しはっきりしなかったの

かもしれませんが、プラスチックの部分

ですね、これ分別の方向でスケジュール

で見ると、２７年度以降には実施という

ようなことも記してあるのかなというふ

うに思います。

　新たな分別の種類もふえるというふう

なことになりましたら、また、収集のそ

ういう車もまた分かれてくるのかなとい

うふうにも思っております。

　今の職員体制ももちろんありますし、

その辺のところの見通しですね、代表質

問では、今後民間委託がまだ拡大するよ

うなそんな方向にあるのかどうか、そう

いったところを懸念もして、質問させて

いただきましたが、今の状況、それから、

今後に向けての方向をもう一度お聞かせ

いただけたらなと思います。

　あと、健康推進のほうに関わってです。

　特定健診と、特定保健指導の前年の見

込みがちょっと大きかったのかなという

ふうなことで修正をされましたが、６分

の１というのが少し極端な感じが見受け

られます。医師が必要と認める方という

ようなことでの検査数ということなんで

すが、いろいろとこれまでの市民健診だっ

たり、若年者の健診だったり、必要であ

る方が受診に来られないというふうなこ

ととの関係はないのかどうか、もう一度

お聞かせ願いたいと思います。

　それから、所有者不明動物の死体処理

委託料なんですが、今ご説明いただきま

したが、もう少しこれ内訳といいますか、

摂津の別府火葬場で処理する際にはかか

らない費用が、吹田や茨木へお願いする

中でかかってるというのが大体幾らぐら

いになるのか。

　また、これまで業者に委託して、搬送

してもらってたのが、それを市民の声に

応えられるように体制をとってもらうの

にどれぐらいかかってるのか。そのとこ

ろ、もう一度お聞かせ願えたらと思いま

す。

　地域福祉に関わってでありますけれど

も、ひとり暮らしの高齢者の実態という

ことで、本当にやっぱり最近は特にさま
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ざま気になることが多くなっています。

そうした中で、目の行き届いた、そうい

う地域なり、また、行政なりの支援が要

るということで、今後のかがやきプラン

の中で取り組まれるということになりま

すけれども、この点につきましては、大

変ひとつ大きな課題だというふうにも思っ

ております。

　今後、介護保険課と地域福祉課とで課

の再編もあるというふうに聞いておりま

すけれども、そうした中でより一層体制

も力を入れてもらえたらなというふうに

要望しておきたいなというふうに思いま

す。

　あと、障害福祉課に関わってです。こ

の大阪府の人工呼吸器用自家発電の事業

がもう終了というようなことであります

けれども、今市内でこれが必要な方はも

う受けられてるというふうなことで認識

しておけばいいわけですね。新たに必要

になられた方がいる場合については、こ

れは残念ながら自己負担というか、受け

られないというようなことなわけですね。

　その点については、市が独自でこうし

たこともできたらいいのかなというふう

にも思ったりしますけれども、大体どれ

ぐらいの人が受けられてて、今後の見通

しみたいなところを、後からまた説明い

ただけたらなというふうに思います。

　あと、こども育成課に関わってです。

今の子どもたちの状況の中で虐待の問題

でありますとか、また、親から十分必要

な養育が受けれてないというようなこと

なんかからこのファンフレンズプログラ

ムも大変大事だというふうに認識してお

ります。そうした中で、予算が減って心

配だなと思いましたけれども、取り組み

としては続けて行われるというようなこ

とで、ひとつ安心しました。

　家庭児童相談室の中では、とりわけ今

虐待問題なんかが大阪の中でも大変取り

ざたされていますし、それだけ子育て世

代の親の状況というのが不安定になって

るなというふうな、先ほどの母子家庭の

問題もそうです。やはり、摂津でも先ほ

ど稲村参事のほう言われたように、児童

扶養手当を申請してる母子の世帯がふえ

てるということであります。

　また、両親がいても仕事がちゃんとな

くて、収入が得れてないというふうな方

たちもたくさんいらっしゃると思います。

実際に子どもさんを育てる中でお父さん

が失業したというふうなことで相談に来

られる方もいらっしゃいます。

　今、私どもの代表質問の中では、とり

わけ産業振興の部分とかで今の雇用の状

況ですね、そうしたところが大変だと。

サラリーマンでなくても、自営業の人も

ほんとに収入が安定しないというような

ことが子どものところにしわ寄せがいっ

てるというようなことが、今の形、姿だ

というふうにも思っています。

　ぜひ、そうした意味では、今の貧困だっ

たり、子育ての基盤をしっかりと支えて

いくというふうな点にしても、担当課も

頑張っていただきたいと思いますし、ま

た、地域の産業をしっかりと、また、雇

用を守っていくようなそういう体力をつ

けていけるような施策を期待したいとい

うふうに思っています。これも要望で結

構です。

　あと、国民健康保険の関係になります

けれども、特別会計の繰出しが大きくふ

えました。その中身の説明も今いただき

ましたけれども、国保世帯の世帯収入が

減って、これもう繰出しをふやさないと

いけないような、そういう状況になって

るんだと。まあまあ法定内の繰出し、ま

た、法定外で市が独自で繰り出してる部

分もありますけれども、これは、そうし
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たルールにのっとった形での最低限の繰

出しかなと、今見ております。

　２年前でしたら、それに上乗せしての

５，０００万でしたけれども、そうした

形で特別会計に繰り入れてる部分もあり

ましたが、今の国保の特別会計の赤字の

状況と、それから、今後の見通しですね、

そうしたときにやはりこれ以上保険料を

引き上げさせないというようなこと、ま

た、安定した保険基盤をつくっていくと

いうようなことで、何度も国が制度を抜

本的に改正しないことには厳しいという

ようなことは言われ続けてるわけであり

ますけれども、その点についてさらに繰

入れする必要がないのかどうか、今後数

年間見たときの国保会計の見通しみたい

なところをもし聞かせていただければ、

よろしくお願いしたいと思います。

　以上で、２回目です。

○森内一蔵委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　人工呼吸器用自家

発電の助成費のことに関してお答えさせ

ていただきます。

　大阪府のほうは、この助成事業を始め

る前に府下で大体８００万人でしたら１

００事例ぐらいという想定ですね。摂津

市の場合でしたら、１例あるかというよ

うな想定で事業のほうを開始されまして、

その時点で摂津市のほうで把握させてい

ただいてた方、市のほうで把握させてい

ただいた方お一人おられましたので、早

急に事業と同時に対象にさせていただき

ました。

　その後、保健所等も確認させていただ

いたところ把握されてる方がおられない

ということで、今回この事業に関しまし

ては助成のほうを終了させていただいた

状況でございます。

○森内一蔵委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　プラスチックの収

集を行っていく体制等について、ご答弁

させていただきます。

　フェニックス計画の策定とその参加と

いうのがありまして、ごみの減量とリサ

イクル率の上昇を果たすことが今後の一

応課題となっておりまして、その中でと

りわけプラスチックの分別収集というの

がこれからの課題となっております。

　その中でこの環境業務としまして、来

年度以降その収集体制というのを考えて

いかなければならないというのがこれか

らの課題だというふうに考えておりまし

て、収集体制については、現在今の収集

体制も含めて見直しをかけている最中で

ございます。

○森内一蔵委員長　今後の職員体制の話

について、答弁をお願いします。早川課

長。

○早川環境業務課長　今後の職員体制も、

今現在検討してる最中でございます。

○森内一蔵委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　繰入金の増額につ

きまして、ご答弁を申し上げます。

　繰入金の増額についてでございますけ

れども、国等の負担金の削減につきまし

ては２１年度までの暫定措置とされてお

りました国民健康保険基盤安定負担金の

上乗せ分である保険者支援分が、２５年

度まで延長されることとなったことなど

から、従来の骨太の方針２００６から続

いてきました社会保障費削減には、一定

の歯どめはかかったものと認識はいたし

ておりますが、ご指摘のとおり、抜本的

な改革が国保にとっては必要なことはご

指摘のとおりと考えております。

　また、２２年度におきまして、国保世

帯におきまして所得減少があり、保険料

調定額が大幅に減少いたしましたが、法

定繰入金が大幅に増額となり、その補て

ん財源となっております。
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　しかしながら、法定繰入金の４分の１

は市の一般財源でございます。また、先

ほど申し上げました国保財政安定化支援

事業繰入金につきましては、不交付団体

でございますので、これも全額市の一般

財源でございます。そういった関係で、

これ以上の保険料の軽減のための繰出金

の増加につきましては、財政的には非常

に厳しいというのが現状でございます。

　今後、国保財政の安定化を図るために

は基本的には歳出に見合った歳入の確保

に努めていくことが肝心と考えておりま

す。そのためには、また国保特会のご審

査をいただきますけれども、特定健診の

勧奨や差額通知などによる医療費の適正

化をはじめ、資格の適正化を徹底すると

ともに、負担の公平の観点から収納率向

上対策を行いまして、その上で条例に沿っ

た保険料率の設定を行っていくことが必

要であると考えております。

　今後ともそういった努力を進めてまい

りたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。

○森内一蔵委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　それでは、特定

健診・特定保健指導での医師の判断の必

要な方の落ち込みなんですけれども、こ

れも必要な方が受診できていないという

結果につながってるという委員ご指摘だ

と思うんですけども、このことに関しま

しては、特定健診が平成２０年度に導入

されまして、それまでの市民健診との比

較でいいますと、受診率が大幅な落ち込

みをしてしまったというようなことで、

私ども健康推進課と国保のほうで受診促

進に向けていろんな取り組みをしておる

わけですけれども、来年度ちょっとご質

問の内容とはすれ違いになるご答弁して

誠に恐縮なんですけれども、我々として

は来年度がん検診の無料クーポン券を４

０歳以上の方にお送りするという受診促

進をすることによって、以前の市民健診

で見られたようながん検診、心電図検診、

眼底検査にぜひとも取り戻していきたい

という思いはございます。

　ただ、いかんせん、前年度の実績から

すると、来年度過大な見積もりというの

は、やっぱり差し控えたほうがいいのか

なということで、現実的な選択をさせて

いただいたということでございます。

　それと、所有者不明の委託料の内訳で

ございますけれども、まず、火葬場の改

修工事期間中おおよそ７００頭を茨木市

と吹田市にお願いをするということで計

上させていただいております。これにつ

きましては、１頭３，０００円というこ

とで、予算額としては２１０万円を計上

させていただいております。

　それと、所有者不明のいわゆる道路上

の動物の死体の収集運搬でございますけ

れども、これにつきましては、車両の損

料と、それと人件費が主なコストになる

わけでございますけれども、私どもこの

業務、非常に衛生上、環境上厳しい業務

で、かつ、一般廃棄物の収集運搬という

ことになりますと、コスト高にならざる

を得ないというふうなことも、やっぱり

我々としても加味しなければならないと

いうようなことで、月額４５万円で１２

か月分で５４０万円の予算計上をお願い

をしているところでございます。

○森内一蔵委員長　水田生活環境部長。

○水田生活環境部長　商工業の取り組み

を今後より一層進めるに当たって、現在

の人員配置で対応できるかといったこと

でございますけども、現在産業振興課、

多くの事業がたくさんございます。課題

もございます。このたびの議会に上程さ

せていただいた企業立地の条例の関係も

ございます。
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　今後そういったことも含めた中での状

況を把握しながら、人員体制につきまし

ては人事とも協議しながら申せることは

申し上げていきたいというふうに考えて

おります。

　それと、先ほどごみの減量で、一般廃

棄物の処理基本計画のこともご質問あり

ますけれども、一般廃棄物の処理といい

ますのはやはり市町村の責務でございま

して、これは本来の姿で言いますと、や

はり市独自で処理するのが基本でないか

なと。それで、なかなか厳しい状況の中

で委託も可能ですということですが、最

終的には市の責任でもって処理すると。

決められた曜日、定曜日の定められた曜

日に確実に処理しなければならない。で

きなければ、当然それはもうほんとに大

変なことになってますと。そういった厳

しい業務の中でこれまで現行の処理基本

計画の中で減量を含めた、課題を含めて、

取り組んできました。

　現行の処理基本計画の中では、やはり

いろんな課題も含めて、ある一定の成果

も出てます。実績も、今後の策定の中で

も挙げさせていただいておりまして、や

はりその中で、現行の中でもリサイクル

プラザの関係でありますとか、プラスチッ

クの処理の関係も、当時現行の中でも課

題として残っていまして、今現在、可燃

ごみ、不燃ごみの中でも、再生できるの

が１３％でありますとか、不燃のごみの

中でも再生できるごみの中では１１％で

きるといったそういうごみの質の中で、

多数それを含んでおります。

　これまでは燃やすことによって処分し

たという考え方から、やはり循環型社会

という形の考え方に移行してます。

　今現在策定しております基本計画も、

それを基本とした、さらにもう一歩踏み

込んだ３Ｒということから、ごみとなる

ものを断るといったものもひとつ入れて

４Ｒという方向で進めていこうかなとい

うことです。やはりそれはもう資源とし

て、再生していこうといった基本の形が

ございます。

　プラスチックの当然それもこれまで燃

やす部分がたくさんございましたので、

これも資源化していこうと。今回そうい

う中間処理の問題もございますので、改

めてそういうのを、資源を再生する施設

がもし完成できれば、今後大きな視点の

中ではやはりそういう収集の体制も当然

可能なことも、今回月１回というような、

いろいろこれも言われてきてましたけれ

ども、例えば、それが月２回になるのか、

そういう施設を使って３回になるとか、

そういう可能性も出てくると思います。

　ですから、ただそれをするために、や

はり大きな財源もかかってまいりますの

で、現在職員の数をおっしゃってる質問

ございましたけども、これもその年度年

度によっては、そういういろんなごみの

関係もございますから、できる限り現人

員の体制でいろんな啓発も含めた中で、

処理を行っていきたい、当然その中には

直営だけではできない、やはり市民の方、

事業者の方の協力があってのものだとい

うふうに考えておりますので、限られた

体制の中で、やはり最大限のごみ処理の

業務を全うしていきたいというふうに考

えております。

○森内一蔵委員長　田橋参事。

○田橋生活環境部参事　それでは、水田

農業協議会の内容についてご説明させて

いただきます。

　本日もただいまの時間、コミュニティ

プラザで農業共済の支部長会議の中で説

明会を開いてるところでございます。

　この戸別補償の分につきましては、国、

大阪府、摂津市、北大阪農協、農業共済、
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農業者、これらが相互に連携を図って、

国から都道府県に対しての水稲、需要量

の提示された分、これが大阪府から摂津

市長あてに、摂津市ではこれだけのお米

をつくるのを目標にしなさいという提示

がなされます。

　この提示された額が、平成２３年度、

米で生産数量の目標、摂津市では２４５．

５トンの米をつくりなさいと。面積換算

では５，０２０．４アールの範囲内でつ

くりなさいということで、この摂津市に

示された数値によりまして各水稲をつくっ

ている農業者の方に１軒ずつ配分して、

あなたの家ではこれだけのお米をつくり

なさいという通知を、これは農協のほう

から、代表組合長名で通知を出します。

　この農地につきましては、摂津市内で

もっておられる農地と、他府県でもって

おられる農地、これは足し算、合算して

おります。その全体的な面積の中から、

一定配分した分の通知文を出して、そこ

でそれの範囲内でお米をつくられた生産

達成者ですね、その方について作付けし

た面積の中から自家米の面積１，０００

平米を引いた金額の１，０００平米あた

り一律全国配分１万５，０００円の補助

金が出されます。

　米の米価が毎年変動しますので、それ

の変動率としまして１，０００平米あた

り２２年度でしたら１万５，１００円、

この単価が上積みして補助されます。こ

の補助金に対しては、国から農業者の通

帳に直接交付されまして、市のほうは通

過しないようになっています。

　それで、摂津市ではということになり

ますと、この摂津市のような都市型農業

ですね、このようなところに戸別所得補

償制度、これの全国一律単価でそういう

小規模面積の農地がある摂津市において

は、多くの生産者が対象にならない農家

がたくさんあります。

　ということで説明会に行ってもそうい

うご意見をいただいておるところでござ

います。

　たとえば、１反当たりの固定資産税で

すね、固定資産の税金が２５万から４５

万払っていると。そこで、生産調整、自

分の食べる米、何で減らさないかんねや

というようなご意見もいただいておりま

す。しかし、これは国の方針ですので、

やっぱり摂津市は摂津市でそのようなと

ころをマッチした農業ができないかとい

うことで、国、府にもそういう都市型農

業のあるべき体制もそういうふうな補助

金を出してほしいというような要望も出

しております。

　そういうところで、大阪府ではそうい

う要望を受け入れまして、米の生産調整、

これもう関係なしに米をつくらないで、

生産調整達成、不達成関係なしに、畑と

かに転作しまして、地場産の、これも府

が指定してるものがあるんですけども、

摂津市でしたら鳥飼なす、これは１反当

たり２０，０００円、コスモス・なでし

こで１反当たり２，０００円の補助金が

出ます。

　摂津市としましても、花とみどりの景

観事業としまして、これは１００平米あ

たり鳥飼なすでしたら４万２，０００円、

コスモス・なでしこでしたら１００平米

当たり１万３，６００円、これだけの補

助をしているところでございますが、水

田農業協議会の中には、役員の中に農協

さん、共済の人、実行組合長さん、おら

れますので、このような会議の中でどう

していくかという会議をして、今後の推

進を進めていくというような取り組みを

しております。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　今聞きましたら、水田農業
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構造改革というふうなことでありますけ

れども、やっぱり国から一律にかぶせら

れた取り組みというのは、摂津の中では

マッチしないのかなというふうなことも

思うわけでありますけれども、その辺担

当の中ではご努力もされてはいるんだろ

うというようなことも思いましたけれど

も、摂津の中での、やはり農業、食や緑

を守っていくそういう大事な取り組み、

子どもたちにも伝えていくというふうな

ことで頑張っていただければというふう

なことで、この点については結構です。

　あと、最後になりますけども、産業の

関係で水田部長からも説明をしていただ

きました。これも、やっぱり摂津の中で

担当のほうでも頑張ってさまざまアイデ

アも出して、取り組みをしてくれてるの

かなと思うわけでありますけれども、大

もとの国の施策で１に雇用、２に雇用と、

そういったことを首相も言ってましたけ

れども、なかなかそうなっていないとい

うのが現状やというふうに認識していま

す。

　そして、実際にやっているのが、大き

な企業に対する支援であったり、また、

中小企業資金融資の問題でも、新たに４

月から制度改正の中では、さらにまだ体

力があって投資できるようなそういうと

ころには厚くなるけれども、セーフティ

ネットの部分は厳しく、資金融資も受け

づらくなるのかなというふうな状況だと

いうふうにお聞きしています。

　また、さらには、お隣にあるポリテク

センターですけれども、雇用・能力開発

機構ですか、独立行政法人でありますけ

れども、これもこの３月末で解体再編の

動きというようなことで聞いています。

これまであったような、そういう状況が

これからも続くというふうなことではな

いんだなということ、それから、国や府

の施策、待っているだけではやっぱり地

域の産業を盛り上げていけないというふ

うなことも考えていただきたいなという

ふうに思います。

　やっぱり、地元の持ってる力を最大限

引き伸ばしていく、そういう立場に立っ

てのさらなる取り組みを起こしていって

いただきたいなというふうなこと、要望

としまして、私からの質問は終わらせて

いただきます。

○森内一蔵委員長　ほかに質問のある方。

　本保委員。

○本保加津枝委員　それでは、予算書の

歳入の４３ページでございますけれども、

権限移譲交付金のうちで市民活動支援課

についてお尋ねをいたしたいと思います。

　先ほど、他の委員のほうからも質問が

ありまして、この４月からＮＰＯ法人に

関して大阪府から権限移譲をうけること

についての中身について聞いていただい

ておりましたので、先ほどご説明があり

ましたのでおおむね理解をいたしました

けれども、今後この作業につきましては、

どのような作業を想定して、このＮＰＯ

法人の権限移譲を受けた分の仕事だけで

はないというふうに認識はしております

けれども、わかる範囲で結構ですから、

想定されるような作業内容、業務の内容

をお聞かせをいただきたいと思います。

　また、今後ですけれども大阪府で認証

を受けているＮＰＯ法人と、権限移譲を

受けた後に本市で認証したＮＰＯ法人が

今後混在といいますか、二つの形で存在

することになると思うんですけれども、

こういったことにつきまして、法人に関

する監督責任とか、また、対応について

どのようなお考えをお持ちなのか、お聞

かせをいただきたいと思います。

　続きまして、予算書の７６ページです

けれども、防犯対策費のうちで、防犯灯
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事業について、これも先ほどご質問があ

りましたけれども、自治会管理分につい

ては今後どのような展開を考えておられ

るのか、もう一度お聞かせをいただきた

いと思います。

　また、おおむねこのＬＥＤの防犯灯の

導入ということですけれども、段階的に

導入するというふうに聞いておられます

けれども、現状段階的に導入をしていか

れて、１０年間ぐらいもつだろうという

ことなんですけれども、そういった導入

後の１０年間という長いスパンですので、

費用対効果といいますか、検証について

はほんとにどれぐらいもつのかとか、そ

れによってまた配分される予算等も変わっ

てくるかというふうに思いますので、そ

れに対してどんなふうに考えておられる

のか。検証の形なんかも、今この現時点

で導入する状態のところで考えといてい

ただかないと、逆には検証というものが

年数が経ってしまうとなかなか大変になっ

てくるんじゃないかと思いますけれども、

そういった検証の予定があるとおっしゃ

るんでしたらば、その辺についてお聞か

せをいただきたいと思います。

　前回もちょっとお尋ねをして要望だけ

に終わってるんですけれども、防犯灯に

今回ＬＥＤを導入するということで、道

路照明灯も所管別ですけれども、導入す

るということであわせてという形でした

けれども、こういった取り組みを積極的

にしておられるわけですけれども、防犯

灯のカバーなどの本体部分が壊れたとき

の自治会の助成とか、そういったことに

ついての考えはどのようにお持ちなのか

お聞かせいただきたいと思います。

　続きまして、８０ページですけれども、

コミュニティプラザの管理事業に関連し

てお尋ねします。

　コミュニティプラザの施設利用につい

ては予約システムを導入されましたけれ

ども、運用面での課題は会議室などは３

か月先で、同一日に申請する方式で、窓

口優先の運用が現状なされてると思いま

すが、今後インターネット利用がふえる

と思いますけれども、この市民サービス

の向上につながるような形で展開してい

ただければと思いますけれども，何か方

法があれば、それらの対応とかお考えを

お聞かせをいただきたいと思います。

　また、あわせて、コミュニティプラザ

の施設の１階部分のテナントが現状まだ

空いてると思うんですけれども、飲食関

係の入店を市民の皆さんから希望されて

る声をよくお伺いするんです。こういっ

た飲食関係の入店状況の現状について、

あわせてお聞かせをいただきたいと思い

ます。

　あと、１３５ページの地域活性化プレ

ミアム付き商品券の発行についてですけ

れども、今回発行第３弾ということでし

ていただけるということで大変ありがた

いなと、市民の皆さんにとって吉報だと

思うんですけれども、発行のプレミアム

率が１０％ということで、セット数は以

前と、昨年同様ということだったんです

けれども、これについて２４年度、まだ

２３年度も始まってないのにというふう

にお考えかもわかりませんけれども、２

４年度からこの弱者救済、そしてまた、

地域経済活性化についてプレミアム付き

商品券を発行することによって底上げを

していきたいというふうに、産業振興課

として、また、行政全体としてお取り組

みをいただいてたんですけれども、これ

が第３弾、２４年度からはこういう地域

活性化に対する経済効果をもたらすよう

な施策として、何かお考えをお持ちなの

かどうか、２４年度からはどのように取

り組まれるのか、新しい方向性で取り組
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む経済効果の刺激策として必要があると

いうふうには、私のほうは考えておりま

すけれども、原課においてはどのように

お考えか聞かせていただきたいなという

ふうに思いますのでよろしくお願いいた

します。

　あと、１０６ページ、障害福祉費に関

連してお尋ねをいたします。

　この障害福祉計画策定の委託料が、１

０７ページに計上されてるんですけれど

も、障害者の権利擁護についてのお考え

をお聞かせいただきたいと思います。

　両親の方が亡くなられた後、障害者の

方の後見的な支援制度の、地域とのネッ

トワークも含めて本市の現状について、

また、この点で今後何か方向性、計画な

どがあればあわせてお聞かせをいただき

たいなというふうに思います。

　あと、１１４ページです。生活保護費

の中で、扶助費の生活保護事業について

なんですけれども、もう一度世帯数、受

給者数とかをお聞かせをいただきたいと

思います。もう１点は、今回社会保険労

務士の方１名を非常勤職員として雇用し

て、受給権を確認するために配置すると

いうふうになりました。新しい事業で上

がっておりますけれども、配置をされる

ということに決定しました理由について

中身をお聞かせいただきたいと思います。

　年金資格調査事業としてということで

計上はされておりますけれども、なぜそ

ういったことが必要であったのか等々に

ついて、わかる限りで結構ですので、こ

の取り組みについてお聞かせをいただき

たいと思います。

　自立支援への指導強化の体制づくりに

ついて、今お尋ねをいたしましたこの年

金資格の調査事業とあわせて、生活支援

課としての取り組みをお聞かせいただき

たいと思います。

　また、ごみ減量推進員の報償費が上がっ

ておりますけれども、この推進員さんの

任期というのが７月から６月の末という

ことで、委嘱期間についてそういうふう

になってるということなんですけれども、

１００％ではないかもしれないんですけ

れども、自治会の役員改選はおおむね３

月末で、４月からまた新しくスタートと、

新年度と行政の期間とあわせてるんです

けれども、４月になってすぐでは任命と

か人選ができないからとかいうようなこ

とも考慮されてるというようなこともお

聞きはしたんですけれども、やはり空白

期間があったりとかということも生じて

きますので、地域の役員、自治会の役員

改選の年度改正と同時期にこの委嘱期間

を工夫してあわせるようなことができな

いものなのかどうかということについて

お聞かせをいただきたいと思います。

　以上です。よろしくお願いします。

○森内一蔵委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　防犯灯の件につ

いて２点ほどお答えをいたします。

　まず、ＬＥＤの導入に対する今後のプ

ランというか、将来性というようなもの

でございますが、我々これ導入すること

によるメリットというのは、やはり環境

への負荷であるとか、電気代の低減であ

るとかということは当然考えております

が、まだまだＬＥＤ自体に対する取り巻

く環境がまだ定まっておりません。一番

大きいのは電気代かと思います。

　今現在関西電力の場合ですけども、２

０ワット以下の防犯灯については、ＬＥ

Ｄは消費電力が少ないですけど、ふつう

の２０ワットと変わらない電気代を取っ

ておられます。ただ、関西電力に問い合

わせいたしますと、ＬＥＤに特化した防

犯灯の電気代体系を検討させていただい

ていると聞いております。そうなります
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と、相当電気代は下がってまいります。

今で２０ワットの防犯灯で大体２，５０

０円程度、年間市がこれを払っておりま

すけれども、こういうものも電気代が下

がることによって、導入の積極的な理由

になるのでないかと考えております。

　そういったことから考えまして、もう

ちょっと様子を見させていただきたいと

いうのが、実は相当あります。ただし、

一方で環境への負荷でありますとか、や

はり環境に取り組むという姿勢の問題は

これは当然出てきますので、これについ

て考えましたらやっぱり一部でも早急に

導入して、実際に見ていただくという視

点も必要なんではないかと今は考えてお

ります。

　全体的なプランについては、もうちょっ

と様子を見させていただけたらありがた

いなと考えております。

　もう１点、多分委員ご指摘になった自

治体との関わり、防犯灯の故障したとき

の修理であるとか、そういったことは、

今の状況というのは確かに自治会のほう

でやっていただくお約束になっています。

設置はいたしますし、電気代は支払いま

すけど、球がえとか、灯具の交換につい

ては自治会でお願いしてるということで

あります。これが負担になってるという

お話も自治会のほうからも聞きますし、

議員さんの方からも聞かせていただくこ

ともございます。

　ただ、大きな考え方としまして、防犯

灯については地域の方にもご負担をいた

だきたいという考え方も一部持っており

ます。そういうことで、防犯灯について

は、灯具の交換については今後も自治会

等でお願いをしたいという考え方を持っ

ております。一方で自治会関係の地域活

性化補助金が市内だけで約８００万ぐら

い出てるかと思います。こういったもの

の中で当然防犯灯の事業については、管

理は個々自治会でやっていただいており

ますが、各校区で取り組んでいただくと

きにこれをご活用いただくということも

十分念頭に置いていただけたらなという

ふうに考えておりますし、自治会と市の

補助のあり方というか、関係のあり方と

か、そういったことも含めて防犯灯もそ

の中で考えていきたいというふうに考え

ております。

○森内一蔵委員長　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　委員のご質問

の中で、まずＮＰＯ法人の権限移譲の関

係でございます。

　ＮＰＯ法人の権限移譲につきましては、

今後どのような仕事が発生するのかとい

いますと、主な仕事につきましてはＮＰ

Ｏ法人の設立認証、定款の変更の認証、

役員変更等届け出受理、また、事務報告

書等の受理や公開などに伴う事務でござ

いまして、ＮＰＯ法人の認証という言葉

でいいますと、市は特定非営利活動促進

法に基づく手続と基準に適合しているか

どうかの書類審査によって判断をいたし

ます。法の要件を満たしておりましたら、

市としましては法人設立を認証しなけれ

ばならず、いわゆるお墨つきを与えるも

のではございません。ただ、ＮＰＯ法人

との関わり、窓口として市がなっていく

ものでございます。

　それと、毎年度ＮＰＯ法人の活動の終

了後、３か月以内に年次報告書が提出さ

れます。この報告書につきましても、報

告書が提出されない場合、過料事件とし

ての裁判所への通知などといった事務が

ございます。一定年間提出されない場合、

聴聞を行っての設立認証の取り消しを行

うケースもあると聞いております。

　ただ、従前大阪府のほうで認証されて

る団体さんとの関わりですけれども、今
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回の移譲によりまして事務手続の窓口が

変更となる法人においては、大阪府と摂

津市との連名で、窓口変更の案内がまず

３月にされます。それで、移譲前に大阪

府において受けた認証の関係は、移譲後

はそのまま市のほうへ移譲申請が行われ

たものとして今後引き継がれるという形

と聞いております。各法人においては、

特段の手続を行っていただく必要はない

と確認しております。

　それで、権限移譲に伴いまして市民に

身近な市が今回窓口となることで、申請

等の利便性が向上するとともに、ＮＰＯ

法人さんにとりましても地域のニーズに

応じた活動がより促進されるものと我々

も期待しておるところでございます。

　続きまして、コミュニティプラザの施

設予約関係でございます。

　７月にオープンいたしまして、引き続

きまして９月からインターネット予約を

導入いたしました。このインターネット

予約の利用状況等を見ておりますと、登

録団体の３分の１がインターネットを利

用して仮予約をされてます。

　ただ、委員おっしゃられましたように

現在のところ窓口で３日間ほど優先しな

がら受け付けをしております関係上、３

か月先の同一日を申し込むのに月２回、

３回利用される団体にあってはその日を

目がけて月２回、３回窓口に来られると

いうことが発生しております。例えば、

体育施設、グラウンド、テニスコートみ

たいに利用月の分をまとめて１回で申し

込む制度、こういったことも取り組めな

いかと現在検討しておりまして、それも

インターネットも使い、インターネット

を使われない方については窓口で事前に

利用月の分を一括して受け付けをしてお

く中で手続ができないかと考えておりま

す。

　続きまして、テナントの関係でござい

ます。

　テナントにつきましては、再募集いた

しまして、市内業者のほうで一定業者選

定を行っておりますが、実際の工事着手

等につきまして、コミュニティプラザの

建設過程の中で今現在南側、高齢者マン

ションとの間にあるＣ棟といいますけれ

ども、これを先に建設工事先に着手され

ております。

　この建設工事の完了をもってテナント

の工事に着手したいということで、双方

確認しておりまして、といいますのは、

建築確認申請、１階のテナント部分が倉

庫でございまして、そこを用途変更して

手続しなければならず、そのＣ棟の建設

に遅延を来たしますと民間のほうにまた

支障を来たしますので、一定夏前ごろに

向けて市内業者さんと条件等の調整を今

現在進めてるところです。いましばらく、

ご迷惑かけますがよろしくお願いいたし

ます。

○森内一蔵委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　障害福祉に係る分

に関してご説明させていただきます。

　障害福祉計画の中で障害者の方の親亡

き後の生活の場所ということでのご質問

かと思いますけれども、摂津市の場合で

す。入所の施設としてみきの路がござい

ますので、親亡き後に関しましては他市

から比べますと非常に恵まれた環境にあ

るのではないのかなというふうに思って

おります。

　また、入所の施設に関しましては、一

定国の方針でこれ以上ふやすということ

は難しい現状でございますので、ケアホー

ム、グループホーム等という居住系の施

設のほうを整備するという方向で今後計

画としては考えております。

　摂津市内には、現在のところ３法人で
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２５名から２６名の方のケアホーム、グ

ループホームの施設がございまして、ま

た、市内の法人に関しましても２４年か

ら２６年のこの第３期の障害福祉計画の

間に、一定ケアホームの設備のほうをし

ていきたいというような状況もお聞きし

ておりますので、そういう状況を見なが

ら計画のほうに反映させていって、安心

できるような形をとっていきたいなと。

　あと、親亡き後の障害をお持ちの方の

権利の関係なんですけれども、成年後見

制度という事業がございまして、そちら

のほうの制度の申し立て等の事業もござ

いますので、今回国の改正で必須事業に

もなっておりますし、もう既に摂津市の

ほうは行っておりますので、安心できる

形になるのかなというふうに思っており

ます。

○森内一蔵委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　１２４ページ、塵

芥処理費の報償費、報償金のごみ減量推

進員への謝礼につきましては、委員おっ

しゃっておられますように推進員の任期

は７月１日から１年間お願いしておりま

す。地域のごみの分別及び減量に取り組

んでいただいております。この推進員さ

ん、委員おっしゃるように７月いうこと

で、やはり今回ほかの推進員さん及び自

治会長から同じ要望が出ておりまして、

やはり４月１日にはできないかという要

望は出ております。

　やはり４月１日に自治会長に選ばれる

関係上、同時期に、すぐに同時に推進員

さんを選択してもらうというのはなかな

か難しいことで、今までは７月１日から

ということで推進員さんの任期を考えて

おりましたが、要望等が多数出ておりま

すので、その辺の任期等もう一度検討し

てまいります。

○森内一蔵委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　セッピィ商品券に

ついてお答えいたします。

　平成２２年１１月に第一弾を発行いた

しました。その当時は９月の補正のため、

周知期間が短いことはありましたが、お

おむね二日で完売することができました。

２回目は、販売金融機関のない地域に対

しては鳥飼東公民館にて対応し、販売者

はふれあいの里の社会福祉事業団に委託

しまして、販売における仕事の機会の提

供を行ってまいりました。

　３回目につきましては、事業者の代表

者と会議を積み重ねながら商品券を使っ

ての活性化を図る手法をご理解いただき、

そのメリット、デメリットを肌で感じて

いただく中、適正な手法を習得していた

だき、次には地元の商店街にみずからの

手法で商品券などの金券等の事業を展開

していただきたいと考えております。

　ただ、そのためには市のほうの後方支

援も欠かすことはできないと考えており

ます。こういう状況の中で、３回目を進

めてまいりまして、商業者の自立した活

動ができるように半年間タイアップしな

がら取り組んでまいりたいと、現時点で

考えております。

○森内一蔵委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　まず生活保護者数

についてお答えいたします。

　今年１月時点で９６３世帯です。内訳

は、高齢世帯が４２３世帯、傷病世帯が

１８６世帯、その他の世帯が１８４世帯、

母子世帯が９２世帯、障害世帯が８７世

帯となっております。なお、１月時点の

保護人員は１，３４３人です。

　次に、年金資格調査事業についてお答

えします。

　本事業は社会保険労務士１名を雇用し、

既存の被保護者と新規保護開始者の年金

受給権を確認します。具体的な業務内容
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は、週３回勤務していただいて、ケース

記録の確認と被保護者からの直接の聞き

取り、社会保険事務所への調査、さらに

障害年金の受給が見込める被保護者につ

きましては、レセプトや医療要否意見書

から病状の確認と医療機関への初診日等

の調査を行うことで、老齢年金や障害基

礎年金の受給、脱退一時金の給付につな

げます。

　なお、本事業は厚生労働省のセーフティ

ネット補助事業で、１０割国の補助で財

源を賄っております。生活保護は他方施

策優先が原則であり、年金の調査につき

ましては従前はケースワーカーが確認し

ていたところを、社会保険労務士に依頼

するもので、既存の被保護者で新たに年

金受給につながれば保護費の削減につな

がります。

　また、新規の被保護者の調査につきま

しては、社会保険労務士に依頼すること

でケースワーカーの業務負担の軽減につ

ながります。

　また、将来的には社会保険労務士がお

持ちの知識やノウハウをケースワーカー

が一緒に仕事をすることで学んでいただ

いて、人材育成につながるように考えて

おります。

　自立支援全体の体制強化につきまして

は、新年度で、今説明しました社会保険

労務士１名に加え、従前より就労支援で

２名の非常勤職員を雇用しておりますが、

今後につきましても、厚生労働省のセー

フティネット補助金を活用し、先進都市

の取り組み等を参考にしながらさらに自

立支援の充実を検討してまいりたいと考

えています。

○森内一蔵委員長　暫時休憩します。

（午後３時１２分　休憩）

（午後３時３５分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　本保委員。

○本保加津枝委員　それでは、まずコミュ

ニティプラザの市民活動支援課のご答弁

をいただいておりますけれども、運営に

対して非常にこれから事務処理と受付は

じめ、設立すべてに対する手続を網羅し

ていただくことになりますので、大変事

務量も多いかとは思いますけれどもしっ

かりとお取り組みをいただいて、不適切

なＮＰＯ法人の設立のないように、くれ

ぐれも監督責任を果たしていただきます

ようにお願い申し上げますとともに、今

回本市におけるＮＰＯ法人の窓口が、大

阪府からの権限移譲によってですけれど

も明確になりましたので、市民の活動支

援課としてＮＰＯ法人との市民の皆さん

の活動が大いに活性化するように十分役

割を果たしていただけますように頑張っ

ていただきたいと思いますので、要望と

しておきます。

　次に、防犯灯事業についてですけれど

も、現在電気代についてＬＥＤ仕様につ

いては関電のほうからもう少し安くする

ように対策をとってみようというような

状況だというふうにご答弁をいただきま

したので、もう少し様子を見させていた

だきたいというようなご答弁でしたけれ

ども、体制的にきちんと検証ができるよ

うになるまでということではなくて、取

りかえた時点から２０ワットと変わらな

いＬＥＤの電気使用料が変わっていった

段階も含めて、推移をきちっと後で検証

ができるようにはしといていただきたい

なというふうに思いますし、カバーのほ

うの助成につきましては、地域活性化事

業費用の活用で、その防犯灯もその中に

含むという、大分もう年数も経っておる

ことだと思うんですね。

　もう地域活性化事業費用を活用してと

いうのは、ほかのことにいろいろ適用さ
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れてたりしますと、やはりひっくるめて

という感じになりますので、防犯灯は防

犯灯でやはり支給をされてると、その中

に含めてという考えになりづらい場合も

あるかなというふうに思うんですね。も

うずっとその地域で長年自治会長さんを

しておられる方もあれば、また新しくで

きた区域内で新任でされる方もあります

し、こういった点については説明もきち

んとその都度していただくということと、

やはり自治会への全体とはいいませんけ

どもこの地域活性化事業の費用を充当し

てほしいんだというような話で進んでい

ますということでしたら、そういった説

明も加えながらもやっぱり一部助成につ

いての考え方というもの、検討していた

だきたいなというふうに思います。地域

の方も負担はするという思いでいらっしゃ

ると思いますのでね。自治会の役員の方

も何が何でもということではないと思う

んです。ただ、じゃあ丸々全額お願いし

ますということではなくて、やっぱり少

しでも地域活動に貢献をしていただいて

いるという観点から、一部でも助成をし

ていただけるようにぜひご検討していた

だくようお願いし、要望としております

のでよろしくお願いいたします。

　コミュニティプラザの施設の予約につ

きましては、お答えいただきましたよう

に市民の皆さんが本当に利用しやすいよ

うにと、これからも図っていきたいとい

うふうにご答弁をいただきました。こう

いった１回で施設利用の手続ができるよ

うにというふうに心を配っていってあげ

ていただくというのが市民サービスの大

切な部分ではないかというふうに思いま

すので、今後ともしっかりと取り組んで

いただきたいと思います。

　また、あわせてテナントにつきまして

は、一日も市民の皆さんからは、今もご

努力をいただいてるというご答弁でした

けれども、やっぱり早く出店をしていた

だきたいなということが、要望の声が寄

せられておりますし、また、もう一方で

は、できるだけ市民ニーズに応えていた

だけるようなテナントの誘致も図ってい

ただけないかなというふうには、要望の

声が上がってます。

　例えば、ファストフードのお店なんか

もやはりどうしても今要望の声も多い状

況ですので、そういったところも含めて、

現状今ご答弁をいただいておりますので

その旨で進んでいただきたいと思います

けれども、そういった市民の皆さんのニー

ズもあるということで、やっぱり市民の

皆さんのニーズにしっかりと耳を傾けて

いただいた上で取り組みを続けていただ

いて、一日も早いテナントの出店、開店

が実施されるように努めていただきたい

と思いますので、要望といたします。

　あと、地域経済活性化の事業の２４年

度からの取り組みですよね。まだ、２３

年度これからスタートするところなので

何も考えていらっしゃらないということ

はないと思うんですけれども、２４年度

からどんなふうに取り組んでいきたいと

思っていただいてるのか、お聞かせをい

ただけたらありがたいなと思います。

　あと、障害者福祉の権利擁護の件につ

いてなんですけれども、今回また三期が

策定されるということで委託料を計上さ

れてるんですけれども、２４年から２６

年の第３期につきましてもしっかりと取

り組みをしていただきたいということと、

私のほうで一つ感じた取り組みをしてい

るところがありましたのでご紹介をした

いと思うんですが、横浜市で障害者の後

見的支援センターというものを創設をさ

れておりまして、障害者の方を地域で支

える後見的支援仕組みづくりというもの
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をしていらっしゃいます。昨年１０月に

横浜市が将来にわたる安心施策の大きな

柱の一つとして障害者を地域で支える後

見的支援制度を創設ということで、こう

いった取り組みがなされておりましたの

で目を引きました。

　成年後見制度とあわせて、先ほども成

年後見制度があるんですというお話があ

りましたけれども、それとあわせて、ご

両親亡き後も障害者の方が安心して地域

で暮らし続けるための仕組みづくりをやっ

ていこうと乗り出されたということで、

具体的には区を担当する後見的支援の運

営法人を拠点として、だから支援の運営

法人というものが拠点になってるんです

けれども、本人さんの日常生活を身近で

見守る安心キーパー、この名前はこちら

のお名前ですけども、名称は安心キーパー

とか、また定期訪問などをしていただき、

本人の状況把握を行う安心サポーターと

か、全体的な支援計画をつくってそれを

推進する安心マネジャーなどを配置をし

ているという状況の中で、三者が連携し

ながら見守りや支援活動に取り組むとい

うことを実施をされるということで、親

御さんが現在ご健在ででも、先行きが見

えるというこういった制度に対してほん

とに大きな安堵感を持って受け入れられ

ているということでございますので、安

心キーパーということについて、本市に

おいても地域で実効性のある後見的支援

の仕組みをつくっていく必要があると思

いますし、これは市の大きさの違いとか

いろんなことがありますので、できる、

できないということはあると思うんです

けれども、やっぱりその運営法人の設立

等に力を尽くして地域の協力を得ていっ

て、障害者の方が地域で暮らしていくこ

とがほんとにできるような体制づくりを

目指しているということがとても大事で

はないかなというふうに思いました。

　この第２期の摂津市の障害福祉計画の

中に、基本理念と地域生活への移行の目

標の中で、だれもがその人らしく安心し

て暮らせる自立支援と共生のまちづくり、

また、地域生活移行や就労支援との新た

な課題に対応した自立支援システムの構

築とか、障害のある方の自己決定・自己

選択の尊重、また、精神障害の方を含む

三障害の総合的な支援というのが掲げら

れておりまして、その次のページには、

やはり障害のある方に対しても、やはり

ノーマライゼーションとリハビリテーショ

ンの理念のもとに障害の種別、程度を問

わず、障害のある方がみずからその居住

する場所やサービスを選択し、その必要

とする障害福祉サービスやその他の支援

を受けつつ、自立と社会参加の実現を図っ

ていくために、第２期この計画である中

でこのように文章として上がっているわ

けですね。

　こういった文言を読むにつけ、やはり

本市においても、またこれ３期ができる

と、現場での支援体制というのは、なか

なかほんとに数少ないボランティアの方

ですとか、そういった施設の方々が担っ

ていらっしゃると。やっぱりそういった

段々高齢化もしていく社会現状の中であっ

て、やはり行政がしっかりと背後から支

えていってあげなければこういった制度

というのがほんとに確立もしないし、持

ち続けていくこともできないというふう

に強く感じましたので、今回こういった

記事を紹介させていただきました。

　この第３期の策定においても、成年後

見制度ももう既にちゃんと見すえてるん

ですよというご答弁いただいております

けれども、この障害者の後見的支援の仕

組みづくりというもの、しっかりと運営

法人を創設するというところ、やっぱり
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目標に据えるということがとても大事だ

と思いますので、形はさまざまな形を皆

さんでしっかりと考えていただいて、こ

の最後のところに推進計画に向けた摂津

市の障害者施策推進協議会の方のコメン

トというのが収録をされていまして、計

画は市民参加、市民とともに障害福祉の

保障のために各般にわたる現況分析と施

策について提示していると。いわば障害

施策についての市民の共感と連帯、情報

化が計画具現の前提となる。このための

自治体としての取り組みはさらに明確に

する必要があると。

　また、障害福祉施策の具体化にはさま

ざなバリアが存在する。多くの改革、是

正も見られる障害者サービスの現実も幅

広く存在してると。この解消のための市

民啓発、教育、広報についてもこの計画

の中でさらに強化するプログラムが望ま

れる、というふうに記載をされておりま

す。

　しっかりと地域の中でこういった施策

が反映していくように行政としては取り

組みをしていただきたいなと思いますの

で、要望としておきます。よろしくお願

いいたします。

　あと、生活保護のほうですけれども、

今人数と世帯数をお聞かせいただきまし

た。

　かなり生活支援課のほうとされまして

も、努力をしていらっしゃると思います

けれども、この現状社会情勢もあります

し、また、今後高齢化に伴う今問題となっ

ております無年金者、年金受給できない

人たち等々の、また、自分がかけている

年金の現状を全く知らない、あるいは、

わからないという人もいらっしゃいます

ので、そういった方の増加ということが

今後非常に懸念されますので、今回の施

策を打たれたということは大変一片とし

てはよかったんじゃないかと思っており

ますけれども、ただ、保護費という扶助

費につきましては、財政的にもかなりの

ウエートを占めているので、この現状を

考えますとやっぱり財政的に非常に大変

だと、もうちょっと手を差し伸べたいと

いう施策もやはり切り詰めながらの現状

の中ですので、かといってやはり生活に

困窮し、明日の生活もほんとにどうして

いいかわからないという方を、またこの

方を切り捨てるということもとてもでき

ることではありませんので、やっぱりそ

ういったことにしっかりと取り組みつつ

も、財政的にかなりのウエートを占めて

いることを解消していく上においても、

今ご答弁にもありましたようにやっぱり

自立支援の指導強化のための体制づくり

というものを具体的にもっと進めていく

必要もあるのではないかなというふうに

思います。

　現状でしたら、なかなか現状の、私も

たまに一緒させていただいて、どういっ

たお話をされてるか、状況的にお聞かせ

をいただいたりするときがあるんですけ

れども、やっぱり一人一人の方の状況を

聞くということはもう非常に個人として

も時間がかかるものだなというふうに思

いますし、生活支援課のほうでご説明を

いただいてる方が終わったらまた来てく

ださいねという状況でしても、やっぱり

かなりの時間を要してますので、一人一

人の方に対応されている時間と、また日

常こなさないといけない業務をケースワー

カーの皆さんお持ちだと思いますので、

やっぱりこの相談業務というものをいま

少し軽減されるような形で人員の補てん

をされたと思いますけれども、やっぱり

充実した業務への取り組みが図られてい

くには摂津市全体として、庁舎全体とし

て増員体制についても暫定的にでも職員
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の増員体制を全体感に立って、経費削減

の一つの方途としてやはり視野に入れて

考える必要があるんじゃないかなという

ふうに思います。

　今、一番どんどんどんどん負荷がかかっ

ていってる一つの課であると思いますの

で、行政としても全体感に立った上で職

員の体制というものをしっかりと考えて

あげていただきたいと。そして、充実し

た業務で、自立支援をしっかりとしていっ

て、きちんとした形になるようにしていっ

ていただきたいなと思いますので、今後

ともよろしくお願いいたします。要望と

いたします。

　先ほど、ごみ減量推進員さんの件なん

ですけれども、こちらにつきましては、

要望が出ているということで聞いていた

だいているような状況だというふうにご

答弁をいただきましたので、ぜひご検討

いただきたいと思います。

　また、この実施につきましては、ぜひ

自治会関係者の方々のさまざまな状況の

ところもあると思いますので、ご意見も

しっかりと聞き取りをしていただいた上

で検討していただきたく、改良できるも

のでしたら要望の多い方向へとしっかり

と改良していただきたいなと思いますの

でよろしくお願いいたします。要望とし

ておきます。

　あと、産業振興課の２４年度の取り組

みについてお聞かせをいただいたらと思

いますので、よろしくお願いします。

○森内一蔵委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　それでは、２４年

度の商業施策についての取り組みという

ことでご答弁させていただきます。

　まず、先ほどご質問にありました商品

券の発行についてですが、現時点では３

回目を成功させることを重要と考えてお

りまして、まだ４回目につきましては未

定ではございますが、今後につきまして

は、社会状況を見据えながら検討してま

いりたいと考えております。

　また、そのほかの商工施策につきまし

ては、先ほどもご答弁させていただきま

した銘木団地の活性化、また、従前から

行っております市内商業者とのイベント

の支援という形で、市内全体の活性化、

また、企業立地等促進条例に関わる事業

所の活性化も含めて取り組んでまいりた

いと考えております。

○森内一蔵委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　２４年度については、

ことしをまず３回目、第３弾としてまた

プレミアムセッピィ商品券については継

続していただけるかどうかということ、

検証の上またお考えいただけることかと

思いますけれども、やはり３年間てこ入

れという形で弱者救済の観点と、やはり

地域経済活性化という両方の視点からセッ

ピィ商品券を２０％のプレミアムで発行

していただいて、今回さまざまな財政状

況の中で１０％での発行ということをお

聞きしておりますけれども、やっぱり底

上げについては新しい、２０％が１０％

に下がったということでちょっとやっぱ

り来年度はどうなるんだろうかという危

惧を持たれる方もいらっしゃるし、皆さ

んの関心の集まるところではないかなと

思います。

　私自身もやはり地域活性化ということ

を、ほんとに大切なことであると思いま

すし、何とかならないかなということで

いろんなところに視察に行くよりも、今

資料もいっぱいインターネット等々で見

ることもできると思いましたので、それ

なりにアンテナをはっておりましたとこ

ろ、先日、人口は１２万２，０００人ぐ

らいですので、摂津より約１．５倍ない

ですね、１．４倍ぐらいですかね。それ
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ぐらいの地域のところで、他市なんです

けれども、こちらのほうで先ほど山崎委

員のほうがこのリフォームの助成という

ことでおっしゃってたんですけれども、

これ少し違ってまして、こういうのがあ

るんですね。

　住宅リフォームと新築に使えるプレミ

アム付きの建設券というのがありまして、

ご存じかもしれませんが、１０％のプレ

ミアムをつけて、これは割り増しのプレ

ミアム建設券ということで発行して、こ

れは市内の商工会議所が発行するもので、

割り増し分の１０％を市が補助。１枚５

万円で１０％のプレミアムをつけ、５万

５，０００円の工賃に使える仕組みにし

ていると。額面にして総額４億４，００

０万円、８，０００枚を発行されたわけ

ですけれども、このうち、リフォーム向

けと、それから新築向けと分けておられ

て、リフォーム向けには額面を３億５，

７５０万、６，５００枚を用意して、こ

れはご自分が所有される、居住する住宅

について使える券でありまして、所有す

る敷地内で２０万以上の工事をする市民

の方が対象で、これは１世帯で１４枚、

７０万円まで購入できるとか、枠を決め

まして発行されております。また、新築

向けには１，５００枚、８，２５０万円

を用意して、市内での工事が条件で、建

売住宅の購入も対象に一世帯１００枚、

５００万円まで購入が可能というふうに、

細かく条件づけをして、プレミアム建設

券というのを北海道で発行されました。

　これは、市内の建設関連業者による登

録の受付をした上で、市民はこの登録業

者を通じて建設券の購入を申請をして、

その後郵送されてくる引換証を持って商

工会議所で購入し、工事代金支払い時に

利用するというそういう手順も踏んで、

市内の中で建設業というか、そういった

ことに関連する産業の活性化を目標とし

て取り組みが実現をしたというニュース

を見ました。

　これは、使用期限は発行から６か月以

内ということで規定はされておりまして、

市内の商工会議所と市内産業をしっかり

と活性化していく目的で発行されました。

市民と市内企業を守る経済また雇用対策

及び環境対策への取り組みの中で実現を

したというニュースも見ましたので、や

はり今摂津市内にある、やはり資産とも

いえる銘木団地等の取り組みを新事業展

開としてやっていきますというご答弁の

中には、新しい方向を目指しておられる

というのは、十分意気込みは感じており

ますので、必ずしも建設券を発行したら

どうだということではありませんけれど

も、意見の一つとして提案をさせていた

だきました。

　とにもかくにも、人口の増加もあわせ

て新しい角度と、また、新しい視野での

展開で産業振興、地域経済の活性化に取

り組んでいただきたいと思いますので、

今後の取り組みに期待をしていきたいな

というふうに思いますので、頑張ってい

ただきたいと思います。

　最後に１点だけ、要望だけなんですけ

れども、予防費の中で子宮頸がんの予防

ワクチン、今回国のほうからも施策の実

施がありましたので、取り組みを本市に

おいてもしていただいてるわけですけれ

ども、本市においてはがん予防施策に市

長がほんとにしっかりと取り組んでいく

という昨年のご発言をいただいて、こと

しはもうほんとに大きく前進をするよう

な形で取り組みの実施が打ち出しをされ

ておりますので、ほんとによかったなと

いう思いでいっぱいでございます。

　この子宮頸がんの予防ワクチンの予防

接種につきましては、費用等について１
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２１ページのほうに載ってるんですけれ

ども、これに関連して一つ要望として申

し上げたいことがあります。

　今回本会議におきまして、ワクチンの

危険性を懸念するような質問がございま

した。そこで、福永理事のほうからご答

弁もありましたけれども、安全性につい

て再度確認できればなというふうな思い

でおりましたら、一つの記事がございま

したのでそれをひとつ参考としていただ

ければと思いますし、再度安全性の確認

もできればなと。皆さんのその思いの中

で、大丈夫なんだなということがしっか

りと認識をしていただければなというふ

うに思いますので、読んでみたいと思い

ます。

　これは、社会保険の婦人科の腫瘍セン

ター長さんの記事なんですけれども、子

宮頸がんとは、ヒトパピローマウイルス、

ＨＰＶで感染するということは、皆さん

も、もう既にご承知のことだと思います

けれども、このＨＰＶの型には約１５０

種ありますが、がんの原因になる高リス

ク型約１５種、中でも１６型と１８型が

発がん性が高いため、ワクチンを接種し、

この二つへの感染を予防しますというこ

とで子宮頸がんワクチンが今採用されて

るわけですけれども、効果といいますの

はワクチンは３回接種します。それによ

り感染率は約７３％下がるとされていま

すと。定期検診をあわせて受けていれば、

見落としも減り、ほぼ１００％予防でき

ます。追加接種が必要になる場合もあり

ますが、一般に効果は２０年ぐらい持続

すると言われています。

　ワクチンの注射は痛いと聞きますがと

いうご意見については、かなり傷みます

と。筋肉注射ですし、薬の成分的にも痛

いのは事実です。中には失神する子や痛

みが２、３日続くこともあります。ただ、

インフルエンザの注射も痛いようにこの

ワクチンだから痛みや失神が起こるとい

うわけではありません。

　失神者が出ていることで副作用がある

と、そういうふうな意見を言うというお

医者さんがいらっしゃるようですけれど

も、ということにつきましては、２、３

日痛みが続いたり、体が多少だるくなる

ことはありますが、安全性を心配する必

要は全くありません。厚生労働省の調査

によると、失神した人は接種者４０万人

のうち十数人ですということで、これは

福永理事のほうからも本会議場でご答弁

いただいた人数でございますけれども、

ワクチンごとに若い女性が失神する頻度

を比較したデータはありませんけれども、

これぐらいの人数なら他のワクチンでも

あり得る現象ですと。

　一方で、お医者さんの側も、医師側も

失神させないような配慮が必要です。例

えば冷蔵庫から出したばかりのワクチン

は痛みが強いようなので注意すべきです。

また、接種後は１５分から３０分ゆっく

り休ませ、気分が悪くないか確認してか

ら帰すことも大切ですということで、子

宮頸がんによる死亡ということについて

は、死に至らなくても発病する人は多い

ですし、子宮を失う人も多くいます。ワ

クチン接種で７３％も防げるのですから、

大きな意義がありますというご意見が載っ

ておりました。

　ぜひ、子宮頸がんワクチンの接種の実

施につきましては、こういった詳しい内

容を知らないで、誤った認識を持ったり

とか、そういったことで風評被害的なも

のを受けて、子宮頸がんワクチンの接種

をためらわれたりすることがないように、

正しい情報がしっかりと伝わるように、

この副反応についても丁寧に、かつ、十

分な説明が行われるようにお願いしたい
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と思いますし、また、しっかりとこの取

り組みを進めていく中で、あわせて子宮

頸がんワクチン、だんだん知られてきま

したので、一般の特定年齢の方以外の方

も接種を子どもさんにさせたいと、また、

お父さん方がうちに子どもがいるけれど

もといって非常に関心が高くなりました。

　こういったことにつきましても、本市

としてはやはり接種へと、今回特定年齢

接種を進めていただいておりますけれど

も、今後的には任意接種ということです

ので、余計のことなかなか自分から進ん

でというケースは難しい状況のところも

ありますので、こういった状況を考慮の

上、また一部でも助成をしていただけま

すように、そういった施策を視野に入れ

た展開と、またこのがん予防の構築にしっ

かりと取り組みをいただきたいと思いま

す。

　以上で終わります。

○森内一蔵委員長　ほかに。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　それでは、議案第９

号からお聞かせをいただきたいと思いま

す。２点お聞きをしたいと思います。

　１点目でございますが、民生費国庫負

担金におけます障害者自立支援給付費等

負担金であります。内容といたしまして

は１，５３０万円の減額ということで、

相当な減額になってると思うんですが、

これはどのような内容であるのか。また、

これを受けて担当課としてどのようにお

考えであるのか、まずこの点をお聞きを

したいと思います。

　それと、府補助金、グループホーム等

機能強化支援事業補助金であります。全

額を返還ということで、ご説明いただい

たと思うんですけれども、こういった現

状を、これも同じでございまして、どの

ように精査をして、２３年度以降の中で

生かしていこうとされておられるのか、

この点につきましてまず２点、議案第９

号についてお聞かせいただきたいと思い

ます。

　続きましては、議案第１号に移ります。

　１点目といたしまして、市民活動支援

のことにつきまして、お聞きをしたいと

思います。一人でも多くの方が市民活動

に関わっていただくというような趣旨の

文言が市政方針の中でもうたわれていた

と思います。

　非常に大きな方向性が示されたわけな

んですけれども、現状どうなのかなと見

ていくと、地域の自治会への加入率も非

常に下がってるというような状況もあり

ますし、あるいは、これ所管が違うんで

すけれども、小学校でわくわく広場が展

開されてきたときに、最大のネックとし

て担い手がなかなか集まらないというよ

うなことがあったわけであります。

　そういうような状況を踏まえて、本当

に一人でも多くの方が市民活動に参画し

ていただけるような、これ大変に難しい

課題だと思うんですが、その点について

も、やはり今回の大きな２３年度の市政

運営の中での大きなテーマになってます

ので、しっかりとした方向性を持ってお

かないとあかんと思います。この点につ

いてお聞きをしたいと思います。

　それと、これはもう一つまた２３年度

の大きなテーマだと思うんですけれども、

環境でありまして、環境といったことを

この摂津市の中で広めていくための、や

はり最終的なところは市民の意識だろう

と思うんです。そこで環境教育、主要事

業の中でも触れておられますけれども、

どのように取り組んでいかれようとされ

ておられるのかお聞きをしたいと思いま

す。

　また、これは環境に関係することなん
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ですけれども、エコアクション２１なん

ですが、これ２３年度どのような形で進

めていかれるのか。また、事業を進める

中で数値目標等あるのであればお聞かせ

をいただければなというふうに思ってお

ります。ないのであれば、私はぜひつくっ

ていただきたいなと思っておるんですが、

この点をお聞きしたいと思います。

　それと、リサイクルプラザのことにつ

きましてもお聞きをしたいと思います。

　弘委員が質問されていたのかなと思い

ますが、これを踏まえて今後どのような

形で中間処理を行っていくのか、ぜひこ

の際にお聞きをしたいということが一つ

と。上村センター長が答弁の中でおっしゃっ

ておられたんですけれども、ごみ処理の

広域化ということを触れておられました。

これが実際にその話が進んでいるのか、

あるいは、これからこうあるべきだろう

とお考えなのかよくわかりませんが、ご

みの広域化ということについてどのよう

にお考えであるのか、もししていくとい

うのであればその中で摂津市が果たすべ

き役割といったものが必ずあるはずであ

りますので、その点についてもお聞きを

したいと思います。

　続きまして、以前、民生常任委員会の

中でもお聞かせいただいたんですが、市

立の集会所を使って今までファミリーサ

ポートセンターが担っていったような機

能をできないかということを、以前お聞

かせいただきました。今回の代表質問の

中で、三好議員が集会所を使って高齢者

の方の福祉というようなことをできない

かというようなお話があったわけであり

ます。

　私は、集会所の中で地域の高齢者の方

にも来ていただいて、また、子どもにも

来ていただいて、地域で子どもを育てて

いくというか、そういった輪が広がって

いくといったことが非常に大きな効果を

生むだろうと思ってますし、そういう関

係であるんだろうと思ってます。

　集会所の統廃合ということも、副市長

が、これは検討していかないかんといっ

たことを本会議の答弁の中でおっしゃっ

ておられたと思うんですが、やはりこの

集会所が非常に多く地域に点在してると

いった、その利点を生かして、そういっ

たサービスができないものなのかなと思っ

てるんですが、２３年度どのようなお考

えであるのか、ぜひお聞かせいただきた

いと思います。

　それと、先ほど本保委員が子宮頸がん

予防ワクチンのことについておっしゃっ

ておられました。私はですね、どう考え

てもなかなか、例えば一人の親と考えた

場合にこのワクチンを子どもに打たせよ

うと思わんのですね。何かというと、確

かに安全性があることはあるとおっしゃ

るかもしれませんが、本当にそうなのか

と、よくわからない。いまだによくわか

らない。

　大事なことはワクチンといったものは、

必ず副作用があるんだということだと思

うんです。要は、厚生労働省が薬を認証

して、また、市町村も公費助成をして、

これはがんに効くんですよと言われたら、

だれでも打ちたいと思うと思うんですが、

しかし、メリットだけではなくて、しっ

かり副作用というかデメリットまでしっ

かりと説明した中で、その中で選んでい

くというのであればいいと思うんですが、

ほんとにそこがしっかりと説明されてい

るのか、私は甚だ疑問でありますし、こ

の点まずどのようにお考えであるのか。

　また、実際に医療機関の中でどのよう

な感じで取り組まれているのかお聞きを

したいと思いますし、ヒブワクチンであ

りますとか、あるいは、肺炎球菌のワク
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チンについても、５例でしたか、死亡例

があって、一部見合わせるというような

ことになってるわけであります。本当に

厚生労働省の対応がどうなのかなと思う

わけなんでありますが、この点について

今後どのように行政として医療機関に対

応されていかれるのか、ぜひお聞きをし

たいと思っております。

　最後になりますけれども、指定管理者

のことについてお聞かせをいただきたい

と思います。

　指定管理者の中で確か市長が代表になっ

てるという例があったと思うんです。具

体的にいいますと、保健センターと社会

福祉事業団だったと思うんですが、そこ

は会長であり、理事長を新たに任命して

いくというような方向性が示されたと思

うんですが、今の現状はどのようになっ

ておられるのか、お聞かせいただきたい

と思います。

　１回目は、以上です。

○森内一蔵委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　障害福祉課に係り

ます給付費の負担金の件と、グループホー

ムの機能強化支援事業の補助金の件に関

してお答えさせていただきます。

　平成２２年度の４月から介護給付費に

関しましては、非課税世帯の方に関しま

して利用料が無料という状況を国が示し

まして、以前、自立支援法になる前の支

援費のときに、措置から支援費になった

ときに、非常に利用者がふえて、２割か

ら３割ということで、予算がなかなか国

も組めなかったというような状況もござ

いまして、今回今までずっと利用料に関

しましては暫時減ってきた経過がござい

ますけれども、利用料ひと月１，５００

円が無料になったということでちょっと

給付費の伸びが見られるのではないかな

ということで、一定予算のほうを組ませ

ていただいたということで、結果として

やはりそれほどの、利用が無料というこ

ともありましたけれども、給付費のほう

はふえなかったということで今回こうい

う形で補正させていただいております。

　次に、グループホームの機能強化支援

事業補助金に関しましては、府の単独補

助でございまして、グループホームが運

営されるに当たって、２１年度の給付費

の改正があるまでは赤字という状況がやっ

ぱり多くの事業所の中で続いてたんです

けれども、２１年度の実態調査の結果、

グループホームの給付費の加算状況を国

が一定認めまして、プラスになる、黒字

になる事業所のほうが非常に多くなった

というような経過と、市内の事業所のほ

うも確認させていただいたところ、やっ

ぱり実態どおり黒字になってるというよ

うな経過で、補助金のほうは廃止ととも

に府の状況にあわせまして市のほうも予

算計上させていただきましたけれども、

執行せずに今回返還という形をさせてい

ただいております。

○森内一蔵委員長　佐藤部長。

○佐藤保健福祉部長　ご質問いただきま

した指定管理者に関しては、私のほうか

ら答弁をさせていただきます。

　保健福祉部の所管の指定管理者、施設

の中で市立の保健センター、これは財団

法人摂津市保健センターが指定管理を受

けておりますし、この財団につきまして

は、森山市長が会長というふうな形になっ

ております。

　また、ふれあいの里、それから、障害

児童センター、第１児童センター、これ

らの市立の施設につきましては、摂津市

社会福祉事業団が指定管理を受けており

まして、この事業団につきましては、代

表者が市長であるというふうな形になっ

とるわけでございますが、これはこれま
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での中でも業務を委託している市、それ

と受けてる法人、これが法制的には別な

法人格というようなことでございますが、

代表者が同一人物であるという部分で、

課題として受けとめてきておりまして、

これについての一定のどういう形で解決

するのかということで内部的にも協議を

進めてきておるところでございますが、

市長のほうの意向としても、一定区切り

のいいときに交代をということで承って

おりまして、一般的に区切りのいいとき

という形になりますと年度替わりという

ふうなことになろうかと思うんですが、

実際の細部の詰めをやってる中では、特

に事業団につきましては、理事長は摂津

市長とするという定款を置いております

ので、理事長交代をするというふうなこ

とになると定款の変更をしなければ理事

長交代ができないというような状況があ

りまして、それで定款変更しようと思う

と評議員会を開催し、理事会を開催しと

いうことで定款の変更の議決をいただき、

これは大阪府の一定認証を得た上で法務

局の登記をやりかえなあかんと、そうい

うような手続を経た上でというような条

件がつきますので、そういうようなこと

も含めてなかなかちょうど年度末の切り

のいいときというようなことでいかない

部分もありますが、これは大きな課題だ

という認識をいたしておりまして、でき

るだけ速やかに一定の形をお出しできる

ように現在努めておるところでございま

すので、ご理解を賜りたいと思います。

○森内一蔵委員長　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　それでは、市

民活動に関しますご質問にお答え申し上

げます。

　市民活動といいますときに、あらゆる

活動を含めていう場合もございます。ま

た、我々一般狭義的に公益的な市民活動

という言い方をするときもございます。

継続的に地域の課題や社会的問題の解決

のために取り組み、市民が自主的・自発

的に行う営利を目的としない活動という

言い方をすることもあります。

　これらのことにつきましては、新年度

ガイドライン策定という方向性も示して

おります。この取り組みにつきましては、

政策推進課のほうで協働の枠組みが検討

されます中で、同時に市民活動支援の検

討も行ってまいるものでございます。

　何よりも各団体の活動が見える形にし

ていくのも必要なことだと考えておりま

す。必要な情報を総合的に収集して、効

果的な情報を発信する体制も、これは待

たずに取り組める課題だと考えておりま

す。

　そういった中で、各取り組みがだんだ

ん広がっていくことを期待するものでご

ざいます。

○森内一蔵委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　ワクチン接種に

関わります副反応の件につきましてのご

答弁をさせていただきます。

　委員ご指摘のように、ワクチン接種そ

のもの、これは健康な人に打って、免疫

力を高めるということでございますので、

当然その免疫力を高める過程によって、

大なり小なりといいますか、副反応が起

こるというのは当然ゼロではないという

ことがあります。デメリットといいます

か、そういう危険性がワクチン接種には

定期の予防接種でもつきものというのが、

やっぱり我々十分認識をしなければなら

ないということであります。

　委員ご指摘のように、やっぱりしっか

りとワクチンに関する知識を保護者なり、

被接種者が持っていただきまして、理解

のもとで接種をしていただくというのが、

そういう環境を提供するというのが我々
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の一番大事な任務、業務だと思っており

ます。

　今回、肺炎球菌とヒブにつきましては、

ご案内のとおりきょうもお昼のネットで

１件また不幸な出来事が、副反応で死亡

したと。因果関係と言いますか、その関

係につきましてはまだ調査中ということ

でございますけれども、既に６件目とい

うことで、これについては見合わせとい

うことでございます。

　それで、子宮頸がんワクチンにつきま

しては、今まで死亡例はないというふう

なこともございます。それと、予防接種

部会での提言も受けまして、これについ

ては当初の予定どおり接種を進めていく、

これに対して公費助成をするというよう

なことについては、変わりはございませ

ん。

　それで、この３月２５日でございます

けれども、この子宮頸がんワクチン接種

につきましては、医師会の先生方に集まっ

ていただきまして、十分な行政からの情

報提供をさせていただいて、問診票の様

式もお示しをさせていただいて、被接種

者にご理解をいただくような内容に、医

師会とも協議しながら取り組んでいきた

いというふうに考えております。

　それと、やっぱり教育という中学校１

年生というのは標準的な接種年齢層でご

ざいますので、学校保健会ともご相談を

させていただかなければならないんです

けれども、我々保健部局としては、でき

ましたらＰＴＡのお集まりいただくよう

な場所に出向いて、十分説明をさせてい

ただくというふうなことも、取り組みの

中で今現在考えておるところでございま

す。

　いずれにしましても、十分な情報提供

に努めていきたいと考えております。

○森内一蔵委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　子育て支援や、

高齢者福祉におきまして、市立集会所の

活用についてどのように考えるかという

ことでのご質問でございますが、山崎委

員のご質問の際にも申し上げましたよう

に、地域福祉活動拠点については中学校

区ごとの整備、将来的には小学校区ごと

の整備というふうに考えておりますが、

その一方でもっと身近な場所で、高齢者

や子育て中の保護者など地域の住民の方

が気楽に立ち寄れる場所が必要というこ

とについては、十分認識をいたしており

ます。福祉サイドといたしましても、そ

の点からいいまして、当然市立集会所の

活用が検討課題になってくるというふう

には考えております。

　福祉サイドといたしましては、２３年

度につきましても介護予防教室を市内の

二つの集会所を地元自治会のご了解も得

て、活用させていただきたいというふう

に考えております。

　今後、集会所の活用を考える場合、二

つの観点からの検討が必要というふうに

思います。一つは、施設としての集会所

という面で、これは当然バリアフリー化

など、あるいは広さなどの問題で使い勝

手の問題があるかというふうに思います。

　もう一つは、集会所が地元の自治会の

もとで運営をされてということと、あと、

今、提案をされているようないろいろな

子育てや高齢者の福祉の事業については、

地域住民が主体となって取り組んでいた

だく事業だというふうに思いますので、

そのあたりの事業の担い手さんがまだま

だ十分な形で地域にはいらっしゃらない

というのが一方の現状としてあると思い

ますので、特に福祉サイドといたしまし

ては、活動の担い手をどのように育成し

ていくかということが、非常に大きな課

題かなというふうに考えております。
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○森内一蔵委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　環境業務課に関わ

りますご質問にお答えさせていただきま

す。

　まず、環境教育でございますが、市内

全域の小学生を対象に摂津市の環境セン

ターの施設見学、また、環境美化ポスター

コンクールの開催、環境教育用冊子の作

成、リサイクル工作などを実施しており

まして、こうした活動を継続していく予

定としております。

　また、全小学校の給食調理のくずや食

べ残し、これの堆肥化を活用した子ども

たちへの「もったいない」の意識づくり

を検討してまいります。

　また、各種イベント時に出展ブースを

環境ブースの出店ですね、これと、市民

に環境問題に対して興味を持ってもらう

ためのライフスタイルの見直し、環境問

題への積極的な取り組みについて親子で

参加できる機会をふやしていきたいと、

そういうふうな催し物を考えております。

　あと、もう一つは出前講座を考えてお

ります。

　それと、次はエコアクション２１でご

ざいますが、まずは環境センター、環境

業務課、リサイクルプラザにおきまして、

三つの環境に関わる職場において、平成

２０年にエコアクション２１の認証取得

を行っておりまして、今年度３月にエコ

アクション２１の更新を受けます。その

中で、数値といいますか、光熱水費等２

００６年度を基準とした分で１％減にな

るように数値目標は定められております。

　それと、エコアクション２１認証取得

助成事業のほうですが、こちらにつきま

しては昨年度から助成事業のほうを行っ

ておりまして、２１年度がエコアクショ

ンスクールというのを行っておりまして、

参加事業は２１年度が７件、昨年がちょっ

と少なくて１件ということでちょっと申

しわけないんですけども、その中で２年

にわたってですが補助はやはり取得がちょっ

と難しいこともありまして、ゼロ件になっ

ております。

　今年度につきましては、早くから事業

者に周知を行って補助のほう頑張ってい

きたいと考えております。

　それと、リサイクルプラザですが、今

後どのような中間処理施設になっていく

かについてでございますが、本市単独で

行いますと大型不燃ごみの破砕施設等当

初の基本計画に従った施設となっていく

と考えておりますが、先ほどおっしゃっ

ておられました広域化を含めていきます

と、近隣各市の広域化を考えますと、本

市焼却炉が平成３５年ぐらいに焼却炉が

使えなくなると。その後の焼却炉が現在

まだ未定、全く計画が立てていない状態

になっておりますので、それを考えます

と、近隣各市と広域化というのも考えら

れるかなという話もありますので、それ

をいいますと、本市の場合でしたら、資

源のリサイクル施設としての機能を持た

して、リサイクルプラザのほうですが資

源のリサイクルを目指して今後計画を進

めていくのも一つかなというふうには考

えております。

○森内一蔵委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　まず、議案第９号に

つきましては、ご説明いただきましてよ

くわかりました。ちょっと私は懸念しとっ

たんですね。いわゆる自立支援が始まっ

て、ほんまに受けようと思ってるんだけ

れども、利用抑制が働いておったりとか、

グループホーム自体がうまいこと機能し

てないんじゃないかなとかいうようなこ

とを危惧しておったんですけれども、ご

説明いただきまして、よくわかりました。

　しっかりと取り組んでいただきたいと
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思いますし、実際に利用される方の実態

といったものも引き続き調査を、把握を

していただきたいなということで要望と

したいと思います。

　続きまして、議案第１号に移りますが、

市民活動の支援でございます。答弁いた

だきました。ガイドラインを作成して、

市民活動といったもの一回整理していこ

うと。また、団体の情報を発信をしてい

こうというお話でありまして、それは非

常に大事な話だなと思うんですが、一方

で、実際に市民の方に参画をしていただ

かなあかんわけでありますから、そこの

意識をいかに高めていくのかというとこ

ろだと思うんですね。

　要は、何をしてるかわからないから参

加しないのか、そこのところをもう一度

よくよく考えた中でやっていかなあかん

と。要は市政方針の中でも、２３年度大

きなテーマやとうたってるわけですから、

それだけで終わったらどうなのかなとい

う気もします。

　ぜひ、しっかりと市民意識の高揚とい

うことも取り組んでいただきますように、

本当にこれ内容のあるものとしてね。た

だ、啓発しましたというだけじゃなくて、

ほんとに多くの方が参加・参画したとい

うようなことが結果として見えてこなあ

かんと思いますので、そのことぜひお願

いをしときたいなというふうに思います。

　続きまして、環境教育のことについて

であります。

　小学生を対象に環境センターの見学で

あるとか、リサイクル工作等を行ってい

くというようなお話もいただきましたし、

また、親子でいろいろと体験学習をした

りとか、出前講座をするというようなお

話でございました。

　その中で、もったいないという精神を

やはり養っていくんだというようなお話

があったんですが、以前この民生常任委

員会の中でもご質問させていただきまし

たけれども、学校の中で食べてもいない

パンをそのまま捨てるとかいうような実

態があるわけですよね。恐らくそこは多

分今も変わってないと思うんですよ。で、

これは理由はわかるんですね。給食で出

て、それを持って帰って、夜に家で食べ

て、仮に食中毒になったときに何が原因

やったんかと。本当に昼の給食のパンで

あったのか、あるいは夜に家で食べた物

だったかわからないからという、恐らく

そこら辺のことも働いてそういうことし

てないと思うんですけれども、そういう

ことをしときながら、もったいないの気

持ちを植えつけていくのはこれ無理があ

るやろなというふうに思うんです。

　要は、本当に環境教育といったものを

すぱっとやっていこうとなると、相当な

整理がいるんちゃうんかなと思いますし、

今やってることをもう一度整理せなあか

んのちゃうかなと。これは、学校側との

協議といったこともあるのかなと思いま

すが、人間基礎教育という本市が掲げる

非常に大きなまちづくりの方針の中でも、

節約であるとかうたわれてるわけであり

ますので、そこらへんはしっかりと取り

組んでいただきたいなということで、副

市長もおられますので、強くお願いした

いなというふうに思います。

　エコアクション２１の件でございます。

　環境センターであるとか、リサイクル

プラザ等が取得をされて、これ３月に更

新されると。その際の数値目標はよくわ

かりました。要は、市内の事業所にどう

広めていくのかというところが、やはり

課題であると、それは担当課もそのよう

につかんでおられると思うんですね。

　その中で、実際にエコアクションスクー

ルに来られた事業所が２１年度で７件と、
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２２年度は１件ということで、これ非常

にやっぱり少ないなと思うんです。これ

何かなと考えていくと、要はエコアクショ

ン２１を取得をすることに対する補助、

それはええと思うんですが、取った後に

何らかのやはりインセンティブが働くと

いうことにしていかないと、私はこれ広

まっていかないと思うんですね。例えば、

公共事業を発注する際に入札しますわね。

そのときにその事業所がエコアクション

２１をとってるかどうなのかといったこ

とを勘案していくといったことも、私は

広げていく一つの方法なのかなと思って

ます。

　これは産業振興とも関係してくること

なので、できれば副市長、そこら辺のこ

と総合的にどのようにお考えなのか、１

点お聞かせをいただきたいなと思います

のでよろしくお願いしたいと思います。

　続きまして、リサイクルプラザの件で

あります。単独でいくのであれば、１０

年前の基本計画のとおりにいくであろう

というお話でありましたが、しかし、平

成３５年に焼却炉が使えなくなるという

状況を踏まえていったときに、やはり私

はごみ処理の広域化といったことは念頭

に置いとかなあかんやろなと思ってます。

　そうなってきたときに、やはり摂津市

が広域化の中でどういった役割を担える

のかなといったことはしっかり見とかな

あかんと思いますし、そういうことを念

頭に置きながら、やはりリサイクルプラ

ザももう一度構想していくといったとこ

ろが求められてくるんだろうなと思って

ます。

　そういうこともしっかりと基本設計す

るわけですから、そこら辺のこともしっ

かりと念頭においた中でぜひ行っていた

だきたいなということで、これも要望と

して申し上げたいと思います。

　続きまして、市立の集会所のお話でご

ざいます。

　やはり担い手の確保ということが問題

やということで、これは市民活動とも関

係してくるのかなと思いますけど、結局

そこへ行きつくんかなという気がしてま

すが、ただ、私は市立の集会所の場合は、

やっぱり物すごく身近にあるわけですよ

ね。

　実際、地域のご高齢の方もおられて、

地域の中で子どもを本当にかわいがって

おられる方もたくさんおられます。自分

の子どもやなくて、地域のお子さんを非

常にかわいがっておられる方もたくさん

おられまして、そういった方のご協力を

いただくということは、私はそこまで大

きな障害があるのかなというのは、わか

りません。

　その前から、できない理由を考えてい

くとなかなかできないと思うんですけれ

ども、実際そういう方向でいってみると

いう中で進み出していくと、私はこれは

案外軌道に乗ってくるんじゃないのかな

というふうにも思っておりますので、ぜ

ひこれは進めていただきたいなと。市立

の集会所を使って、高齢者の方にも来て

いただいて、また、子どもを見守るとい

うか、そこで子どもの面倒を見ていくと

いうか、そういったこともできるような

機能といったことについても前向きにご

検討いただきたいなというふうに思いま

す。要望でお願いしたいと思います。

　それと、ワクチンの話であります。

　副反応はあるんだということで、そこ

やと思うんですね。絶対念頭においとか

なあかんのは、厚生労働省が承認をして、

また、摂津市が全額でないにせよ、補助

してるということになると、これは安全

だよといったことをある意味保証してる

ようなものなんですよ。そういう状況の
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中で副反応があるといったことも伝えな

かった。いざですよ、確かにヒブワクチ

ンでありますとか、肺炎球菌の話、先ほ

ど参事からご答弁いただきまして、６例

目が出たというお話で、確かに多くの中

の６例かもしれませんが、そういったこ

とが摂津市で出た場合に、果たして本当

に説明してたんかと、だれがどう責任を

とってくれるんやという話になってくる

わけでありますから、これは本当に慎重

に取り組まなあかんなというふうに思い

ます。

　子宮頸がんについても、死亡した例は

ないというようなお話でありますけれど

も、しかし、非常に大きな副作用がある

んじゃないかと、関節炎をはじめとして

ね。そういったお話も、やっぱりあるわ

けで、そういう状況の中でほんとに安心

をして、大丈夫ですよと薦められるんか

と、ほんとにそんなことをできるような

体制なのかな。現状なのかなと。それだ

けの材料になるのかなと、よくわからな

い。

　やはり、そこら辺の中でもしこれをやっ

ていくというんであれば、大丈夫なんで

すよといったこと、データを示していた

だきたいと、私は思うんです。じゃない

と、なかなか進めてくださいと私はよう

言いません。ですので、慎重に進めてい

ただきたいと思いますし、進めていくの

であれば、本当に大丈夫なんだといった

ことをしっかりと指し示していただくよ

うなデータをぜひ出していただきたいと、

これは強くお願いをしておきたいなと思

います。

　それと、最後になりますが、指定管理

者の件につきましては、よくわかりまし

た。特に事業団は、定款も変えていかな

いとあかんとなると、評議員の方にも集

まっていただいて、そして承認の中で理

事会を開かなあかんと。さらに、府の承

認をいただいた中で登記もせなあかんと

いうことになるんで、４月１日には間に

合わないだろうなと思います。本来であ

れば、４月１日から、代表が変わるといっ

たことが望ましいのかなと思うんですが、

ただ、そういう状況もよくわかりますの

で、これは私は焦ってもよくないと思い

ますので、本当に適任な方を選任してい

ただきますようによろしくお願いをした

いなというふうに思います。

　１点だけお願いしたいと思います。

○森内一蔵委員長　小野副市長。

○小野副市長　具体的にこの中身につい

て検討すると言えば簡単なことなんです

が、代表質問なり、明日も総務常任委員

会が開かれますし、ちょっと感じてるこ

とがございましてね。というのは、当委

員会でいうことじゃないんですが、もう

一度思い起こしていただきたいのは、２

２年１０月に出した中期財政見通しであ

ります。あのときに２７年度には完全に

歳入不足が起こるというふうに見てます。

したがって、そのまま税を膨らました予

算を組んだとしても、多分決算で赤字が

出るという見通しを立てました。

　それで、市長はトリプルパンチという

言い方をして申し上げました。基本的に

は、市たばこ税がもうないという現状の

中であります。

　さすれば、私はこの４月に、今いろい

ろ言われました、本保委員も山崎委員も

言われたその部分をどうやってそれをやっ

ていくのかと、私は選択と集中というふ

うに思います。あれもこれも、多分なり

得ないという、財源的に見て、多分そう

だろうというふうに見ております。

　そこにあるのは近隣市の動きを見ない

といけないのが一つ、例えば中期財政見

通しでも、中学校給食のあの問題もどう
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なのか、これも全然見てません。ＪＲ千

里丘西の問題も何も見てません。交通、

交通とおっしゃっていただいてますが、

あの予算は何にもまだ事業計画も出てま

せん。その中で２７年度は立ち行かない

というのを出したのはあの資料でござい

ます。

　したがって、言いにくいことも言わな

きゃならないと私は思ってます。あれも

やりたい、これもやりましょう、考えま

しょうでは、多分これだめだろうという

ように思います。

　したがって、私はこの４月以降に「定

住」ということについて、イコール市の

ブランドと言っていいと思うんですが、

これに７月に部長プレゼンがあります。

私はこれに一度第４次総合計画の３２年

までに、１０年間でどういうまちをつく

るのかと、部は何を考えているのかとい

うことですね。

　例えば、先ほど言われたセッピィ商品

券は４年目になります。それから、工業

系になりますけど、これの基本的なデー

タは持っておりません。データを持って

おらないで、何を打つかというてもこれ

は出てこないと思うんですね。例えば、

鯵生野、野々団地の問題もそうでありま

すし、あれは財政方が言うてるのは、１

円でも高く売りたいと。ちょっと待てよ

と。あれこそが地域力、地域の要望を聞

いた上で「定住」というブランドという

上で、どうやって売るのが一番いいのか

と。むしろ、都市計画、都市整備のまち

の経営の学者に一遍来てもらって、そう

いうものをやらなければだめじゃないの

かというような議論もしております。

　したがって、以前から、例えば入札参

加の問題もそうなんですが、エコアクショ

ンの問題と、前から言われているこのＩ

ＳＯの問題、障害者雇用の問題も言われ

ました。これはやはり、一度真剣にやは

り考えてみなあかんことだろうなと思う

んです。

　久保田という山口県宇部市長が市民活

動家から出て、市長になってます。お金、

人、前例がないは禁句にしましょうと書

いてあるんですね。こういう考え方を発

想しない限り、私はなかなか立ち行かな

いと思います。

　それで、私この問題というのは、先ほ

ど言われました市民活動の問題もそうな

んですが、ちょっと申し上げますと、大

体秋ごろにはコミュニティプラザのレス

トランはできると思います。ただし、間

違いなく、いまの状況では大赤字になる

と思います。

　それで、私どもが約束してますのは、

あの南千里丘にお住まいである方をどう

やって、家の中におられないで、仕掛け

をつくって、どうやってコミプラに持っ

てくるんやと。これ、女性政策課長に、

自分ところからまず先に案を出せと。教

育委員会、保健福祉部は、あのコミプラ

を使って、まずそこのところへどうやっ

て引き込むんやと。これは、市民活動な

んですね、ＮＰＯなんですね。そういう

大きな感覚でもってやらないと、私はそ

ういう協力はしたいと。小野さん、そん

なこというたって、将来また電気代と水

道代とみてもらわなあかんなという議論

もあります。

　だから、そういうことももう少し知恵

を絞る、選択と集中をする、ということ

を今みんな部長、課長に聞いてますので、

私はことしのプレゼンというのは、そう

いう考え方で、セッピィ商品券にしても、

もう１年続けるのがいいのか、もともと

は市長と話しとったのは「市長、これを

やったら、なかなかやっぱり厳しいとき

だから」と言うてました、そりゃ私もね。
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まあ一遍やらなあかんなと。しかし、社

会状態も変わらない。それに変わって何

かあるのか、何をつくれるのかという議

論をしなきゃならない、ということです

ね。

　だから、明日、総務常任委員会もあり

ますので、今言いました地元商工業者の

支援の問題もそういったいろいろなもの、

人員配置の問題も、集会所の問題もそう

なんです。

　これもう申し上げましたら、第一次行

革の責任者として集会所問題は取り上げ

たんです。しかし、できませんでした。

使ってるやないかと、こういうことでね。

だから、ほんならこれは今の、この状況

の中で、こういうふうに改造しますとい

うことを言わないと、地元に理解されま

せん、集会所が５１か所もある中で。そ

れは整理統合することは至難のわざであ

ります。しかし、それは財源もつっこま

ないと多分自治会と話にもならないと思

いますね。

　だから、今ほっといたらこのままでは

どんどんどんどんバリアフリーにもなっ

てませんし、朽ちていってますからこれ

も大きな問題であります。

　第一次行革でこれをできなかったとい

う問題があります。

　だから、私は基本的には、今何ができ

るとは申し上げられないんですか、７月

にやろうとする部長プレゼンは、やっぱ

り人間基礎教育をベースにひいて、その

「定住」というキーワードの中で、これ

に絞ろうと、職員提案もこれに絞ろうと

いうぐらいの形にして、そして、中期財

政見通しを出すときにもっと厳しい財政

状況になると思いますが、その上で議会

とどうやってこの危機を乗り切っていく

のかということで、私は総花的ではもう

だめだと思いますね、これは。いわゆる、

細かいものをちょこちょこと積み重ねて

ではなく、これだというその摂津の、い

わばこれでいくんやというぐらいの思い

切ったものを出さない限り、私はならな

いと思います。

　環境センター問題も、９０トン炉です

が１００トン炉になったときに、２００

億円要るんですから、それだけで摂津は

赤字再建団体になるということが見えて

るわけですから、そうなってしまったら。

そうしたら、広域的にどうお互い連携で

きるかというのは、これはもう当然ここ

の話に突っ込んでいくというのは、豊中、

伊丹でもあるわけですし、南部であるわ

けですから、私どもが単独で生きていけ

るような、今のこの力量があるかと。で

きるものは消防であっても、ごみ処理で

あっても、それは市民のためになるもの

はやっていくべきだというように思いま

す。

　私の決意も含めまして、一応そういう

ことで、嶋野委員が言われたことを私ずっ

と書いておりますので、その辺を一度選

択と集中といって、７月のプレゼンにつ

いてはもう少し絞って、市長も４月になっ

たらメッセージを出すということで言わ

れてますので、そういうことの中で、も

う一歩進んだ議論を次回からはさせても

らえたらなと。そうしないと、これは議

会の議論にもなかなか耐えられなくなる

かもわからんなという危惧を持ちながら

聞いておりましたんで、トータルで申し

上げましたが、副市長としてこれからど

ういう形で進んでいくかということを、

もう一度、市内部で整理した上で、以前

のようなプレゼンではない、この目標に

絞ろうやないかと、一度。それは代表質

問の答弁であり、今委員会でやってもらっ

てる中身を一遍整理して、その上で「定

住」というキーワードの中でもう一度整
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理させていただきたいということを強く

感じておりましたんで、嶋野委員の質問

の答えにならないかもわかりませんが、

そういう考え方で一度整理させてほしい

と。

　個々の問題も大事なんですが、そうい

う時期にきたと思っておりますので、こ

こにおる部長みんな聞いておりますので、

これまた総務常任委員会でもまたそんな

ふうなことになると思いますが、そうい

うことの中で期待もしていただきながら、

もう少し議論ができるようなものをつく

り上げたいなということを感じておりま

すので、よろしくお願い申し上げます。

○森内一蔵委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　財政のお話をされま

して、私も選択・集中ということは当然

やというふうに思ってますし、総花的に

あれもこれもするということはできない

ということも、よく理解してるつもりで

あります。

　だから、きょうも相当に私は絞った中

で委員会の質問もさせていただきました

し、また、代表質問の中で渡辺議員が我

が会派を代表して質問していただいたわ

けなんですが、その中でも投資という言

葉を使わせていただきました。

　厳しいときだからこそ、消費に終わる

ものには手を回すべきじゃないと。将来

の投資につながるものに、やはり私は予

算を優先的に充てていくということは、

しっかり考えていかなあかんというふう

に思ってるんです。

　その中で、そしたら摂津市の特徴を考

えたときに、非常に事業所が多い。これ、

大きな特徴ですよね。その事業所がどう

いう特徴を持っているのか、そこをしっ

かりとつかんだ上で、まだ強みを持って

ますよといったことになっていくと、こ

れは非常に大きな武器になっていくんだ

と思うんです。

　今環境問題というのは、恐らく避けて

通れない問題でありまして、恐らくこれ

から事業所が生き残っていく中で、どん

な取り組みをしてるんですかということ

が強く問われてくると思うんですよ。そ

ういうことを見据えた中で、行政が先導

していくと。要は、摂津市の事業所にど

ういった内容のものを備えてほしいのか

といったことを示していく、予算をつけ

ながら示していく、それは非常に大きな

投資になると思ってるんですね。

　それで、私はエコアクション２１は、

とることが目的じゃなくて、それによっ

てそれぞれの事業所も環境に配慮した、

省エネルギー、省資源の活動していく、

そうなっていくと、非常に大きな武器に

なると思ってる。だから、このようなこ

とをぜひ戦略として持っていただきたい

といったことで申し上げてるわけで、私

はそれは投資になると思ってます。

　ですので、選択と集中というお話をさ

れましたが、私は消費なのか、投資なの

かという視点を持ちながら、今後厳しい

状況を乗り切っていただければなという

ふうに思ってます。

　まずその中で、エコアクションのこと

も申し上げたということで、ぜひご理解

いただいて、前向きに取り組んでいただ

きたいということを申し上げまして、質

問を終わりたいと思います。

○森内一蔵委員長　ほかに質問ないです

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　本日の委員会はこの程度にとどめ、散

会します。

（午後４時５２分　散会）
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委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

民生常任委員長 森 内 一 蔵

民生常任委員  嶋 野 浩 一 朗
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